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情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに伴う関係条例の整

備に関する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第１号

情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに伴う関係条例

の整備に関する条例

（秋田市都市公園条例等の一部改正）

第１条 次に掲げる条例の規定中「利用料金を」を「利用料金につい

て、」に、「掲示しておかなければ」を「掲示するほか、規則で定める

ところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によっ

て直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信

を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により

公衆の閲覧に供するよう努めなければ」に改める。

(1) 秋田市都市公園条例（昭和39年秋田市条例第35号）第９条の４第４

項

(2) 秋田市太平山スキー場条例（昭和51年秋田市条例第30号）第５条第

４項

(3) 秋田市中高年齢労働者福祉センター条例（昭和58年秋田市条例第20

号）第６条第４項

(4) 秋田市勤労者体育センター条例（昭和62年秋田市条例第５号）第５

条第４項

(5) 秋田港振興センター条例（平成８年秋田市条例第22号）第６条第４

項

(6) 秋田市勤労者総合福祉センター条例（平成16年秋田市条例第13号）

第５条第４項
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(7) 秋田市河辺ユフォーレ公園施設条例（平成16年秋田市条例第91号）

第５条第４項

(8) 秋田市雄和観光交流館条例（平成16年秋田市条例第92号）第６条第

４項

(9) 秋田市雄和観光花き栽培園条例（平成16年秋田市条例第93号）第４

条第４項

(10) 秋田市雄和里の家条例（平成16年秋田市条例第94号）第５条第４

項

(11) 秋田市雄和観光農産物加工所条例（平成16年秋田市条例第95号）

第５条第４項

(12) 秋田市雄和ふるさと温泉条例（平成16年秋田市条例第97号）第５

条第４項

(13) 秋田市雄和コテージ条例（平成16年秋田市条例第98号）第５条第

４項

(14) 秋田市雄和サイクリングターミナル条例（平成16年秋田市条例第

99号）第６条第４項

(15) 秋田市リフレッシュガーデン条例（平成20年秋田市条例第41号）

第６条第４項

(16) 秋田市中通一丁目自動車駐車場条例（平成23年秋田市条例第31

号）第７条第４項

(17) 秋田市農山村地域活性化センター条例（平成30年秋田市条例第49

号）第５条第４項

(18) あきた芸術劇場条例（令和元年秋田市条例第47号）第５条第４項

（秋田市ポートタワー条例等の一部改正）

第２条 次に掲げる条例の規定中「除く。）を」を「除く。）につい

て、」に、「掲示しておかなければ」を「掲示するほか、規則で定める

ところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によっ

て直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信

を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により

公衆の閲覧に供するよう努めなければ」に改める。
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(1) 秋田市ポートタワー条例（平成18年秋田市条例第61号）第６条第４

項

(2) 秋田市にぎわい交流館条例（平成23年秋田市条例第30号）第６条第

４項

(3) 秋田市文化創造館条例（令和２年秋田市条例第３号）第６条第４項

(4) 秋田市旧松倉家住宅条例（令和４年秋田市条例第19号）第６条第４

項

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市行政手続条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第２号

秋田市行政手続条例の一部を改正する条例

秋田市行政手続条例（平成７年秋田市条例第44号）の一部を次のように

改正する。

第14条第１項中「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第３項中「名あ

て人」を「名宛人」に、「その者の氏名、同項第３号および第４号に掲げ

る事項ならびに当該市長等が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつ

でもその者に交付する旨の告示を市の掲示場に掲示すること」を「公示の

方法」に改め、同項後段を削り、同条に次の１項を加える。

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の

氏名、第１項第３号および第４号に掲げる事項ならびに当該市長等が同

項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以

下この項において「公示事項」という。）を別に定める方法により不特

定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記

載された書面を秋田市公告式条例（昭和25年秋田市条例第26号）第２条

第２項に規定する掲示場に掲示し、又は公示事項を市の事務所に設置し

た電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に

置く措置をとることによって行うものとする。この場合においては、当

該措置を開始した日から２週間を経過したときに、当該通知がその者に

到達したものとみなす。

第15条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。

第21条第３項中「第14条第３項」および「同条第３項」の次に「および

第４項」を加え、「名あて人」を「名宛人」に改め、「参加人」と、」の
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次に「同項中」を加え、「掲示を始めた日から２週間を経過した」を削り、

「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」に改める。

第28条中「第14条第３項および」の次に「第４項ならびに」を加え、

「「同項第３号」を「同条第４項中「第１項第３号」に、「同条第３号」

を「第27条第３号」に、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、

「第14条第３項後段」を「第14条第４項後段」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年５月21日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の秋田市行政手続条例第14条第３項および第４項（これらの規

定を同条例第21条第３項および第28条又は秋田市職員の退職手当に関す

る条例（昭和29年秋田市条例第２号）第14条第４項、第15条第５項、第

16条第３項および第17条第８項において準用する場合を含む。）の規定

は、この条例の施行の日以後にする通知について適用し、同日前にした

通知については、なお従前の例による。
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秋田市職員給与条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第３号

秋田市職員給与条例の一部を改正する条例

秋田市職員給与条例（昭和28年秋田市条例第４号）の一部を次のように

改正する。

第13条第２項の表に次のように加える。

21 危険鳥獣捕 日額 危険鳥獣の捕獲もしくは殺傷又

獲等作業手 1,640円以内 はその補助に関する作業のうち

当 特に危険又は困難なものに従事

する職員

附 則

この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例の規定

は、令和７年９月１日から適用する。
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秋田市職員等の旅費に関する条例および秋田市消防団員の報酬及び費用

弁償額並びにその支給方法条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第４号

秋田市職員等の旅費に関する条例および秋田市消防団員の報酬及び

費用弁償額並びにその支給方法条例の一部を改正する条例

（秋田市職員等の旅費に関する条例の一部改正）

第１条 秋田市職員等の旅費に関する条例（昭和28年秋田市条例第５号）

の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「次の各号」を「、次の各号」に、「次のとおりであ

る」を「、当該各号に定めるところによる」に改め、同項第１号中「在

勤庁」を「在勤公署（常時勤務する在勤公署のない場合又は任命権者も

しくはその委任を受けた者（以下「旅行命令権者」という。）が認める

場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所）」に改め、

同項第２号中「から在勤庁」を「から在勤公署」に、「旧在勤庁から新

在勤庁」を「旧在勤公署から新在勤公署」に改め、同項中第４号を第５

号とし、同項第３号中「扶養親族」を「家族」に、「事実上の」を「事

実上」に、「主として職員の収入によって生計を維持している」を「職

員と生計を一にする」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次

に次の１号を加える。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又は

その遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

第２条第２項を削る。

第３条第２項を次のように改める。

２ 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該
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各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職

（以下「退職等」という。）となった場合（当該退職等に伴う旅行

を必要としない場合を除く。）には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職

員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の

翌日から３月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺

族

第３条第５項中「から第３項まで」を「、第２項および第４項」に改

め、「交通機関の事故又は」を削り、「市長が定める」および「市長が

別に」を「規則で定める」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項

を次のように改める。

４ 第１項、第２項および前項の規定により旅費の支給を受けることが

できる者が、次条第３項の規定により旅行命令等の変更（取消しを含

む。次条および第５条において同じ。）を受け、又は死亡した場合そ

の他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうち

その者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを

旅費として支給することができる。

第３条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次

の１項を加える。

３ 職員が前項第１号の規定に該当する場合において、地方公務員法

（昭和25年法律第261号）第16条第１号、第３号もしくは第４号又は

第29条第１項各号に掲げる事由により退職等となったときは、前項の

規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

第４条から第６条までを次のように改める。

（旅行命令等）

第４条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行

命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼（以下この条および次条にお

いて「旅行命令等」という。）によって行われなければならない。
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(1) 前条第１項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第４項の規定に該当する旅行 旅行依頼

２ 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっ

ては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅

費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

３ 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると

認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第１項

もしくは第２項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をする

ことができる。

（旅行命令等に従わない旅行）

第５条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によ

り旅行命令等（前条第３項の規定により変更を受けた旅行命令等を含

む。以下この条において同じ。）に従って旅行することができない場

合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなけ

ればならない。

２ 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとま

がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速

やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

３ 旅行者が、前２項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又

は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令

等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った

限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

（旅費の計算）

第６条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第８条

から第18条までに定める種目および内容に基づき、最も経済的な通常

の経路および方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公

務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常

の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路およ

び方法によって計算する。

第７条から第10条の２までを削る。
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第10条の３第１項中「支払担当者等」を「支払担当者」に、「旅費

額」を「旅費」に改め、同条第３項中「支払担当者等」を「支払担当

者」に改め、同条に次の２項を加える。

４ 支払担当者は、支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が

第２項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規

定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者が

その後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算払

に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければなら

ない。

５ 第２項および第３項に規定する期間ならびに前項に規定する給与の

種類その他の必要な事項は、規則で定める。

第10条の３を第７条とし、同条の次に次の３条を加える。

（旅費の種目および内容）

第８条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊

費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費および家族移転費と

し、これらの内容については、次条から第18条までに定めるところに

よる。

（鉄道賃）

第９条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第２条第

１項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道および軌道法（大正10年法

律第76号）第１条第１項に規定する軌道その他規則で定めるものをい

う。次項および第12条第１項において同じ。）を利用する移動に要す

る費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第６号までに掲

げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、

公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金（規則で定める特別職の職員（次項および次条にお
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いて「特別職の職員」という。）に限る。）

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄

道により移動する場合には、最下級（特別職の職員が移動する場合に

は、最上級）の運賃の額とする。

（船賃）

第10条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和24年法律第187号）第２条第

２項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるも

のをいう。次項および第12条第１項において同じ。）を利用する移動

に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第５号ま

でに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであ

って、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金（特別職の職員に限る。）

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船

舶により移動する場合には、最下級（特別職の職員が移動する場合に

は、最上級）の運賃の額とする。

第11条を次のように改める。

（航空賃）

第11条 航空賃は、航空機（航空法（昭和27年法律第231号）第２条第

18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定める

ものをいう。次項および次条第１項において同じ。）を利用する移動

に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号および第３号

に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであっ

て、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金
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(3) 前２号に掲げる費用に付随する費用

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航

空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

第11条の２および第11条の３を削る。

第12条から第22条までを次のように改める。

（その他の交通費）

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶および航空機以外を利用する移

動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第４号

までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。）の額

の合計額とする。

(1) 道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条第１号イに掲げる一

般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車に

より乗合旅客の運送を行うものに限る。）の用に供する自動車を利

用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業

の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段（前号に規定

する自動車を除く。）を利用する移動に要する運賃

(3) 前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第１

項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その

他の移動に直接要する費用

(4) 前３号に掲げる費用に付随する費用

２ 前項第３号に掲げる費用のうち自己又はその家族の私用に供する自

動車その他の市長が認めるものによる移動に直接要する費用の額は、

路程１キロメートルにつき規則で定める額とする。

（宿泊費）

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の

実情および旅行者の職務を勘案して規則で定める額（次条において

「宿泊費基準額」という。）とする。ただし、当該宿泊に係る特別な

事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の

額とする。
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（包括宿泊費）

第14条 包括宿泊費は、移動および宿泊に対する一体の対価として支払

われる費用とし、その額は、当該移動に係る第９条から第12条までの

規定による鉄道賃、船賃、航空賃およびその他の交通費の額ならびに

当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

（宿泊手当）

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費

用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める１夜

当たりの定額とする。

（転居費）

第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第18条第１項第１号

又は第２号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。）とし、

その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される

額とする。

（着後滞在費）

第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、

その額は、規則で定める方法により算定される額とする。

（家族移転費）

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その

額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限

る。以下この号および次号において同じ。）を職員の新居住地に移

転する場合には、家族１人ごとに、職員がその移転をするものとし

て算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括

宿泊費、宿泊手当および着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌

日から１年以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまで

の間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居

住地）に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情が
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ある場合には、前項第２号に規定する期間を延長することができる。

（退職者等の旅費）

第19条 第３条第２項第１号の規定により支給する旅費は、退職等の日

の翌日から３月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又

は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

２ 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、

同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用および

家族移転費に相当するものを加えるものとする。

３ 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第

１項に規定する期間を延長することができる。

（遺族の旅費）

第20条 第３条第２項第２号又は第３号の規定により支給する旅費は、

出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

（証人等の旅費）

第21条 第３条第４項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の

定めがある場合を除くほか、別に定めるものとする。

（旅費の支給額の上限）

第22条 鉄道賃、船賃、航空賃およびその他の交通費（第12条第２項に

規定する費用を除く。）（家族移転費のうちこれらに相当する部分を

含む。）に係る旅費の支給額は、第９条第１項各号、第10条第１項各

号、第11条第１項各号および第12条第１項各号に掲げる各費用につい

て、当該各条および第６条の規定により計算した額と現に支払った額

を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当する部

分を除く。）および家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）

に係る旅費の支給額は、当該各種目について第６条、第13条、第14条、

第16条、第17条および第18条第１項の規定により計算した額と現に支

払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額

とする。

第23条第１項中「市長」を「旅行命令権者」に、「公用の交通機関、
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宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該」を「市以外の者から旅

費の支給を受ける場合その他」に、「因り又は当該」を「より又は」に、

「超える」を「超えることとなる」に改め、同条第２項中「市長」を

「旅行命令権者」に、「別に」を「市長に協議して」に改め、同条第３

項中「の統一ある適用を図るため必要な事項」を「を適用して旅費を調

整する場合の統一的な基準」に改める。

第24条中「市長」を「旅行命令権者」に改める。

第26条中「の施行に関して」を「に定めるもののほか、この条例の規

定による旅費の支給の手続その他この条例の実施のため」に改め、同条

を第27条とする。

第25条中「国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律

（令和６年法律第22号）による改正前の」を削り、同条を第26条とし、

第24条の次に次の１条を加える。

（旅費の返納）

第25条 支払担当者は、旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定

に違反して旅費の支給を受けた場合には、当該旅費を返納させなけれ

ばならない。

２ 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支

給を受けた場合には、支払担当者は、前項に規定する返納に代えて、

当該支払担当者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の

額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

３ 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

附則第４項を削り、附則第５項を附則第４項とする。

別表第１および別表第２を削る。

（秋田市消防団員の報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の一部

改正）

第２条 秋田市消防団員の報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例

（昭和32年秋田市条例第４号）の一部を次のように改正する。

第４条中「別表第１中、団長、副団長、分団長、副分団長および部長

については、８級以下３級以上の職務にある者、その他の団員について
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は、２級以下の職務にある者の額にそれぞれ」を「の規定により一般職

の職員に支給する旅費の額に」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（秋田市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例（以下

「改正後の旅費条例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後に改正後の旅費条例第２条第１号に規定する

旅行命令権者が改正後の旅費条例第４条第１項に規定する旅行命令等を

発する旅行について適用し、施行日前に任命権者が第１条の規定による

改正前の秋田市職員等の旅費に関する条例（附則第４項において「改正

前の旅費条例」という。）第３条第４項の旅行命令又は旅行依頼を発し

た旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に任命権者

が同項の旅行命令又は旅行依頼を発し、かつ、施行日以後に改正後の旅

費条例第２条第１号に規定する旅行命令権者が改正後の旅費条例第４条

第３項の規定により当該旅行命令又は旅行依頼を変更する旅行について

は、改正後の旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期

間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間

に対応する分については、なお従前の例による。

３ 改正後の旅費条例第３条第２項の規定は、施行日以後に退職、免職、

失職もしくは休職（以下この項において「退職等」という。）となった

場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合

又は死亡した場合については、なお従前の例による。

４ 改正後の旅費条例第３条第５項および第６項の規定は、これらの項に

規定する者が同条第１項、第２項および第４項の規定により旅費の支給

を受けることができる場合について適用し、改正前の旅費条例第３条第

１項から第３項まで、第21条および第22条第１項の規定により旅費の支

給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
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５ 改正後の旅費条例第25条の規定は、改正後の旅費条例又はこれに基づ

く規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

（秋田市消防団員の報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の一部

改正に伴う経過措置）

６ 第２条の規定による改正後の秋田市消防団員の報酬及び費用弁償額並

びにその支給方法条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適

用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
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秋田市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第５号

秋田市市税条例の一部を改正する条例

秋田市市税条例（昭和25年秋田市条例第36号）の一部を次のように改正

する。

第11条中「公示送達は、」の次に「公示事項（同条第２項に規定する公

示事項をいう。以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和29

年総理府令第23号。以下「施行規則」という。）第１条の８第１項に規定

する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置を

とるとともに、公示事項が記載された書面を」を加え、「掲示して行う」

を「掲示し、又は公示事項を市の事務所に設置した電子計算機の映像面に

表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによっ

てする」に改める。

第11条の３中「地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。以下「施

行規則」という。）」を「施行規則」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、規則で定める日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の秋田市市税条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後に

する公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお

従前の例による。
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秋田市雄和ふるさと温泉条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第６号

秋田市雄和ふるさと温泉条例の一部を改正する条例

秋田市雄和ふるさと温泉条例（平成16年秋田市条例第97号）の一部を次

のように改正する。

別表の表中「5,452円」を「11,500円」に、「3,685円」を「7,770円」

に、「4,809円」を「7,213円」に、「400円」を「600円」に、「243円」

を「364円」に、「500円」を「750円」に、「250円」を「375円」に、

「801円」を「1,201円」に改め、同表の備考の１中「5,000円」を「7,500

円」に、「2,500円」を「3,750円」に、「10,000円」を「15,000円」に、

「15,000円」を「22,500円」に、「7,500円」を「11,250円」に改め、同

表の備考の６中「801円」を「1,201円」に改め、同表の備考の８中「325

円」を「487円」に、「534円」を「801円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、規則で定める日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の秋田市雄和ふるさと温泉条例の規定は、この条例の施行の日

以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料

金については、なお従前の例による。

-28-



秋田市雄和地区北部コミュニティ施設条例を廃止する条例をここに公布

する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第７号

秋田市雄和地区北部コミュニティ施設条例を廃止する条例

秋田市雄和地区北部コミュニティ施設条例（平成16年秋田市条例第78

号）は、廃止する。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市雄和農林漁家婦人活動促進施設条例を廃止する条例をここに公布

する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第８号

秋田市雄和農林漁家婦人活動促進施設条例を廃止する条例

秋田市雄和農林漁家婦人活動促進施設条例（平成16年秋田市条例第82

号）は、廃止する。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市雄和山村交流センター条例を廃止する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第９号

秋田市雄和山村交流センター条例を廃止する条例

秋田市雄和山村交流センター条例（平成16年秋田市条例第83号）は、廃

止する。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市雄和左手子交流センター条例を廃止する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第10号

秋田市雄和左手子交流センター条例を廃止する条例

秋田市雄和左手子交流センター条例（平成17年秋田市条例第17号）は、

廃止する。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市老人いこいの家条例の廃止等に関する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第11号

秋田市老人いこいの家条例の廃止等に関する条例

（秋田市老人いこいの家条例の廃止）

第１条 秋田市老人いこいの家条例（昭和47年秋田市条例第17号）は、廃

止する。

（秋田市老人いこいの家条例の一部改正）

第２条 秋田市老人いこいの家条例の一部を次のように改正する。

第１条の表秋田市八橋老人いこいの家の項および秋田市大森山老人と

子どもの家の項を削る。

第３条中「次の各号に掲げる」を削り、「当該各号に定める」を「市

内に居住する60歳以上の」に改め、同条各号を削る。

附 則

この条例は、令和10年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、

令和８年４月１日から施行する。
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秋田市雄和ふれあいプラザ条例を廃止する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第12号

秋田市雄和ふれあいプラザ条例を廃止する条例

秋田市雄和ふれあいプラザ条例（平成16年秋田市条例第88号）は、廃止

する。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

-34-



秋田市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第13号

秋田市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

秋田市個人番号の利用に関する条例（平成27年秋田市条例第56号）の一

部を次のように改正する。

別表第１の１の項を次のように改める。

１ 削除

別表第２の１の項中「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置の

実施に関する情報（以下「外国人生活保護関係情報」という。）」を「外

国人生活保護関係情報」に改め、同表の２の項および９の項中「、障害者

関係情報」を削り、同表の11の項中「小児慢性特定疾病医療費の支給、」、

「、障害者関係情報、生活保護関係情報」、「、児童扶養手当関係情報」、

「、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）による資金

の貸付けもしくは給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当関係情

報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）に

よる障害児福祉手当もしくは特別障害者手当もしくは昭和六十年法律第三

十四号附則第97条第１項の福祉手当の支給に関する情報、母子保健法によ

る養育医療の給付もしくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児

童手当法（昭和46年法律第73号）による児童手当の支給に関する情報」、

「、中国残留邦人等支援給付関係情報」および「、障害者自立支援給付関

係情報」を削る。
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附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第14号

秋田市手数料条例の一部を改正する条例

秋田市手数料条例（平成12年秋田市条例第４号）の一部を次のように改

正する。

別表第３第65号の９中「第14条第15項」を「第14条第13項」に改める。

附 則

この条例は、令和８年５月１日から施行する。
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秋田市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例をここ

に公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第15号

秋田市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

目次

第１章 総則（第１条―第３条）

第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準

第１節 利用定員に関する基準（第４条）

第２節 運営に関する基準（第５条―第33条）

第３章 雑則（第34条・第35条）

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下

「法」という。）第54条の３において準用する法第46条第２項の規定に

基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとす

る。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。

(1) 支給対象小学校就学前子ども 法第30条の14に規定する支給対象小

学校就学前子どもをいう。

(2) 乳児等支援給付認定保護者 法第30条の15第３項に規定する乳児等

支援給付認定保護者をいう。
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(3) 乳児等支援給付認定子ども 法第30条の16に規定する乳児等支援給

付認定子どもをいう。

(4) 特定乳児等通園支援 法第30条の20第１項に規定する特定乳児等通

園支援をいう。

(5) 特定乳児等通園支援事業者 法第30条の20第１項に規定する特定乳

児等通園支援事業者をいう。

(6) 乳児等支援給付費 法第30条の20第１項に規定する乳児等支援給付

費をいう。

(7) 法定代理受領 法第30条の20第５項（法第30条の21第３項において

準用する場合を含む。）の規定により市が支払う特定乳児等通園支援

に要した費用の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児

等通園支援事業者が受領することをいう。

(8) 地域子ども・子育て支援事業 法第59条に規定する地域子ども・子

育て支援事業をいう。

（一般原則）

第３条 特定乳児等通園支援事業者は、良質かつ適切であり、かつ、子ど

もの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容および水

準の特定乳児等通園支援の提供を行うことにより、全ての子どもが健や

かに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さなけれ

ばならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利

用する支給対象小学校就学前子どもの意思および人格を尊重し、常に当

該支給対象小学校就学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提

供するよう努めなければならない。

３ 特定乳児等通園支援事業者は、地域および家庭との結び付きを重視し

た運営を行い、都道府県、市町村、特定教育・保育施設等（法第27条第

１項に規定する特定教育・保育施設および法第29条第１項に規定する特

定地域型保育事業者をいう。以下同じ。）、他の特定乳児等通園支援事

業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保

健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めな
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ければならない。

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利

用する支給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、

責任者の設置その他の必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通

園支援事業者が特定乳児等通園支援事業（特定乳児等通園支援を行う事

業をいう。以下同じ。）を行う事業所（以下「特定乳児等通園支援事業

所」という。）の職員に対し、研修の実施その他の措置を講ずるよう努

めなければならない。

第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準

第１節 利用定員に関する基準

第４条 特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第54

条の２第１項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。）

を定めるものとする。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもが当該特定

乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、

特定乳児等通園支援事業所が開所する日数および時間その他の事情を考

慮して１月当たりの利用定員を定めるものとする。

第２節 運営に関する基準

（面談）

第５条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る

特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認

定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、

当該乳児等支援給付認定子どもおよびその保護者の心身の状況ならびに

当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保護者

との面談（映像および音声の送受信により相手の状態を相互に認識しな

がらする通話を含む。）を行わなければならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あら

かじめ、第20条に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第13条

の規定により当該特定乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に関す

る事項その他の提供する特定乳児等通園支援に関する重要事項を記載し
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た文書を交付しなければならない。

３ 特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事

項を説明し、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護

者の同意を得なければならない。

（提供拒否の禁止）

第６条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者から利

用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、特定乳児等通園支

援の提供を拒んではならない。

（あっせんおよび要請に対する協力）

第７条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援

の利用について法第54条の３において準用する法第54条第１項の規定に

より市が行うあっせんおよび要請に対し、できる限り協力しなければな

らない。

（乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認）

第８条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る

特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認

定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供する際、乳児等支援

給付認定保護者から乳児等支援支給認定証（法第30条の15第３項に規定

する乳児等支援支給認定証をいう。）の提示を受けたときは、子ども・

子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）第28条の24各号に掲

げる事項を確認するものとする。

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助）

第９条 特定乳児等通園支援事業者は、法第30条の15第１項の認定（以下

この条において「乳児等支援給付認定」という。）を受けていない保護

者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速や

かに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなけれ

ばならない。

（心身の状況等の把握）

第10条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当た

っては、乳児等支援給付認定子どもおよびその保護者の心身の状況、当
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該乳児等支援給付認定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援事業

者が提供する特定乳児等通園支援の利用状況その他の教育・保育等（法

第56条第１項に規定する教育・保育等をいう。）の利用状況の把握に努

めなければならない。

（特定教育・保育施設等との連携）

第11条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継

続的に提供される法第27条第１項に規定する特定教育・保育および法第

29条第１項に規定する特定地域型保育との円滑な接続に資するよう、乳

児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他特定教育・保育施設等

との密接な連携に努めなければならない。

（特定乳児等通園支援の提供の記録）

第12条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供したと

きは、提供した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければな

らない。

（支払）

第13条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領をしないときは、乳

児等支援給付認定保護者から、当該特定乳児等通園支援に係る特定乳児

等通園支援費用基準額（法第30条の20第３項に規定する額をいう。次項

において同じ。）の支払を受けるものとする。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳

児等通園支援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保お

よび向上を図る上で必要であると認められる対価について、当該特定乳

児等通園支援に要する費用として見込まれるものの額と特定乳児等通園

支援費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を

乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定

乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げ

る費用の額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。

(1) 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に

要する費用
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(2) 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供され

る便宜に要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常

必要とされるものに係る費用であって、乳児等支援給付認定保護者に

負担させることが適当と認められるもの

４ 特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合

は、当該費用の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費

用に係る領収証を交付しなければならない。

５ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項および第３項の金銭の支払を求

めるときは、あらかじめ、当該金銭の使途および額ならびに乳児等支援

給付認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らか

にするとともに、乳児等支援給付認定保護者に対して説明を行い、文書

による同意を得なければならない。ただし、同項の規定による金銭の支

払に係る同意については、文書によることを要しない。

（乳児等支援給付費の額に係る通知等）

第14条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通

園支援に係る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付

認定保護者に対し、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給

付費の額を通知しなければならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前条第１項の法定代理受領をしない特

定乳児等通園支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した

特定乳児等通園支援の内容、利用時間、費用の額その他必要と認められ

る事項を記載した特定乳児等通園支援提供証明書を乳児等支援給付認定

保護者に対して交付しなければならない。

（特定乳児等通園支援の取扱方針）

第15条 特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準（昭和23年厚生省令第63号）第35条の規定に基づき保育所にお

ける保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園
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支援事業（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の３第23項に規

定する乳児等通園支援事業をいう。）の特性に留意して、支給対象小学

校就学前子どもおよびその保護者の心身の状況等に応じ、特定乳児等通

園支援の提供を適切に行わなければならない。

（特定乳児等通園支援に関する評価等）

第16条 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園

支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、

その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

（相談および援助）

第17条 特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子どもお

よびその保護者の心身の状況ならびに当該乳児等支援給付認定子どもの

養育環境の的確な把握に努め、当該乳児等支援給付認定子どもおよびそ

の保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助

を行わなければならない。

（緊急時等の対応）

第18条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の

提供を行っているときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じ

た場合その他必要な場合は、直ちに当該乳児等支援給付認定子どもの保

護者又は医療機関への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。

（乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知）

第19条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている

乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその

他不正な行為によって乳児等支援給付費の支給を受け、又は受けようと

したときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければなら

ない。

（運営規程）

第20条 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての

重要事項に関する規程（第23条において「運営規程」という。）を定め

ておかなければならない。
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(1) 特定乳児等通園支援事業の目的および運営の方針

(2) 提供する特定乳児等通園支援の内容

(3) 職員の職種、員数および職務の内容

(4) 特定乳児等通園支援の提供を行う日および時間ならびに提供を行わ

ない日

(5) 第13条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費

用の種類、支払を求める理由およびその額

(6) 第４条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員

(7) 特定乳児等通園支援事業の利用の開始および終了に関する事項その

他の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援事業の運営に関

する重要事項

（勤務体制の確保等）

第21条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、

適切な特定乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通

園支援事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当

該特定乳児等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供

しなければならない。ただし、特定乳児等通園支援の提供に直接影響を

及ぼさない業務については、この限りでない。

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員に対

し、その資質の向上のため、研修の機会を確保しなければならない。

（利用定員の遵守）

第22条 特定乳児等通園支援事業者は、第４条第１項の規定により定める

１時間当たりの利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行っては

ならない。

（掲示等）
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第23条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見や

すい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第13条の規定により

乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の額その他の利用の申

込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選択に資すると認められる

重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送

信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応

じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを

除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。

（差別的取扱いの禁止）

第24条 特定乳児等通園支援事業所は、乳児等支援給付認定子どもの国籍、

信条、社会的身分又は第13条の規定による支払の状況によって、差別的

な取扱いをしてはならない。

（虐待等の禁止）

第25条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子ども

に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 乳児等支援給付認定子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれ

のある暴行を加えること。

(2) 乳児等支援給付認定子どもにわいせつな行為をすること又は乳児等

支援給付認定子どもをしてわいせつな行為をさせること。

(3) 乳児等支援給付認定子どもの心身の正常な発達を妨げるような著し

い減食又は長時間の放置、他の乳児等支援給付認定子どもによる前２

号又は次号に掲げる行為の放置その他の特定乳児等通園支援事業所の

職員としての養育又は業務を著しく怠ること。

(4) 乳児等支援給付認定子どもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な

対応その他の乳児等支援給付認定子どもに著しい心理的外傷を与える

言動を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、乳児等支援給付認定子どもの心身に有

害な影響を与える行為をすること。

（秘密保持等）

第26条 特定乳児等通園支援事業所の職員および管理者は、正当な理由が
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なく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘

密を漏らしてはならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であ

った者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定

子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じ

なければならない。

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児

等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関

に対し、乳児等支援給付認定子どもに関する情報を提供するときは、あ

らかじめ文書により当該乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給

付認定保護者の同意を得ておかなければならない。

（情報の提供等）

第27条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援

を利用しようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認

定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を選

択することができるよう、当該特定乳児等通園支援事業者が提供する特

定乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければな

らない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者につい

て広告をする場合は、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。

（利益供与等の禁止）

第28条 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第59条第１号

に規定する事業をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う

者（次項において「利用者支援事業者等」という。）、教育・保育施設

（法第７条第４項に規定する教育・保育施設をいう。次項において同

じ。）、地域型保育事業者（法第７条第５項に規定する地域型保育を行

う事業者をいう。次項において同じ。）もしくは乳児等通園支援事業者

（乳児等通園支援を行う事業者をいう。次項において同じ。）又はその

職員に対し、支給対象小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特

定乳児等通園支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財
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産上の利益を供与してはならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、

地域型保育事業者もしくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支

給対象小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、

金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

（苦情への対応）

第29条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援

に関する乳児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その

他の当該乳児等支援給付認定子どもの家族（以下この条において「乳児

等支援給付認定子ども等」という。）からの苦情に迅速かつ適切に対応

するため、苦情を受け付ける窓口の設置その他の必要な措置を講じなけ

ればならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該

苦情の内容その他必要な事項を記録しなければならない。

３ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関

する乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市が実施する事業

に協力するよう努めなければならない。

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関

し、法第30条の13において準用する法第14条第１項の規定により市が行

う報告もしくは帳簿書類その他の物件の提出もしくは提示の命令又は当

該職員からの質問もしくは特定乳児等通園支援事業所の設備もしくは帳

簿書類その他の物件の検査に応じ、および乳児等支援給付認定子ども等

からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は

助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけ

ればならない。

５ 特定乳児等通園支援事業者は、市から求めがあった場合は、前項の改

善の内容を市に報告しなければならない。

（地域との連携等）

第30条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民

等との連携、協力等により地域との交流に努めなければならない。
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（事故発生の防止および発生時の対応）

第31条 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止す

るため、次に定める措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載さ

れた事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合

に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底

する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会および職員に対する研修を定期的に

行うこと。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特

定乳児等通園支援の提供により事故が発生した場合は、直ちに市、当該

乳児等支援給付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置

を講じなければならない。

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況および事故に際して

採った処置について記録しなければならない。

４ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特

定乳児等通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を速やかに行わなければならない。

（会計の区分）

第32条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計を

その他の事業の会計と区分しなければならない。

（記録の整備等）

第33条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、

設備および会計に関する記録を整備しておかなければならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特

定乳児等通園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結

の日から５年間保存しなければならない。

(1) 第15条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たって

の計画
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(2) 第12条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録

(3) 第19条の規定による市への通知に係る記録

(4) 第29条第２項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第31条第３項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置

についての記録

第３章 雑則

（電磁的記録等）

第34条 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに

類するもののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認

識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下こ

の条において同じ。）により行うことが規定されているものについては、

当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

以下この条において同じ。）により行うことができる。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又

は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合

は、当該書面等の交付又は提出に代えて、第４項で定めるところにより、

乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項

（以下この条において「記載事項」という。）を電子情報処理組織（特

定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定

保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処

理組織をいう。以下この条において同じ。）を使用する方法その他の情

報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条にお

いて「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合

において、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又

は提出したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

ア 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援
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給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線

を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに記録する方法

イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援

給付認定保護者の閲覧に供し、乳児等支援給付認定保護者の使用に

係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給付認定保護者のファ

イルに当該記載事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受け

る旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定乳児

等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

その旨を記録する方法）

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調

製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

３ 前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの

記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければ

ならない。

４ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項の規定により記載事項を提供し

ようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給

付認定保護者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類および内

容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用

するもの

(2) ファイルへの記録の方式

５ 前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児

等支援給付認定保護者から文書又は電磁的方法により電磁的方法による

提供を受けない旨の申出があったときは、当該乳児等支援給付認定保護

者に対し、第２項の規定による記載事項の提供を電磁的方法によってし

てはならない。ただし、当該乳児等支援給付認定保護者が再び前項の規

定による承諾をした場合は、この限りでない。

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同
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意の取得について準用する。この場合において、第２項中「書面等の交

付又は提出」とあり、および「書面等に記載すべき事項（以下この条に

おいて「記載事項」という。）」とあるのは「書面等による同意」と、

「第４項」とあるのは「第６項において準用する第４項」と、「提供す

る」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とある

のは「書面等による同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同意

に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、

「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得

る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項において準用する前

項各号」と、第４項中「第２項の」とあるのは「第６項において準用す

る第２項の」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よ

う」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、

同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項において準用する第２

項各号」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用する前項」

と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第２項の

規定による記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等

による同意の取得」と読み替えるものとする。

（委任）

第35条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第16号

秋田市乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

秋田市乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準を定める条例

（令和７年秋田市条例第13号）の一部を次のように改正する。

第11条第１項および第14条中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園

支援事業所」に改める。

第17条第６号中「乳児又は幼児の区分ごとの」を削り、同条第７号中

「ならびに」を「その他の」に改める。

第19条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」

に改め、同条第２項中「当該乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援

事業所」に改める。

第21条第３項中「係る利用定員」の次に「（子ども・子育て支援法（平

成24年法律第65号）第27条第１項又は第29条第１項の確認において定める

利用定員をいう。）」を加える。

第23条の次に次の１条を加える。

（設備および職員の基準の特例）

第23条の２ 子ども・子育て支援法第30条第１項第４号に規定する特例保

育を行う事業者が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通

園支援事業を行う場合には、前２条の規定は適用しない。

第27条後段を削る。

第28条中「職員」を「乳児等通園支援事業所の職員」に改める。
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附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第17号

秋田市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改

正する条例

秋田市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例（平成27年秋田

市条例第29号）の一部を次のように改正する。

第２条第１号および第２号中「第30条の３」の次に「および第30条の

13」を加え、同条第３号中「又は第24条第２項」を「、第24条第２項又は

第30条の18第２項」に改め、「支給認定証」の次に「又は乳児等支援支給

認定証」を加える。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第18号

秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例の一部を改正する条

例

秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例（平成４年秋田市条例第

37号）の一部を次のように改正する。

別表第１中「10円」を「4円」に、「20円」を「8円」に、「30円」を

「12円」に、「45円」を「18円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例（以下「新条

例」という。）の規定は、この条例の施行の日以後に新条例別表第１に

掲げる指定袋と引換えに徴収する同表に掲げる一般廃棄物処理手数料に

ついて適用し、同日前に改正前の秋田市廃棄物の処理および再利用に関

する条例別表第１に掲げる指定袋と引換えに徴収した同表に掲げる一般

廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
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秋田市新型コロナウイルス感染症対策特別金融支援基金条例を廃止する

条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第19号

秋田市新型コロナウイルス感染症対策特別金融支援基金条例を廃止

する条例

秋田市新型コロナウイルス感染症対策特別金融支援基金条例（令和２年

秋田市条例第37号）は、廃止する。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市商工業振興条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第20号

秋田市商工業振興条例の一部を改正する条例

秋田市商工業振興条例（昭和42年秋田市条例第９号）の一部を次のよう

に改正する。

第４条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第７号までを

１号ずつ繰り上げる。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の秋田市商工業振興条例の規定は、この条例の施行の日以後に

操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した

事業を行う者については、なお従前の例による。
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秋田市特別会計条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第21号

秋田市特別会計条例の一部を改正する条例

秋田市特別会計条例（昭和39年秋田市条例第６号）の一部を次のように

改正する。

第１条に次の１号を加える。

(10) 秋田市工業団地開発事業会計

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市森林等の火入れに関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第22号

秋田市森林等の火入れに関する条例の一部を改正する条例

秋田市森林等の火入れに関する条例（昭和59年秋田市条例第16号）の一

部を次のように改正する。

第11条第１項中「強風注意報、異常乾燥注意報」を「暴風特別警報、暴

風警報、強風注意報もしくは乾燥注意報が発表された場合」に改め、「火

災警報」の次に「もしくは林野火災に関する注意報」を加え、同条第２項

中「風勢等」を「、風勢等」に、「とき」を「場合」に、「又は強風注意

報、異常乾燥注意報もしくは」を「暴風特別警報、暴風警報、強風注意報

もしくは乾燥注意報が発表された場合又は」に改め、「火災警報」の次に

「もしくは林野火災に関する注意報」を加える。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市公設地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第23号

秋田市公設地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例

秋田市公設地方卸売市場業務条例（平成23年秋田市条例第29号）の一部

を次のように改正する。

第40条の次に次の１条を加える。

（開設者による指定飲食料品等の公表）

第40条の２ 市長は、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適

切な方法により公表するものとする。

(1) 市場において取り扱う食品等の持続的な供給を実現するための食品

等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法

律（平成３年法律第59号。次号および第３号において「食品等持続的

供給法」という。）第42条第１項に規定する指定飲食料品等

(2) 前号に掲げる指定飲食料品等の食品等持続的供給法第42条第１項第

１号に規定する指標

(3) 食品等持続的供給法第36条各号に掲げる措置の内容

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市道路占用等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第24号

秋田市道路占用等に関する条例の一部を改正する条例

秋田市道路占用等に関する条例（昭和43年秋田市条例第９号）の一部を

次のように改正する。

別表中備考以外の部分を次のように改める。

占 用 料
占 用 物 件

単 位 金額（円）

法第32条 第１種電柱 １本につき１年 670

第１項第 第２種電柱 1,000

１号に掲 第３種電柱 1,400

げる工作 第１種電話柱 600

物 第２種電話柱 960

第３種電話柱 1,300

その他の柱類 60

共架電線その他上空に設け 長さ１メートル 6

る線類 につき１年

地下に設ける電線その他の 4

線類

路上に設ける変圧器 １個につき１年 590

地下に設ける変圧器 占用面積１平方 360

メートルにつき

１年

変圧塔その他これに類する １個につき１年 1,200
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ものおよび公衆電話所

郵便差出箱および信書便差 500

出箱

広告塔 表示面積１平方 1,900

メートルにつき

１年

その他のもの 占用面積１平方 1,200

メートルにつき

１年

法第32条 外径が0.07メートル未満の 長さ１メートル 25

第１項第 もの につき１年

２号に掲 外径が 0. 0 7メートル以上 36

げる物件 0.1メートル未満のもの

外 径 が 0 . 1メ ー ト ル 以 上 54

0.15メートル未満のもの

外径が 0. 1 5メートル以上 72

0.2メートル未満のもの

外径が0.2メートル以上0.3 110

メートル未満のもの

外径が0.3メートル以上0.4 140

メートル未満のもの

外径が0.4メートル以上0.7 250

メートル未満のもの

外径が0.7メートル以上１ 360

メートル未満のもの

外径が１メートル以上のも 720

の

法第32条 自 法第２条第 地下に設け 長さ１メートル 4

第１項第 動 ２項第５号 るもの につき１年

３号に掲 運 に規定する その他のも 12
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げる施設 行 自動運行装 の

補 置による検

助 知の対象と

施 して設置す

設 る導線その

他の線類

道路の構造又は交通の １本につき１年 960

状況を表示する標示柱

その他の柱類

その他のも 上空に設け 占用面積１平方 600

の るもの メートルにつき

地下に設け １年 360

るもの

その他のもの 1,200

法第32条第１項第４号に掲げる施設 占用面積１平方 1,200

法第32条 地下街および 階数が１の メートルにつき Ａに0.004を乗

第１項第 地下室 もの １年 じて得た額

５号に掲 階数が２の Ａに0.006を乗

げる施設 もの じて得た額

階数が３以 Ａに0.008を乗

上のもの じて得た額

上空に設ける通路 950

地下に設ける通路 570

その他のもの 1,200

法第32条 祭礼、縁日その他の催しに 占用面積１平方 19

第１項第 際し、一時的に設けるもの メートルにつき

６号に掲 １日

げる施設 その他のもの 占用面積１平方 190

メートルにつき

１月

-64-



政令第７ 看板（アーチ 一時的に設 表示面積１平方 190

条第１号 であるものを けるもの メートルにつき

に掲げる 除く。） １月

物件 その他のも 表示面積１平方 1,900

の メートルにつき

１年

標識 １本につき１年 960

旗ざお 祭礼、縁日 １本につき１日 19

その他の催

しに際し、

一時的に設

けるもの

その他のも １本につき１月 190

の

幕（政令第７ 祭礼、縁日 その面積１平方 19

条第４号に掲 その他の催 メートルにつき

げる工事用施 しに際し、 １日

設であるもの 一時的に設

を除く。） けるもの

その他のも その面積１平方 190

の メートルにつき

１月

アーチ 車道を横断 １基につき１月 1,900

するもの

その他のも 950

の

政令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平方 1,200

政令第７条第３号に掲げる施設 メートルにつき Ａに0.034を乗

１年 じて得た額

政令第７条第４号に掲げる工事用施設 占用面積１平方 190
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および同条第５号に掲げる工事用材料 メートルにつき

政令第７条第６号に掲げる仮設建築物 １月 120

および同条第７号に掲げる施設

政令第７ トンネルの上又は高架の道 占用面積１平方 Ａに0.013を乗

条第８号 路の路面下（当該路面下の メートルにつき じて得た額

に掲げる 地下を除く。）に設けるも １年

施設 の

上空に設けるもの Ａに0.018を乗

じて得た額

地下（トンネ 階数が１の Ａに0.004を乗

ルの上の地下 もの じて得た額

を除く。）に 階数が２の Ａに0.006を乗

設けるもの もの じて得た額

階数が３以 Ａに0.008を乗

上のもの じて得た額

その他のもの Ａに0.026を乗

じて得た額

政令第７ 建築物 Ａに0.017を乗

条第９号 じて得た額

に掲げる その他のもの Ａに0.012を乗

施設 じて得た額

政令第７ 建築物 Ａに0.024を乗

条第10号 じて得た額

に掲げる その他のもの Ａに0.012を乗

施設およ じて得た額

び自動車

駐車場

政令第７ トンネルの上又は高架の道 Ａに0.017を乗

条第11号 路の路面下に設けるもの じて得た額

に掲げる 上空に設けるもの Ａに0.024を乗
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応急仮設 じて得た額

建築物 その他のもの Ａに0.034を乗

じて得た額

政令第７条第12号に掲げる器具 Ａに0.026を乗

じて得た額

政令第７ トンネルの上又は自動車専 Ａに0.017を乗

条第13号 用道路（高架のものに限 じて得た額

に掲げる る。）の路面下に設けるも

施設 の

上空に設けるもの Ａに0.024を乗

じて得た額

その他のもの Ａに0.034を乗

じて得た額

政令第７条第14号および第15号に掲げ Ａに0.034を乗

る施設 じて得た額

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置)

２ この条例の施行の際現に道路法（昭和27年法律第180号）第32条第１

項もしくは第３項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定によ

る協議が成立して存する占用物件（この条例の施行の日以後に当該許可

又は協議が更新された場合を含む。以下「継続占用物件」という。）に

係る令和８年度以降の占用料の額は、改正後の秋田市道路占用等に関す

る条例第５条の規定を適用して算定した占用料の額が当該継続占用物件

に係る前年度の占用料の額（令和８年度分の占用料を算出する場合にお

いて、令和７年度中に占用を開始した継続占用物件については、実際の

占用期間にかかわらず、令和７年度１年分の占用料に相当する額とす
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る。）に1.2を乗じて得た額（以下「調整占用料額」という。）を超え

る場合には、同条の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
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秋田市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第25号

秋田市都市公園条例の一部を改正する条例

秋田市都市公園条例（昭和39年秋田市条例第35号）の一部を次のように

改正する。

別表第２千秋公園の項中

「
千 秋 公 園 最初の30分まで １台 100円 使用期間

有 料 駐 車 30分を超える30分までごと につ 100円 は、毎年

場 に き ４月１日
を

から11月

30日まで

とする。
」

「
千 秋 公 園 最初の30分まで １台 100円 使用期間

大 坂 有 料 30分を超える30分までごと につ 100円 は、毎年

駐車場 に き ４月１日

から11月

30日まで
に

とする。

千 秋 公 園 最初の30分まで １台 100円

大 手 門 通 30分を超える30分までごと につ 100円

り 有 料 駐 に き

車場
」
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改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、規則で定める日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の秋田市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に使

用を開始する場合の使用料について適用し、同日前に使用を開始した場

合の使用料については、なお従前の例による。
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秋田市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第26号

秋田市火災予防条例の一部を改正する条例

秋田市火災予防条例（昭和48年秋田市条例第27号）の一部を次のように

改正する。

第７条の２の見出しを「（一般サウナ設備）」に改め、同条第１項中

「サウナ室に設ける放熱設備（以下「サウナ設備」という」を「一般サウ

ナ設備（簡易サウナ設備以外のサウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備を

いう。）をいう。以下同じ」に改め、同項第２号および同条第２項中「サ

ウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、同条を第７条の３とし、第７条

の次に次の１条を加える。

（簡易サウナ設備）

第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設け

るテント型サウナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをいう。）

又はバレル型サウナ室（サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のも

のをいう。）に設ける放熱設備であって、定格出力６キロワット以下の

ものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいう。以下同じ。）

の位置および構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等

および可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等

及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上

の距離を保つこと。

(2) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮

断することができる手動および自動の装置を設けること。ただし、薪
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を熱源とする簡易サウナ設備にあっては、その周囲において火災が発

生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合は、この

限りでない。

２ 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造および管理

の基準については、第３条（第１項第１号、第10号から第14号までおよ

び第17号から第18号の３まで、第２項第６号、第３項ならびに第４項を

除く。）および第５条第１項の規定を準用する。

第29条の７を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。

市は、住宅における火災の予防を推進するため、住宅における出火防

止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通報、避難等に資する住宅

用防災機器、感震ブレーカーその他の物品、機械器具および設備の普及

の促進に努めるものとする。

第52条第６号の次に次の１号を加える。

(6)の２ 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。）

第52条第７号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改める。

附 則

この条例は、令和８年３月31日から施行する。
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秋田市消防団員の定員および任免に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第27号

秋田市消防団員の定員および任免に関する条例の一部を改正する条

例

秋田市消防団員の定員および任免に関する条例（昭和40年秋田市条例第

21号）の一部を次のように改正する。

第２条中「2,100人」を「1,700人」に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市水道事業給水条例および秋田市小規模水道施設条例の一部を改正

する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第28号

秋田市水道事業給水条例および秋田市小規模水道施設条例の一部を

改正する条例

（秋田市水道事業給水条例の一部改正）

第１条 秋田市水道事業給水条例（昭和35年秋田市条例第８号）の一部を

次のように改正する。

第９条第１項に次のただし書を加える。

ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の水道事業者

（法第３条第５項に規定する水道事業者をいう。以下この項および次

項において同じ。）又は他の水道事業者が法第16条の２第１項の指定

をした者に給水装置工事を施行させる必要があると認めるときは、こ

の限りでない。

第９条第２項中「前項」を「前項本文」に改め、「指定給水装置工事

事業者」の次に「（前項ただし書に規定する場合には、他の水道事業者

が法第16条の２第１項の指定をした者を含む。次条第２項および第37条

第２項において同じ。）」を加える。

（秋田市小規模水道施設条例の一部改正）

第２条 秋田市小規模水道施設条例（平成16年秋田市条例第127号）の一

部を次のように改正する。

第７条第１項中「、又は」を「又は」に、「第９条第１項」を「第９

条第１項本文」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の水道事業者
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（法第３条第５項に規定する水道事業者をいう。以下この項および次

項において同じ。）又は他の水道事業者が法第16条の２第１項の指定

をした者に給水装置工事を施行させる必要があると認めるときは、こ

の限りでない。

第７条第２項中「前項」を「前項本文」に改め、「指定給水装置工事

事業者」の次に「（前項ただし書に規定する場合には、他の水道事業者

が法第16条の２第１項の指定をした者を含む。第23条第２項において同

じ。）」を加える。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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秋田市下水道条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第29号

秋田市下水道条例の一部を改正する条例

秋田市下水道条例（昭和39年秋田市条例第16号）の一部を次のように改

正する。

第５条第１項に次のただし書を加える。

ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の公共下水道管

理者（法第４条第１項に規定する公共下水道管理者をいう。）の指定そ

の他これに類する処分を受けた者に排水設備等の新設等の工事を行わせ

る必要があると認めるときは、この限りでない。

第５条第２項中「前項」を「前項本文」に改める。

第５条の２中「前条第１項」を「前条第１項本文」に改める。

第５条の３中「第５条第１項」を「第５条第１項本文」に改め、同条第

２号中「が１人以上専属している」を「を１人以上選任している」に改め

る。

第５条の５第１項および第５条の８中「第５条第１項」を「第５条第１

項本文」に改める。

第５条の９第１項中「専属させなければ」を「選任しなければ」に改め、

同項に次のただし書を加える。

ただし、秋田県内の他の営業所について兼任することを妨げない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５条の３第２号およ
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び第５条の９第１項の改正規定ならびに同項にただし書を加える改正規

定は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の秋田市下水道条例（以下「新条例」という。）第５条の３第

２号の規定は、令和８年４月１日以後にされる新条例第５条の２の申請

に係る指定について適用し、同日前にされた改正前の秋田市下水道条例

第５条の２の申請に係る指定については、なお従前の例による。

３ 前項の規定は、秋田市下水道条例第５条の４において準用する同条例

第５条第３項の指定の更新について準用する。

-77-



秋田市農業集落排水施設条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第30号

秋田市農業集落排水施設条例等の一部を改正する条例

（秋田市農業集落排水施設条例の一部改正）

第１条 秋田市農業集落排水施設条例（平成元年秋田市条例第15号）の一

部を次のように改正する。

第10条中「第５条第１項」を「第５条第１項本文」に改め、同条に次

のただし書を加える。

ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の公共下水道

管理者（下水道法（昭和33年法律第79号）第４条第１項に規定する公

共下水道管理者をいう。）の指定その他これに類する処分を受けた者

に排水設備の新設等の工事を行わせる必要があると認めるときは、こ

の限りでない。

（秋田市地域下水道条例の一部改正）

第２条 秋田市地域下水道条例（平成元年秋田市条例第38号）の一部を次

のように改正する。

第７条中「第５条第１項」を「第５条第１項本文」に改め、同条に次

のただし書を加える。

ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の公共下水道

管理者（下水道法（昭和33年法律第79号）第４条第１項に規定する公

共下水道管理者をいう。）の指定その他これに類する処分を受けた者

に排水設備等の新設等の工事を行わせる必要があると認めるときは、

この限りでない。

（秋田市個別排水処理施設条例の一部改正）
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第３条 秋田市個別排水処理施設条例（平成16年秋田市条例第131号）の

一部を次のように改正する。

第12条中「第５条第１項」を「第５条第１項本文」に改め、同条に次

のただし書を加える。

ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の公共下水道

管理者（下水道法第４条第１項に規定する公共下水道管理者をい

う。）の指定その他これに類する処分を受けた者に排水設備の新設等

の工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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秋田市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第31号

秋田市介護保険条例の一部を改正する条例

秋田市介護保険条例（平成12年秋田市条例第23号）の一部を次のように

改正する。

附則に次の見出しおよび２項を加える。

（令和７年度分市町村民税非課税者に係る令和８年度分の保険料の減

免）

24 市長は、第一号被保険者又はその属する世帯の世帯主および全ての世

帯員のうちに、令和７年度分の地方税法の規定による市町村民税が課さ

れていない者であって、令附則第25条の規定により令和８年度分の同法

の規定による市町村民税が課されている者とみなされた者がある場合は、

当該者の属する世帯の第一号被保険者の同年度分の保険料を、当該みな

された者に同年度分の同法の規定による市町村民税が課されていないも

のとして第４条第１項第１号から第５号までに定める保険料率（同項第

１号に定める保険料率にあっては同条第８項、同条第１項第２号に定め

る保険料率にあっては同条第９項、同条第１項第３号に定める保険料率

にあっては同条第10項の規定の適用後の保険料率）のいずれかに決定し

た保険料率により算定した額に減免する。

25 前項の規定による保険料の減免については、当該減免を受けようとす

る者の申請を要しない。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第32号

秋田市議会委員会条例の一部を改正する条例

秋田市議会委員会条例（昭和42年秋田市条例第21号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条第２項総務委員会の項中「企画財政部」を「企画政策部、財政

部」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例施行の際、改正前の秋田市議会委員会条例（以下「改正前の

条例」という。）の規定に基づく総務委員会の委員、委員長および副委

員長は、改正後の秋田市議会委員会条例（以下「改正後の条例」とい

う。）の規定による総務委員会の委員、委員長および副委員長にそれぞ

れ選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定

による委員、委員長および副委員長の残任期間とする。

３ この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく総務委員会に付託さ

れている請願および陳情は、改正後の条例の規定による総務委員会に付

託された請願および陳情とみなす。

４ この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく総務委員会における

所管事務の閉会中の継続調査事項は、改正後の条例の規定による総務委

員会における所管事務の閉会中の継続調査事項とみなす。
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秋田市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第33号

秋田市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例

秋田市学校給食費に関する条例（平成28年秋田市条例第59号）の一部を

次のように改正する。

第４条第１項に次のただし書を加える。

ただし、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者のうち、規則で定め

る保護者については、この限りでない。

第４条第２項中「前項」を「前項本文」に改め、同条第３項中「第１

項」を「第１項本文」に改める。

第６条中「保護者」の次に「（第４条第１項ただし書に規定する保護者

を除く。）」を加える。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の秋田市学校給食費に関する条例の規定は、この条例の施行の

日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に

実施する学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。
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秋田市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第34号

秋田市市税条例の一部を改正する条例

秋田市市税条例（昭和25年秋田市条例第36号）の一部を次のように改正

する。

第11条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第12条中「、第70条の５第１項」を削り、同条第２号および第３号中

「第70条の５第１項の申告書、」を削る。

第69条第１項を次のように改める。

軽自動車税は、軽自動車等（法第442条第１号に規定する軽自動車等

をいう。以下同じ。）に対し、その所有者に課する。

第69条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、

「、第１項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使

用者に軽自動車税を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「こ

の限りでない」に改め、同項を同条第２項とする。

第69条の２第１項中「、軽自動車税の賦課徴収については」および「前

条第１項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者（以下この節において

「三輪以上の軽自動車の取得者」という。）又は」を削り、同条第２項中

「三輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項および第４項を

削る。

第70条中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第70条の２から第70条の７までを削る。

第71条（見出しを含む。）、第72条（見出しを含む。）および第73条

（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。
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第74条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中

「種別割」を「軽自動車税」に、「第33号の４の２様式」を「第33号の４

様式」に改め、同条第２項および第３項中「第33号の４の２様式」を「第

33号の４様式」に改める。

第75条の見出しならびに第77条の見出しならびに同条第１項から第３項

まで、第５項および第６項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

附則第６条の５の２の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

第６条の５の２ 削除

附則第６条の５の３に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特

別税額控除）」を付し、同条第１項中「居住年が平成11年から平成18年ま

で又は」を「同法第41条第１項に規定する居住年が」に、「において、前

条第１項の規定の適用を受けないときは」を「には」に、「附則第５条の

４の２第５項」を「附則第５条の４第５項」に改める。

附則第６条の６第２項中「、附則第６条の５の２第１項」を削る。

附則第13条の２から附則第13条の６までを削る。

附則第14条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第444条

第３項に規定する」を「道路運送車両法第60条第１項後段の規定による」

に改め、「の種別割」を削り、同条第２項中「令和４年４月１日」を「令

和７年４月１日」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中「法第446

条第１項第３号」を「同項」に、「令和４年４月１日」を「令和７年４月

１日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」

を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削る。

附則第15条（見出しを含む。）中「の種別割」を削る。

附則第15条の３第３項第２号、附則第16条第３項第２号、附則第18条第

３項第２号、附則第21条第５項第２号、附則第22条第２項第２号および附

則第23条第２項第２号中「、附則第６条の５の２第１項」を削る。

附則第23条の２第２項第２号および第５項第２号ならびに附則第23条の

３第２項第２号および第５項第２号中「、第６条の５の２第１項」を削る。

附 則
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（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（軽自動車税に関する経過措置）

２ 改正後の秋田市市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８

年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

３ この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽

自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

４ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前

の例による。

（秋田市手数料条例の一部改正）

５ 秋田市手数料条例（平成12年秋田市条例第４号）の一部を次のように

改正する。

第７条第２項および別表第１第７号中「の種別割」を削る。

（秋田市手数料条例の一部改正に伴う経過措置）

６ 前項の規定による改正後の秋田市手数料条例第７条第２項および別表

第１第７号の規定は、令和８年度以後の年度分の軽自動車税について適

用し、令和７年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の

例による。

（秋田市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

７ 秋田市市税条例等の一部を改正する条例（平成26年秋田市条例第54

号）の一部を次のように改正する。

附則第13項中「の種別割」を削る。
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秋田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第35号

秋田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

秋田市国民健康保険税条例（昭和57年秋田市条例第９号）の一部を次の

ように改正する。

第３条第１項第１号中「および介護保険法」を「、介護保険法」に改め、

「介護納付金」という。）」の次に「および子ども・子育て支援法（平成

24年法律第65号）の規定による子ども・子育て支援納付金（以下この条に

おいて「子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、同項に次の１

号を加える。

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額（保険税のうち、国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用（秋田県の国民健康保険に関する特別

会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用

に充てる部分に限る。）に充てるための保険税の課税額をいう。以下

同じ。）

第３条第２項ただし書中「66万円」を「67万円」に改め、同条に次の１

項を加える。

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）およびその世帯に属する国民健康保険の被保険

者につき算定した所得割額ならびに被保険者均等割額および世帯別平等

割額の合算額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者（法第703条の４

第30項に規定する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定し

た18歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。ただし、加算後の額

が３万円を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、
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３万円とする。

第６条第１号中「第６条の４」の次に「、第６条の11」を加える。

第６条の７の次に次の４条を加える。

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所

得割額）

第６条の８ 第３条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に

100分の0.28を乗じて算定する。

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額）

第６条の９ 第３条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について

1,380円とする。

（18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上

被保険者均等割額）

第６条の10 第３条第５項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保

険者１人について70円とする。

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世

帯別平等割額）

第６条の11 第３条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯 880円

(2) 特定世帯 440円

(3) 特定継続世帯 660円

第18条第１項中「66万円」を「67万円」に、「26万円）ならびに」を

「26万円）、」に改め、「17万円）」の次に「ならびに同条第５項本文の

子ども・子育て支援納付金課税額からキからケまでに掲げる額を減額して

得た額（当該減額して得た額が３万円を超える場合には、３万円）」を加

え、同項第１号に次のように加える。

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の被保険者均等割額

被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）
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１人について 970円

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳

以上被保険者均等割額

18歳以上被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について 50円

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額

(ｱ) 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯 620円

(ｲ) 特定世帯 310円

(ｳ) 特定継続世帯 470円

第18条第１項第２号中「30万5,000円」を「31万円」に改め、同号に次

のように加える。

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の被保険者均等割額

被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について 690円

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳

以上被保険者均等割額

18歳以上被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について 40円

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額

(ｱ) 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯 440円

(ｲ) 特定世帯 220円

(ｳ) 特定継続世帯 330円

第18条第１項第３号中「56万円」を「57万円」に改め、同号に次のよう

に加える。

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額
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の被保険者均等割額

被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について 280円

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳

以上被保険者均等割額

18歳以上被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について 20円

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額

(ｱ) 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯 180円

(ｲ) 特定世帯 90円

(ｳ) 特定継続世帯 140円

第18条第２項に次の１号を加える。

(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児

１人について次に定める額

ア 前項第１号キに規定する金額を減額した世帯 210円

イ 前項第２号キに規定する金額を減額した世帯 350円

ウ 前項第３号キに規定する金額を減額した世帯 550円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 690円

第18条第３項中「所得割額および」を「所得割額ならびに」に改め、同

項各号列記以外の部分中「被保険者均等割額」の次に「および18歳以上被

保険者均等割額」を加え、同項第１号中「第24条の30の５」を「第24条の

30の６」に改め、同項に次の３号を加える。

(7) 出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額

当該出産被保険者につき第６条の８の規定により算定した所得割額の

12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に

属する月数を乗じて得た額

(8) 出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均
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等割額 当該出産被保険者につき第６条の９の規定により算定した被

保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合に

あっては、その減額後の被保険者均等割額）の12分の１の額に、当該

出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額

(9) 出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被

保険者均等割額 当該出産被保険者につき第６条の10の規定により算

定した18歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額する

ものとした場合にあっては、その減額後の18歳以上被保険者均等割

額）の12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該

年度に属する月数を乗じて得た額

第18条に次の１項を加える。

４ 保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日以後の最初の３

月31日以前である被保険者（以下「18歳未満被保険者」という。）があ

る場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付

金課税額の被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する18歳未満

被保険者につき算定した被保険者均等割額（前３項に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に

限る。）は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当

する額を減額して得た額とする。

附則第４項、第５項および第７項から第14項までの規定中「第６条の

５」の次に「、第６条の８」を加える。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険

税については、なお従前の例による。
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情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに伴う関係規則の整

備に関する規則をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第９号

情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに伴う関係規則

の整備に関する規則

（秋田市都市公園条例施行規則の一部改正）

第１条 秋田市都市公園条例施行規則（昭和40年秋田市規則第５号）の一

部を次のように改正する。

第６条の２の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め、同条に

次の１項を加える。

２ 条例第９条の４第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウ

ェブサイトへの掲載により行うものとする。

（秋田市中高年齢労働者福祉センター条例施行規則の一部改正）

第２条 秋田市中高年齢労働者福祉センター条例施行規則（昭和58年秋田

市規則第24号）の一部を次のように改正する。

第７条の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め、同条に次の

１項を加える。

２ 条例第６条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。

（秋田市勤労者体育センター条例施行規則の一部改正）

第３条 秋田市勤労者体育センター条例施行規則（昭和62年秋田市規則第

５号）の一部を次のように改正する。

第７条の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め、同条に次の

１項を加える。
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２ 条例第５条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。

（秋田港振興センター条例施行規則の一部改正）

第４条 秋田港振興センター条例施行規則（平成８年秋田市規則第20号）

の一部を次のように改正する。

第７条の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め、同条に次の

１項を加える。

２ 条例第６条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。

（秋田市太平山スキー場条例施行規則の一部改正）

第５条 秋田市太平山スキー場条例施行規則（平成13年秋田市規則第20

号）の一部を次のように改正する。

第４条の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め、同条に次の

１項を加える。

２ 条例第５条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。

（秋田市勤労者総合福祉センター条例施行規則の一部改正）

第６条 秋田市勤労者総合福祉センター条例施行規則（平成16年秋田市規

則第15号）の一部を次のように改正する。

第８条の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め、同条に次の

１項を加える。

２ 条例第５条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。

（秋田市河辺ユフォーレ公園施設条例施行規則の一部改正）

第７条 秋田市河辺ユフォーレ公園施設条例施行規則（平成16年秋田市規

則第70号）の一部を次のように改正する。

第６条の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め、同条に次の

１項を加える。

２ 条例第５条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。
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（秋田市雄和観光交流館条例施行規則の一部改正）

第８条 秋田市雄和観光交流館条例施行規則（平成16年秋田市規則第71

号）の一部を次のように改正する。

第８条の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め、同条に次の

１項を加える。

２ 条例第６条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。

（秋田市雄和里の家条例施行規則の一部改正）

第９条 秋田市雄和里の家条例施行規則（平成16年秋田市規則第72号）の

一部を次のように改正する。

第６条の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め、同条に次の

１項を加える。

２ 条例第５条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。

（秋田市雄和観光農産物加工所条例施行規則の一部改正）

第10条 秋田市雄和観光農産物加工所条例施行規則（平成16年秋田市規則

第73号）の一部を次のように改正する。

第８条の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め、同条に次の

１項を加える。

２ 条例第５条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。

（秋田市雄和ふるさと温泉条例施行規則の一部改正）

第11条 秋田市雄和ふるさと温泉条例施行規則（平成16年秋田市規則第74

号）の一部を次のように改正する。

第７条の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め、同条に次の

１項を加える。

２ 条例第５条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。

（秋田市雄和コテージ条例施行規則の一部改正）

第12条 秋田市雄和コテージ条例施行規則（平成16年秋田市規則第75号）
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の一部を次のように改正する。

第７条の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め、同条に次の

１項を加える。

２ 条例第５条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。

（秋田市雄和サイクリングターミナル条例施行規則の一部改正）

第13条 秋田市雄和サイクリングターミナル条例施行規則（平成16年秋田

市規則第76号）の一部を次のように改正する。

第８条の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め、同条に次の

１項を加える。

２ 条例第６条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。

（秋田市雄和観光花き栽培園条例施行規則の一部改正）

第14条 秋田市雄和観光花き栽培園条例施行規則（平成17年秋田市規則第

50号）の一部を次のように改正する。

第４条の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め、同条に次の

１項を加える。

２ 条例第４条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。

（秋田市ポートタワー条例施行規則の一部改正）

第15条 秋田市ポートタワー条例施行規則（平成18年秋田市規則第65号）

の一部を次のように改正する。

第６条の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め、同条に次の

１項を加える。

２ 条例第６条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。

（秋田市リフレッシュガーデン条例施行規則の一部改正）

第16条 秋田市リフレッシュガーデン条例施行規則（平成20年秋田市規則

第47号）の一部を次のように改正する。

第７条の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め、同条に次の
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１項を加える。

２ 条例第６条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。

（秋田市中通一丁目自動車駐車場条例施行規則の一部改正）

第17条 秋田市中通一丁目自動車駐車場条例施行規則（平成24年秋田市規

則第４号）の一部を次のように改正する。

第８条の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め、同条中「指

定管理者」の次に「（以下「指定管理者」という。）」を加え、同条に

次の１項を加える。

２ 条例第７条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。

（秋田市にぎわい交流館条例施行規則の一部改正）

第18条 秋田市にぎわい交流館条例施行規則（平成24年秋田市規則第36

号）の一部を次のように改正する。

第７条の見出し中「申請」を「申請等」に改め、同条に次の１項を加

える。

２ 条例第６条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。

（秋田市農山村地域活性化センター条例施行規則の一部改正）

第19条 秋田市農山村地域活性化センター条例施行規則（平成30年秋田市

規則第37号）の一部を次のように改正する。

第７条の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め、同条に次の

１項を加える。

２ 条例第５条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。

（秋田市文化創造館条例施行規則の一部改正）

第20条 秋田市文化創造館条例施行規則（令和２年秋田市規則第44号）の

一部を次のように改正する。

第８条の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め、同条に次の

１項を加える。
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２ 条例第６条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。

（あきた芸術劇場条例施行規則の一部改正）

第21条 あきた芸術劇場条例施行規則（令和４年秋田市規則第２号）の一

部を次のように改正する。

第６条の見出し中「申請」を「申請等」に改め、同条に次の１項を加

える。

２ 条例第５条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。

（秋田市旧松倉家住宅条例施行規則の一部改正）

第22条 秋田市旧松倉家住宅条例施行規則（令和４年秋田市規則第31号）

の一部を次のように改正する。

第８条の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め、同条に次の

１項を加える。

２ 条例第６条第４項の規定による公衆の閲覧は、指定管理者のウェブ

サイトへの掲載により行うものとする。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市行政手続条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第10号

秋田市行政手続条例施行規則の一部を改正する規則

秋田市行政手続条例施行規則（平成８年秋田市規則第２号）の一部を次

のように改正する。

本則を第１条とし、同条に見出しとして「（不利益処分をしようとする

場合の手続を要しない処分）」を付し、同条の次に次の１条を加える。

（不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合の公示の方

法）

第２条 秋田市行政手続条例（以下「条例」という。）第14条第４項（条

例第21条第３項および第28条において読み替えて準用する場合を含む。

以下同じ。）に規定する別に定める方法は、市長その他の行政庁の使用

に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と公示事項（条例

第14条第４項に規定する公示事項をいう。第１号において同じ。）の閲

覧をする者の使用に係る電子計算機（市長その他の行政庁の使用に係る

電子計算機と電気通信回線を通じて接続することができ、かつ、正常に

通信することができる機能を備えたものに限る。）とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれに

も該当するものとする。

(1) 市長その他の行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電

子計算機の映像面に表示するもの

(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置（著作権法（昭和45

年法律第48号）第２条第１項第９号の５イに規定する自動公衆送信装
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置をいう。）を使用するもの

附 則

この規則は、令和８年５月21日から施行する。
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秋田市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第11号

秋田市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則の一部を改正する

規則

秋田市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則（平成８年秋田市規則

第３号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「法第15条第３項」および「条例第14条第３項」を「同

条第３項および第４項」に改める。

第８条第１項中「に規定する」を「および第４項の規定による」に改め

る。

第18条中「名あて人」を「名宛人」に、「第15条第３項後段」を「第15

条第４項後段」に、「第14条第３項後段」を「第14条第４項後段」に改め

る。

第20条第１項中「第15条第３項後段」を「第15条第４項後段」に、「第

14条第３項後段」を「第14条第４項後段」に改め、同条第２項中「第15条

第１項」の次に「の規定による通知をした場合（同条第３項」を加え、

「」と、「法第15条第３項」とあるのは「」を「の規定による通知をした

場合（」に改め、「第14条第１項」の次に「の規定による通知をした場合

（同条第３項」を加え、「」と、「条例第14条第３項」とあるのは「」を

「の規定による通知をした場合（」に、「第15条第３項後段」を「第15条

第４項後段」に、「第14条第３項後段」を「第14条第４項後段」に改める。

附 則
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この規則は、令和８年５月21日から施行する。
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秋田市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第12号

秋田市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則

秋田市個人番号の利用に関する条例施行規則（平成27年秋田市規則第43

号）の一部を次のように改正する。

第２条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

第２条 削除

第３条の前に見出しとして「（条例別表第１の規則で定める事務）」を

付する。

第９条第１号中「第43条第２項」を「第43条第４項」に改める。

第14条第１号エ中「第２条第１号から第４号までに掲げる事務に関する

情報（以下「外国人生活保護実施関係情報」という。）」を「外国人生活

保護実施関係情報（利用特定個人情報提供省令第22条第１号ヨに規定する

外国人生活保護実施関係情報をいう。以下同じ。）」に改める。

第15条中第２号および第３号を削り、第４号を第２号とし、第５号から

第18号までを２号ずつ繰り上げる。

第22条中第２号および第３号を削り、第４号を第２号とし、第５号から

第18号までを２号ずつ繰り上げる。

第24条中「次の各号」を「利用特定個人情報提供省令第163条各号」に、

「当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める」を「次に掲げ

る」に改め、同条各号を次のように改める。

(1) 要保護者等に準ずる者（利用特定個人情報提供省令第163条第１号

に規定する要保護者等に準ずる者をいう。以下この条において同
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じ。）に係る助産の実施又は母子保護の実施に関する情報

(2) 要保護者等に準ずる者に係る固定資産税に関する情報

(3) 要保護者等に準ずる者に係る地方税法第５条第２項第３号の軽自動

車税に関する情報

(4) 要保護者等に準ずる者に係る国民健康保険税に関する情報

(5) 要保護者等に準ずる者に係る公営住宅の家賃に関する情報

(6) 要保護者等に準ずる者に係る老人福祉法第11条第１項第１号の養護

老人ホームの入所に関する情報

(7) 要保護者等に準ずる者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第

104条の保険料に関する情報

(8) 要保護者等に準ずる者に係る一般特定公共賃貸住宅の家賃に関する

情報

(9) 要保護者等に準ずる者に係る介護保険法第19条第１項の要介護認定

に関する情報もしくは同条第２項の要支援認定に関する情報又は同法

第129条の保険料に関する情報

(10) 要保護者等に準ずる者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律第77条第１項第６号の便宜を供与する事業

による給付に関する情報

(11) 要保護者等に準ずる者に係る療育手帳の交付およびその障害の程

度に関する情報

(12) 要保護者等に準ずる者に係る福祉医療に関する情報

(13) 要保護者等に準ずる者に係る特定教育・保育施設等利用者負担額

の助成に関する情報

(14) 要保護者等に準ずる者に係る小児慢性特定疾病児童等に対する日

常生活用具の給付に関する情報

(15) 要保護者等に準ずる者に係るその他市営住宅の家賃に関する情報

(16) 要保護者等に準ずる者に係る単身特定公共賃貸住宅の家賃に関す

る情報

附 則
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この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市雄和地区北部コミュニティ施設条例施行規則を廃止する規則をこ

こに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第13号

秋田市雄和地区北部コミュニティ施設条例施行規則を廃止する規則

秋田市雄和地区北部コミュニティ施設条例施行規則（平成16年秋田市規

則第53号）は、廃止する。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市雄和農林漁家婦人活動促進施設条例施行規則を廃止する規則をこ

こに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第14号

秋田市雄和農林漁家婦人活動促進施設条例施行規則を廃止する規則

秋田市雄和農林漁家婦人活動促進施設条例施行規則（平成17年秋田市規

則第45号）は、廃止する。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市雄和山村交流センター条例施行規則を廃止する規則をここに公布

する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第15号

秋田市雄和山村交流センター条例施行規則を廃止する規則

秋田市雄和山村交流センター条例施行規則（平成17年秋田市規則第46

号）は、廃止する。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市雄和左手子交流センター条例施行規則を廃止する規則をここに公

布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第16号

秋田市雄和左手子交流センター条例施行規則を廃止する規則

秋田市雄和左手子交流センター条例施行規則（平成17年秋田市規則第９

号）は、廃止する。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第17号

秋田市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則

秋田市職員給与条例施行規則（昭和28年秋田市規則第10号）の一部を次

のように改正する。

別表第２に次のように加える。

21 危険鳥獣捕獲 著しい危険を伴う危険鳥獣（鳥 日額 1,640円

等作業手当 獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律（平成14年

法律第88号）第２条第６項に規

定する危険鳥獣をいう。以下同

じ。）の捕獲又は殺傷の作業そ

の他これに類する作業として市

長が認めるものに従事する職員

危険鳥獣の死体の運搬に従事す 日額 440円

る職員

附 則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例施行規

則の規定は、令和７年９月１日から適用する。
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秋田市職員等の旅費に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第18号

秋田市職員等の旅費に関する条例施行規則の一部を改正する規則

秋田市職員等の旅費に関する条例施行規則（昭和32年秋田市規則第23

号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２条第１項第２号、第19条第２項および第26条」を「第27

条」に改める。

第１条の２を削る。

第２条から第11条までを次のように改める。

（用語の意義）

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

（採用による赴任に伴う旅費の支給を受ける者）

第３条 条例第２条第２号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者と

する。

(1) 市の要請により国又は他の地方公共団体その他これらに準ずる団体

を退職し、引き続いて職員となった者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

（旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費等）

第４条 条例第３条第５項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場

合とする。

(1) 条例第３条第２項の規定により旅費の支給を受けることができる者

が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した

とき。
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(2) 条例第３条第１項および第２項第１号の規定により旅費の支給を受

けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条、第18条

第１項および第19条第２項に基づく旅費の支給を受けることができる

場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情によ

り旅行を中止し、又は変更したとき。

２ 条例第３条第５項に規定する規則で定める金額は、条例第23条第２項

の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃およびその他の交通費（条例第12条第２項に

規定する費用を除く。）（家族移転費のうちこれらに相当する部分を

含む。）については、条例第９条第１項各号、第10条第１項各号、第

11条第１項各号および第12条第１項各号に掲げる各費用について、当

該各条および条例第６条の規定により計算した額と現に支払った額で

所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができな

い額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要があ

る額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当する部

分を除く。）および家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）

については、当該各種目について条例第６条、第13条、第14条、第16

条、第17条および第18条第１項の規定により計算した額と現に支払っ

た額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることが

できない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必

要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前２号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に

伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認める額

（旅費額を喪失した場合における旅費等）

第５条 条例第３条第６項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事

情とする。

(1) 交通事故その他の条例第３条第６項に規定する者の責めに帰するこ

とができない事情

(2) 前条第１項第２号に規定する旅費の支給を受けることができる場合
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における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員もし

くは家族の責めに帰することができない事情

２ 条例第３条第６項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額と

する。

(1) 現に所持していた旅費額（交通手段を利用するための乗車券、乗船

券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において

同じ。）の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完

了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定す

る額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

（旅行命令等の発令の手続）

第６条 旅行命令等の発令は旅行命令伺により、旅行命令等の変更又は取

消しの発令は旅行命令変更伺により行うものとする。

２ 職員が軽易な用務のため旅行をしようとする場合の旅行命令の発令は、

前項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

（旅行命令等の変更の申請）

第７条 旅行者は、条例第５条第１項又は第２項の規定により旅行命令等

の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提

出しなければならない。

（旅費の精算に係る期間）

第８条 条例第７条第２項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅

行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から

起算して７日以内とする。

２ 条例第７条第３項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知

の日の翌日から起算して７日以内とする。

（給与の種類）

第９条 条例第７条第４項および第25条第２項に規定する給与の種類は、

秋田市職員給与条例（昭和28年秋田市条例第４号）に規定する給料、扶

養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外

勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当および
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宿日直手当又はこれらに相当する給与とする。

（鉄道賃に係る鉄道）

第10条 条例第９条第１項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるも

のとする。

(1) 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第２条第１項に規定する鉄道事

業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法（大正10年法律第76号）第１条第１項に規定する軌道に類す

るもの

（特別職の職員）

第11条 条例第９条第１項第５号に規定する規則で定める特別職の職員は、

市長、副市長、常勤の監査委員および地方公営企業の管理者又はこれら

に相当する職務にある者とする。

本則に次の13条を加える。

（船賃に係る船舶）

第12条 条例第10条第１項に規定する規則で定めるものは、海上運送法

（昭和24年法律第187号）第２条第２項に規定する船舶運航事業の用に

供する船舶に類するものとする。

（航空賃に係る航空機）

第13条 条例第11条第１項に規定する規則で定めるものは、航空法（昭和

27年法律第231号）第２条第18項に規定する航空運送事業の用に供する

航空機に類するものとする。

（その他の交通費）

第14条 条例第12条第２項に規定する規則で定める額は、37円とする。

２ 条例第12条第２項に規定する路程は、全路程を通算して計算する。た

だし、第23条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路

程ごとに通算して計算する。

３ 前項の規定により通算した路程に１キロメートル未満の端数があると

きは、これを切り捨てる。

（宿泊費基準額等）

第15条 条例第13条に規定する規則で定める額は、条例第９条第１項第５
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号に規定する特別職の職員（以下この項および第20条第１号において

「特別職の職員」という。）にあっては国家公務員等の旅費支給規程

（昭和25年大蔵省令第45号）別表第２の１の表の指定職職員等の欄の額

と、特別職の職員以外の職員にあっては同表の職務の級が十級以下の者

の欄の額とする。

２ 条例第13条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費

用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号

のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 宿泊を伴う会議、講習会等において主催者から宿泊施設の指定があ

り当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 市長、副市長その他別に定める者に同行する職員が、これらの者と

同一の宿泊施設又は近隣の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支

障を来すとき。

(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲および条件において検索し、そ

の結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(4) 旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情がある

とき。

（宿泊手当の定額等）

第16条 条例第15条に規定する規則で定める１夜当たりの定額は、2,400

円とする。

２ 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費

について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわ

らず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合

前項に規定する額の３分の２の額

(2) 朝食および夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に

規定する額の３分の１の額

３ 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前２項の規定にかかわらず、

第１項に規定する額とする。ただし、条例の規定により支給される鉄道

賃、船賃、航空賃又はその他の交通費（包括宿泊費および家族移転費の
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うちこれらに相当するものを含む。）に食費に相当するものが含まれる

場合には、当該額の３分の１の額とする。

４ 旅行者が、旅行中自宅（住所又は居所もしくはこれに相当する場所を

いう。）に宿泊する場合には、前３項の規定にかかわらず、宿泊手当は

支給しない。

（転居費の算定方法等）

第17条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とす

る。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りを

させ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当

該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車もしくは道路運送法（昭和26年法

律第183号）第80条第１項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自

家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場

合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該

運送に要する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算

定した額を超えるときは、当該額とする。

２ 前項に規定する方法による転居費の算定に当たっては、条例の規定に

より他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当で

ない費用として別に定めるものを除くものとする。

３ 職員又は家族が市以外の者から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当

する金額の支払を受ける場合には、前２項の規定により算定した転居費

の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

（着後滞在費の算定方法）

第18条 条例第17条に規定する規則で定める方法は、５夜分を限度として

現に宿泊した夜数に係る宿泊費および宿泊手当の合計額に相当する額を

着後滞在費の額とする方法とする。

（近距離の転居に係る転居費等の制限）

第19条 同一市町村内（東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区

の存する全地域内）における在勤公署の変更に伴う旅行については、市
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長が特に必要と認める場合を除くほか、転居費、着後滞在費および家族

移転費は支給しない。

（退職者等の旅費の細則）

第20条 条例第19条第１項に規定する規則で定める旅費は、次に掲げる旅

費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に

準じ、退職等となる前の職務にある者（特別職の職員であった場合に

は、当該者をいう。次号において同じ。）として退職等の日にいた地

から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に

準じ、退職等となる前の職務にある者として退職等の日にいた地から

新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

（遺族の旅費の細則）

第21条 条例第20条に規定する規則で定める旅費は、次に掲げる旅費とす

る。

(1) 条例第３条第２項第２号の規定に該当する場合において、同項の規

定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

ア 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、

職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した

旅費

イ 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費

のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するも

のとして計算した旅費

(2) 条例第３条第２項第３号の規定に該当する場合において、同項の規

定により旅費を支給するときは、出張の例に準じ、職員が遺族の居住

地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費（宿泊費および包括

宿泊費を除く。）

２ 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第２条第

５号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

（在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費）
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第22条 在勤公署（常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者が

認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項に

おいて同じ。）又は旅行地（以下この項において「在勤公署等」とい

う。）以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、

在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地

に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

２ 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として

旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に

至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか

少ない額とする。

（年度経過等による区分）

第23条 移動中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、

航空賃およびその他の交通費（家族移転費のうちこれらに相当する部分

を含む。）を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務

の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分およびそれ以後の分に

区分して算定する。

（委任）

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

別表第１から別表第３までを削る。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例施行規則（以下「改正後の

規則」という。）の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に秋田市職員等の旅費に関する条例および秋田市消防団員の

報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の一部を改正する条例（令

和８年秋田市条例第４号。以下この項および附則第４項において「改正

条例」という。）第１条の規定による改正後の秋田市職員等の旅費に関
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する条例（昭和28年秋田市条例第５号。以下この項および附則第４項に

おいて「改正後の条例」という。）第２条第１号に規定する旅行命令権

者が改正後の条例第４条第１項に規定する旅行命令等を発する旅行につ

いて適用し、施行日前に任命権者が改正条例第１条の規定による改正前

の秋田市職員等の旅費に関する条例（附則第４項において「改正前の条

例」という。）第３条第４項の旅行命令又は旅行依頼を発した旅行につ

いては、なお従前の例による。ただし、施行日前に任命権者が同項の旅

行命令又は旅行依頼を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第２条第

１号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第４条第３項の規定により

当該旅行命令又は旅行依頼を変更する旅行については、改正後の規則の

規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について

適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、

なお従前の例による。

３ 改正後の規則第20条および第21条の規定は、施行日以後に退職、免職、

失職もしくは休職（以下この項において「退職等」という。）となった

場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合

又は死亡した場合については、なお従前の例による。

４ 改正後の規則第４条第２項および第５条第２項の規定は、改正後の条

例第３条第５項および第６項に規定する者が同条第１項、第２項および

第４項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用

し、改正前の条例第３条第１項から第３項まで、第21条および第22条第

１項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、な

お従前の例による。
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秋田市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則をここに公

布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第19号

秋田市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則

秋田市子ども・子育て支援法施行細則（平成27年秋田市規則第12号）の

一部を次のように改正する。

第１条中「特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例」を「秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例」に改め、「平成26年秋田市条例

第58号）」の次に「、秋田市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準

を定める条例（令和８年秋田市条例第15号）」を加える。

第10条を第11条とする。

第９条の表第33号中「第28条の14第１項」の次に「および施行規則第28

条の29第１項」を加え、同表第34号中「第28条の14第２項」の次に「およ

び施行規則第28条の29第２項」を加え、同表中第52号を第63号とし、第51

号を第62号とし、同表第50号中「第８条」を「第９条」に改め、同号を同

表第61号とし、同表中第49号を第60号とし、第48号を第59号とし、同号の

前に次のように加える。

(53) 施行規則第44条の２におい 特定乳児等通園支援事業者確認申請

て準用する施行規則第39条 書

(54) 施行規則第44条の２におい 特定乳児等通園支援事業者確認変更

て準用する施行規則第40条 申請書

(55) 第８条第２項 特定乳児等通園支援事業者確認（変
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更）結果通知書

(56) 施行規則第44条の２におい 特定乳児等通園支援事業者変更届

て準用する施行規則第41条

第１項

(57) 施行規則第44条の２におい 特定乳児等通園支援事業利用定員減

て準用する施行規則第41条 少届

第３項において準用する施

行規則第34条

(58) 法第54条の３において準用 特定乳児等通園支援事業者確認辞退

する法第48条 届

第９条の表中第47号を第52号とし、第36号から第46号までを５号ずつ繰

り下げ、第35号の次に次のように加える。

(36) 施行規則第28条の22第１項 乳児等支援給付認定申請書

(37) 法第30条の15第３項 乳児等支援支給認定証

(38) 施行規則第28条の25第１項 乳児等支援給付認定取消通知書

(39) 施行規則第28条の26第１項 乳児等支援給付認定変更届

(40) 施行規則第28条の27第２項 乳児等支援支給認定証再交付申請書

第９条を第10条とし、第８条を第９条とし、第７条の次に次の１条を加

える。

（特定乳児等通園支援事業者の確認の変更等の申請等）

第８条 法第54条の２第２項の規定により市長から特定乳児等通園支援事

業者の確認を受けた者は、当該確認において定められた利用定員を増加

しようとするときは、その利用定員の増加の日の３月前までに、施行規

則第44条の２において準用する施行規則第40条の申請書を市長に提出し

なければならない。

２ 市長は、施行規則第44条の２において準用する施行規則第39条および

第40条の規定ならびに前項の規定により申請書が提出されたときは、特

定乳児等通園支援事業者の確認又は確認の変更の可否を決定し、その旨
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を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市老人いこいの家条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第20号

秋田市老人いこいの家条例施行規則を廃止する規則

秋田市老人いこいの家条例施行規則（昭和47年秋田市規則第17号）は、

廃止する。

附 則

この規則は、令和10年４月１日から施行する。

-121-



秋田市雄和ふれあいプラザ条例施行規則を廃止する規則をここに公布す

る。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第21号

秋田市雄和ふれあいプラザ条例施行規則を廃止する規則

秋田市雄和ふれあいプラザ条例施行規則（平成16年秋田市規則第60号）

は、廃止する。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市商工業振興条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第22号

秋田市商工業振興条例施行規則の一部を改正する規則

第１条 秋田市商工業振興条例施行規則（昭和58年秋田市規則第15号）の

一部を次のように改正する。

第３条第１項第１号および第３号から第６号までの規定中「令和８年

３月末日」を「令和10年３月末日」に改める。

第２条 秋田市商工業振興条例施行規則の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「第６号」を「第５号」に改め、同項中第２号を削り、

第３号を第２号とし、同項第４号中「次に掲げる」を「期間の定めのな

い労働契約を締結した従業員にあっては50万円（当該従業員が秋田県外

から市に転入をしたものである場合にあっては、その額に25万円を加え

た額）を、期間の定めのある労働契約を締結した従業員にあっては10万

円をそれぞれ１年以上使用した当該従業員の数に乗じて計算した」に改

め、同号アおよびイを削り、同号を同項第３号とし、同項中第５号を第

４号とし、第６号を第５号とし、同条第３項中「第６号」を「第５号」

に改める。

別表を次のように改める。

別表 用地取得助成金交付率算定表（第３条関係）

ア 条例第２条第１項第１号から第３号までおよび第８号に係る認定

事業者

常時使用する 19人 20人 30人 40人 50人 60人 70人 80人 90人

従業員の 以下 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

投下固定 数 29人 39人 49人 59人 69人 79人 89人
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資産総額 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下

５億円以下 10％ 12％ 15％ 17％ 20％ 22％ 25％ 27％ 30％

５億円超10億円以 11％ 14％ 17％ 20％ 23％ 26％ 29％ 32％ 35％

下

10億円超20億円以 12％ 15％ 19％ 22％ 26％ 29％ 33％ 35％ 40％

下

20億円超30億円以 14％ 17％ 21％ 25％ 28％ 32％ 35％ 40％ 40％

下

30億円超40億円以 16％ 20％ 24％ 28％ 32％ 35％ 40％ 40％ 40％

下

40億円超50億円以 18％ 22％ 26％ 31％ 35％ 40％ 40％ 40％ 40％

下

50億円超 20％ 25％ 30％ 35％ 40％ 40％ 40％ 40％ 40％

イ 条例第２条第１項第４号および第５号に係る認定事業者

常時使用する 19人 20人 30人 40人 50人 60人 70人 80人 90人

従業員の 以下 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

投下固定 数 29人 39人 49人 59人 69人 79人 89人

資産総額 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下

１億円以下 10％ 12％ 15％ 17％ 20％ 22％ 25％ 27％ 30％

１ 億 円 超 １ 億 11％ 14％ 17％ 20％ 23％ 26％ 29％ 32％ 35％

5,000万円以下

１億5,000万円超 12％ 15％ 19％ 22％ 26％ 29％ 33％ 35％ 40％

２億円以下

２ 億 円 超 ２ 億 14％ 17％ 21％ 25％ 28％ 32％ 35％ 40％ 40％

5,000万円以下

２億5,000万円超 16％ 20％ 24％ 28％ 32％ 35％ 40％ 40％ 40％

３億円以下
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３ 億 円 超 ３ 億 18％ 22％ 26％ 31％ 35％ 40％ 40％ 40％ 40％

5,000万円以下

３億5,000万円超 20％ 25％ 30％ 35％ 40％ 40％ 40％ 40％ 40％

ウ 条例第２条第１項第６号および第７号に係る認定事業者

常時使用する ９人 10人 20人 30人 40人 50人 60人 70人 80人

従業員の 以下 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

投下固定 数 19人 29人 39人 49人 59人 69人 79人

資産総額 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下

５億円以下 10％ 12％ 15％ 17％ 20％ 22％ 25％ 27％ 30％

５億円超７億円以 12％ 14％ 17％ 20％ 23％ 26％ 29％ 32％ 35％

下

７億円超８億円以 15％ 18％ 21％ 24％ 27％ 30％ 33％ 35％ 40％

下

８億円超９億円以 17％ 20％ 23％ 26％ 30％ 33％ 35％ 40％ 40％

下

９億円超 20％ 23％ 26％ 30％ 33％ 35％ 40％ 40％ 40％

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定

は、令和９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 第２条の規定による改正後の秋田市商工業振興条例施行規則の規定は、

前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に操業を開始する事業を行

う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、

なお従前の例による。
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秋田市消防団の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第23号

秋田市消防団の組織等に関する規則の一部を改正する規則

秋田市消防団の組織等に関する規則（昭和29年秋田市規則第25号）の一

部を次のように改正する。

第２条第５項第５号中「121人」を「115人」に改め、同項第６号中

「258人」を「178人」に改め、同項第７号中「1,646人」を「1,332人」に

改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に班長の階級にある消防団員は、引き続き班長

の階級にある消防団員として在任することができる。この場合において、

班長の階級にある消防団員の数が改正後の秋田市消防団の組織等に関す

る規則第２条第５項第６号に規定する定員（以下「改正後の班長の定

員」という。）を超えるときは、同号の規定にかかわらず、班長の階級

にある消防団員の数が改正後の班長の定員以下となるまでの間、班長の

階級にある消防団員の数をもって改正後の班長の定員とみなす。
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秋田市行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月19日

秋田市長

秋田市規則第24号

秋田市行政組織規則の一部を改正する規則

秋田市行政組織規則（昭和56年秋田市規則第18号）の一部を次のように

改正する。

目次中「企画財政部」を「企画政策部」に、「第１節の３ 観光文化ス

「第１節の３ 財政
ポーツ部の所属機関（第24条の５～第24条の12）」を

第１節の４ 観光

部の所属機関（第24条の５）
に改める。

文化スポーツ部の所属機関（第24条の６～第24条の13）」

第６条第１項の表総務部の項中「財産管理活用課」を「財産管理課」に

改め、同表企画財政部の項を次のように改める。

企画政策部 企画政策課

選ばれるまち戦略課

デジタル推進課

情報統計課

広報広聴課

第６条第１項の表企画政策部の項の次に次のように加える。

財政部 財政課

市民税課

資産税課

納税課

特別滞納整理課

-127-



地籍調査室

「
第６条第１項の表建設部の項中 道路維持課

「
道路維持課

を に改
」 河川課

」

め、同条第２項の表総務部財産管理活用課の項を削る。

第９条第１項総務課の項中第12号を削り、第13号を第12号とし、第14号

から第17号までを１号ずつ繰り上げ、同項第18号中「（工事検査室を含

む。）」を削り、同号を同項第17号とし、同条第１項文書法制課の項第２

号中「浄書、」を削り、同条第１項契約課の項第６号中「契約」を「業務

委託契約の総括ならびに契約」に改め、同条第１項財産管理活用課の項中

「財産管理活用課」を「財産管理課」に改め、同項第１号中「（公共施設

等を除く。）」を削り、「こと」の次に「（他の所管に属するものを除

く。）」を加え、同項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第

３号とし、第５号を削り、第６号を第４号とし、第７号から第12号までを

２号ずつ繰り上げ、同条第３項を削る。

第10条中「企画財政部」を「企画政策部」に改め、同条企画調整課の項

中「企画調整課」を「企画政策課」に改め、同項中第16号を第18号とし、

第３号から第15号までを２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号を加え

る。

(3) 人口減少対策の推進に係る総合調整に関すること。

(4) 若者応援施策の推進（他の所管に属するものを除く。）および総合

調整に関すること。

第10条財政課の項を削り、同条人口減少・移住定住対策課の項中「人口

減少・移住定住対策課」を「選ばれるまち戦略課」に改め、同項第１号中

「人口減少対策の推進に係る」を「シティプロモーションの推進および」

に改め、同項第３号中「こと」の次に「（他の所管に属するものを除

く。）」を加え、同項中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号を第
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５号とし、同項の次に次のように加える。

デジタル推進課

(1) 行政情報化および地域情報化の推進に関すること。

(2) デジタル化関連施策の総合調整に関すること。

(3) デジタル技術の活用に係る関係部局の技術的支援に関すること。

(4) デジタル化に係る人材の育成に関すること。

(5) 課の予算経理に関すること。

第10条広報広聴課の項第１号中「文書および視聴覚」を「文書等」に改

め、同条市民税課の項から地籍調査室の項までを削る。

第10条の次に次の１条を加える。

第10条の２ 財政部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

財政課

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算編成、予算執行計画および配当に関すること。

(3) 秋田市財政調整基金、秋田市減債基金、秋田市地域振興基金および

秋田市公共施設等整備基金の管理に関すること。

(4) 市債に関すること。

(5) 地方交付税に関すること。

(6) 財政事情を説明する文書の作成および公表その他財政運営に関する

こと。

(7) 部内の連絡調整に関すること。

(8) 課の予算経理に関すること。

市民税課

(1) 市税（固定資産税、特別土地保有税および国民健康保険税を除

く。）の賦課および調定に関すること。

(2) 地方譲与税に関すること。

(3) 利子割交付金に関すること。

(4) 配当割交付金に関すること。

(5) 株式等譲渡所得割交付金に関すること。

(6) 法人事業税交付金に関すること。

-129-



(7) 地方消費税交付金に関すること。

(8) ゴルフ場利用税交付金に関すること。

(9) 環境性能割交付金に関すること。

(10) 税制の総合企画に関すること。

(11) 所得等の証明に関すること。

(12) 所得等の証明手数料等の調定および徴収に関すること。

(13) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(14) 税に係る事務の連絡調整に関すること。

(15) 課（資産税課、納税課および特別滞納整理課を含む。）の予算経

理に関すること。

資産税課

(1) 固定資産の評価に関すること。

(2) 固定資産税の賦課および調定に関すること。

(3) 特別土地保有税の賦課および調定に関すること。

(4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(5) 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。

(6) 固定資産等の証明に関すること。

(7) 固定資産等の証明手数料の徴収に関すること。

納税課

(1) 市税（国民健康保険税を除く。以下同じ。）およびこれに伴う収入

金の徴収ならびに収入整理等に関すること。

(2) 市税およびこれに伴う収入金の嘱託および受託に関すること。

(3) 市税の督促および滞納処分に関すること。

(4) 国民健康保険税およびこれに伴う収入金の収納に関すること。

(5) 納税思想の高揚および納税貯蓄組合に関すること。

特別滞納整理課

(1) 市税および公課の滞納（滞納額が高額なものおよび滞納整理が困難

なものに限る。）の整理等に関すること（他の所管に属するものを除

く。）。

(2) 債権の管理に関する指導、助言および連絡調整に関すること。
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地籍調査室

(1) 地籍調査に関すること。

(2) 街区基準点の維持管理等に関すること。

(3) 室の予算経理に関すること。

第12条第１項生活総務課の項中第20号を第21号とし、第19号を第20号と

し、第18号の次に次の１号を加える。

(19) 地域支援施策に係る調査研究に関すること。

第13条第１項長寿福祉課の項中第９号を削り、第10号を第９号とする。

第13条の２子ども総務課の項第６号および第７号中「および地域型保育

事業」を「、地域型保育事業および乳児等通園支援事業」に改め、同条子

ども育成課の項第１号中「および地域型保育事業」を「、地域型保育事業

および乳児等通園支援事業」に改め、同項中第４号を第５号とし、第３号

の次に次の１号を加える。

(4) 乳児等のための支援給付に関すること。

第14条商工貿易振興課の項中第13号を削り、第14号を第13号とし、第15

号を第14号とし、第16号を第15号とする。

第15条道路建設課の項第３号から第５号までを削り、同条道路維持課の

項の次に次のように加える。

河川課

(1) 河川および水路に関すること。

(2) 河川における漂流物の処理に関すること。

(3) 法定外公共物（市街化区域等の水路およびため池等であるものに限

る。）の機能管理に関すること。

第23条第２項第１号中「実地指導」の次に「ならびに建設工事に関連す

る委託業務の検査」を加え、同項に次の１号を加える。

(5) 室の予算経理に関すること。

「第１節の２ 企画財政部の所属機関」を「第１節の２ 企画政策部の

所属機関」に改める。

第24条の２第２項中「企画財政部」を「企画政策部」に改める。

第24条の３第２項中「企画財政部」を「企画政策部」に改め、同項第３
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号中「企業誘致ならびに」を削り、同項中第４号を第５号とし、第３号の

次に次の１号を加える。

(4) 首都圏等における市への企業誘致に関すること。

第24条の４第１項中「の相談」を「の相談等」に改め、同条第２項中

「企画財政部人口減少・移住定住対策課」を「企画政策部選ばれるまち戦

略課」に改め、同項に次の１号を加える。

(2) 首都圏等における市への移住および定住の促進に関すること。

第４章第１節の３中第24条の12を第24条の13とし、第24条の11を第24条

の12とする。

第24条の10中「秋田市都市公園条例（昭和39年秋田市条例第35号）」を

「秋田市立佐竹史料館条例（令和７年秋田市条例第８号）」に改め、同条

中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。

(4) 佐竹史料館協議会に関すること。

第24条の10を第24条の11とし、第24条の５から第24条の９までを１条ず

つ繰り下げる。

第４章中第１節の３を第１節の４とし、第１節の２の次に次の１節を加

える。

第１節の３ 財政部の所属機関

（公共施設マネジメント室）

第24条の５ 公共施設等のマネジメントに関する事務を処理するため、公

共施設マネジメント室を設置する。

２ 前項の公共施設マネジメント室は、財政部に所属する機関とし、その

分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公共施設等の保全および管理運営に係る総合調整および総括管理に

関すること。

(2) 指定管理者制度に関すること。

(3) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の総括管理に関するこ

と。

(4) 室の予算経理に関すること。

第25条第１項中第77号から第79号までを削り、第80号を第77号とし、第
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81号を削り、第82号を第78号とし、第83号から第94号までを４号ずつ繰り

上げ、同項第95号中「有害鳥獣駆除対策事業」を「有害鳥獣駆除捕獲対策

事業」に改め、同号を同項第91号とし、同項中第96号を第92号とし、第97

号から第115号までを４号ずつ繰り上げ、同条第２項第２号中「第82号」

を「第78号」に改め、同項第３号中「第85号から第108号」を「第81号か

ら第104号」に改め、同項第４号中「から第81号まで」を削り、「第83号

から第107号」を「第79号から第103号」に改め、同項第７号中「第109号

から第115号」を「第105号から第111号」に改め、同条第３項中「第108

号」を「第104号」に改める。

第34条の２を次のように改める。

第34条の２ 削除

第34条の６子ども健康課の項中第５号を第６号とし、第４号を第５号と

し、第３号の次に次の１号を加える。

(4) 妊婦のための支援給付に関すること。

第47条第２項の表第１号の３中「企画財政部」を「企画政策部」に改め、

同表第１号の５を次のように改める。

１の５ 担当部長 企画政策部、観光文 上司の命を受けて、特定の重

化スポーツ部および 要な事務を掌る。

産業振興部

第47条第２項の表第５号および第11号中「建設工事」の次に「および建

設工事に関連する委託業務」を加える。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 令和８年３月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられてい

た職員は、別に辞令を発せられないときは、同年４月１日をもってそれ

ぞれ同表の右欄に掲げる職に命じられたものとする。
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左欄 右欄

総務部財産管理活用課主席主査 総務部財産管理課主席主査

総務部財産管理活用課主査 総務部財産管理課主査

総務部財産管理活用課主任 総務部財産管理課主任

総務部財産管理活用課公共施設管 公共施設マネジメント室主席主査

理室主席主査

総務部財産管理活用課公共施設管 公共施設マネジメント室主査

理室主査

総務部財産管理活用課公共施設管 公共施設マネジメント室主任

理室主任

企画財政部企画調整課参事 企画政策部企画政策課参事

企画財政部企画調整課長補佐 企画政策部企画政策課長補佐

企画財政部企画調整課副参事 企画政策部企画政策課副参事

企画財政部企画調整課主席主査 企画政策部企画政策課主席主査

企画財政部企画調整課主査 企画政策部企画政策課主査

企画財政部企画調整課主任 企画政策部企画政策課主任

企画財政部財政課主査 財政部財政課主査

企画財政部財政課主任 財政部財政課主任

企画財政部人口減少・移住定住対 企画政策部選ばれるまち戦略課主席

策課主席主査 主査

企画財政部人口減少・移住定住対 企画政策部選ばれるまち戦略課主査

策課主査

企画財政部情報統計課長 企画政策部情報統計課長

企画財政部情報統計課ＩＣＴ推進 企画政策部情報統計課ＩＣＴ推進担

担当課長 当課長

企画財政部情報統計課主席主査 企画政策部情報統計課主席主査

企画財政部情報統計課主査 企画政策部情報統計課主査

企画財政部情報統計課主任 企画政策部情報統計課主任

企画財政部広報広聴課報道官 企画政策部広報広聴課報道官

企画財政部広報広聴課副参事 企画政策部広報広聴課副参事
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企画財政部広報広聴課主席主査 企画政策部広報広聴課主席主査

企画財政部市民税課主席主査 財政部市民税課主席主査

企画財政部市民税課主査 財政部市民税課主査

企画財政部市民税課主任 財政部市民税課主任

企画財政部資産税課長補佐 財政部資産税課長補佐

企画財政部資産税課副参事 財政部資産税課副参事

企画財政部資産税課主席主査 財政部資産税課主席主査

企画財政部資産税課主査 財政部資産税課主査

企画財政部資産税課主任 財政部資産税課主任

企画財政部納税課長 財政部納税課長

企画財政部納税課副参事 財政部納税課副参事

企画財政部納税課主席主査 財政部納税課主席主査

企画財政部納税課主査 財政部納税課主査

企画財政部納税課主任 財政部納税課主任

企画財政部特別滞納整理課長 財政部特別滞納整理課長

企画財政部特別滞納整理課副参事 財政部特別滞納整理課副参事

企画財政部特別滞納整理課主席主 財政部特別滞納整理課主席主査

査

企画財政部特別滞納整理課主査 財政部特別滞納整理課主査

企画財政部地籍調査室長 財政部地籍調査室長

企画財政部地籍調査室主席主査 財政部地籍調査室主席主査

企画財政部地籍調査室主査 財政部地籍調査室主査

企画財政部人口減少・移住定住対 企画政策部選ばれるまち戦略課移住

策課移住相談センター所長 相談センター所長

企画財政部人口減少・移住定住対 企画政策部選ばれるまち戦略課移住

策課移住相談センター主任 相談センター主任

３ 令和８年３月31日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命じら

れていた職員は、別に辞令を発せられないときは、同年４月１日をもっ

てそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。
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左欄 右欄

総務部財産管理活用課 総務部財産管理課

企画財政部企画調整課 企画政策部企画政策課

企画財政部人口減少・移住定住対 企画政策部選ばれるまち戦略課

策課

企画財政部情報統計課 企画政策部情報統計課

企画財政部広報広聴課 企画政策部広報広聴課

企画財政部市民税課 財政部市民税課

企画財政部資産税課 財政部資産税課

企画財政部納税課 財政部納税課

企画財政部特別滞納整理課 財政部特別滞納整理課
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秋田市推進本部規則を廃止する規則をここに公布する。

令和８年３月19日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第25号

秋田市推進本部規則を廃止する規則

秋田市推進本部規則（令和３年秋田市規則第13号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。

（秋田市職員安全衛生管理規則の一部改正）

２ 秋田市職員安全衛生管理規則（昭和63年秋田市規則第20号）の一部を

次のように改正する。

第２条第２号中「、秋田市推進本部規則（令和３年秋田市規則第13

号）第３条第１項に規定する本部長」を削る。
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市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

令和８年３月19日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第26号

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する

規則

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則（昭和36年秋田市規則

第５号）の一部を次のように改正する。

別表第１の６の表第５号中「300万円未満」を「100万円以上」に改め、

別表第１の７の表第７号中「工事」の次に「および工事に関連する委託業

務」を加える。

別表第２の６の表第４号を次のように改める。

(4) 行政財産の用途又は目的外の使用許可に関す
〇

ること。

別表第２の７の表第７号中「工事」の次に「および工事に関連する委託

業務」を加える。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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しあわせづくり秋田市民公聴条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

令和８年３月19日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第27号

しあわせづくり秋田市民公聴条例施行規則の一部を改正する規則

しあわせづくり秋田市民公聴条例施行規則（平成16年秋田市規則第40

号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項第４号および第４条第４号中「、企画財政部広報広聴課の

資料閲覧コーナー等」を「その他市の施設」に改める。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行します。
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秋田市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月19日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第28号

秋田市市税条例施行規則の一部を改正する規則

秋田市市税条例施行規則（平成10年秋田市規則第９号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条第１号中「企画財政部長」を「財政部長」に、「企画財政部次

長」を「財政部次長」に改め、同条第２号中「企画財政部市民税課」を

「財政部市民税課」に改める。

第５条第１項中「企画財政部長」を「財政部長」に改める。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市準用河川管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月19日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第29号

秋田市準用河川管理規則の一部を改正する規則

秋田市準用河川管理規則（平成12年秋田市規則第13号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条中「建設部道路建設課」を「建設部河川課」に改める。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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市長の職務代理者を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月23日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第30号

市長の職務代理者を定める規則の一部を改正する規則

市長の職務代理者を定める規則（平成３年秋田市規則第７号）の一部を

次のように改正する。

第２条中「柿﨑副市長」を「多可副市長」に改める。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第31号

秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則

秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年秋田市規則第２

号）の一部を次のように改正する。

第14条第１項の表第３号の２を次のように改める。

３の ボランテ 職員が自発的に、かつ、報酬 １の年において５日の範

２ ィア を得ないで次に掲げる社会に 囲内の期間

貢献する活動（専ら親族に対

す る 支 援 と な る 活 動 を 除

く。）を行う場合で、その勤

務しないことが相当であると

認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等に

より相当規模の災害が発生

した被災地又はその周辺の

地域における生活関連物資

の配布その他の被災者を支

援する活動

イ 障害者支援施設、特別養

護老人ホームその他の主と

して身体上もしくは精神上
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の障害がある者又は負傷

し、もしくは疾病にかかっ

た者に対して必要な措置を

講ずることを目的とする施

設であって任命権者が定め

るものにおける活動

ウ アおよびイに掲げる活動

のほか、身体上もしくは精

神上の障害、負傷、疾病又

は老齢により常態として日

常生活を営むのに支障があ

る者の介護その他の日常生

活を支援する活動

エ 地方自治法（昭和22年法

律第67号）第260条の２第

１項に規定する地縁による

団体、災害対策基本法（昭

和36年法律第223号）第２

条の２第２号に規定する自

主防災組織、ＰＴＡ・青少

年教育団体共済法（平成22

年法律第42号）第２条第１

項に規定するＰＴＡその他

の地域住民を主体として構

成される団体又は特定非営

利活動促進法（平成10年法

律第７号）第２条第２項に

規定する特定非営利活動法

人が行う活動に参加して行

う活動（アからウまでに掲
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げる活動を除く。）

オ アからエまでに掲げる活

動のほか、市の施策の推進

又は地域の課題の解決に資

する活動として市長が別に

定めるもの

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日前に使用された改正前の秋田市職員の勤務時間、

休暇等に関する規則第14条第１項の表第３号の２の休暇については、改

正後の秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第１項の表第

３号の２の休暇として使用されたものとみなす。
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秋田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第32号

秋田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を

改正する規則

秋田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（令和元年秋

田市規則第21号）の一部を次のように改正する。

第14条第１項の表中第15号を第19号とし、第12号から第14号までを４号

ずつ繰り下げ、同表第11号中「秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規

則（平成７年秋田市規則第２号。以下「勤務時間規則」という。）」を

「勤務時間規則」に改め、同号を同表第15号とし、同表中第10号を第12号

とし、同号の次に次のように加える。

13 家族看護 会計年度任用職員がその配偶 １の年度において６日

等 者、父母、子（配偶者の子お （家族が２人以上の場合

よび条例第８条の２第１項に にあっては、10日）の範

おいて子に含まれるものとさ 囲内の期間

れる者を含む。）、孫もしく

は配偶者の父母（以下この号

において「家族」と総称す

る。）の看護（負傷し、又は

疾病にかかった家族の世話を

行うことをいう。）をする場

合、家族が予防接種、健康診
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査もしくは健康診断を受ける

際に介助をする場合その他市

長が別に定める子の世話又は

子の教育もしくは保育に係る

行事への参加をする場合で、

その勤務しないことが相当で

あると認められるとき。

14 短期の介 会計年度任用職員が条例第15 １の年度において５日

護 条第１項に規定する要介護者 （要介護者が２人以上の

（ 以 下 「 要 介 護 者 」 と い 場合にあっては、10日）

う。）の介護をする場合で、 の範囲内の期間

その勤務しないことが相当で

あると認められるとき。

第14条第１項の表中第９号を第11号とし、第８号を第10号とし、第７号

を第９号とし、第６号を第７号とし、同号の次に次のように加える。

８ 育児時間 生後１年に達しない子（条例 １日２回それぞれ30分以

第８条の２第１項において子 内の期間

に含まれるものとされる者を

含む。）を育てる会計年度任

用職員が、その子を保育する

場合（男性の会計年度任用職

員にあっては、その子の当該

会計年度任用職員以外の親

（秋田市職員の勤務時間、休

暇等に関する規則（平成７年

秋田市規則第２号。以下「勤

務時間規則」という。）第８

条の６第１項第５号に規定す

る特別養子縁組の成立前の監
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護者等を含む。）が保育する

こ と が で き な い 場 合 に 限

る。）

第14条第１項の表中第５号を第６号とし、同表第４号中「であって、６

月以上の任期が定められているもの又は６月以上継続勤務しているもの」

を削り、「第９号および第10号ならびに次項の表第５号および第６号」を

「第11号から第14号まで」に改め、同号を同表第５号とし、同表中第３号

「

「
２ 裁判員等 会計年度任用職員が裁判員、

出頭 証人、鑑定人、参考人等とし

て国会、裁判所、地方公共団

を第４号とし、 体の議会その他官公署へ出頭 を

する場合で、その勤務しない

ことがやむを得ないと認めら

れるとき。
」
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２ 裁判員等 会計年度任用職員が裁判員、

出頭 証人、鑑定人、参考人等とし

て国会、裁判所、地方公共団

体の議会その他官公署へ出頭

する場合で、その勤務しない

ことがやむを得ないと認めら

れるとき。

３ 骨髄移植 会計年度任用職員が骨髄移植

等 のための骨髄もしくは末梢血
しよう

幹細胞移植のための末梢血幹

細胞の提供希望者としてその

登録を実施する者に対して登

録の申出を行い、又は配偶者

（届出をしないが事実上婚姻 に改め、同表に次のよう

関係と同様の事情にある者を

含む。以下同じ。）、父母、

子（条例第８条の２第１項に

おいて子に含まれるものとさ

れる者を含む。）および兄弟

姉妹以外の者に、骨髄移植の

ため骨髄もしくは末梢血幹細

胞移植のため末梢血幹細胞を

提供する場合で、当該申出又

は提供に伴い必要な検査、入
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院等のため勤務しないことが

やむを得ないと認められると

き。
」

に加える。

20 療養（公 会計年度任用職員（６月以上 １の年度において第６項

務外の傷 の任期が定められている者又 に定める期間

病） は６月以上継続勤務している

者（週以外の期間によって勤

務日が定められている者で１

の年度における勤務日の日数

が 47日以下であるものを除

く。）に限る。）が負傷又は

疾病のため療養する必要があ

り、その勤務しないことがや

むを得ないと認められる場合

（次項の表第１号から第３号

までに掲げる場合を除く。）

第14条第２項の表中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を削り、

第４号を第２号とし、第５号および第６号を削り、同表第７号中「（公務

上」の次に「又は通勤上」を加え、「又は」を「もしくは疾病又は通勤

（地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）第２条第２項に規定す

る通勤をいう。）による負傷もしくは」に改め、同号を同表第３号とし、

同表第８号を削り、同条第３項中「第１項の表第４号、第９号および第10

号ならびに前項の表第５号および第６号」を「第１項の表第５号および第

11号から第14号まで」に改め、同条第６項中「第２項の表第８号」を「第

１項の表第20号」に改める。

第18条第１項中「第14条第１項の表第５号および第６号」を「第14条第

１項の表第６号および第７号」に改める。
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附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第33号

秋田市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則

秋田市職員給与条例施行規則（昭和28年秋田市規則第10号）の一部を次

のように改正する。

第４条第３項第２号中「以上」の次に「（満18歳に達する日後の最初の

４月１日から満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者に

あっては、年額150万円程度以上）」を加える。

第４条の３第３項中「第４条の29第２項」を「第４条の32第２項」に改

める。

第４条の10第１項第２号中「もしくは通勤方法を変更し」を「、通勤方

法もしくは条例第11条第３項に規定する駐車場等（以下「駐車場等」とい

う。）を変更し、駐車場等の利用を開始し、もしくは終了し」に、「額」

を「額もしくは駐車場等の料金」に改める。

第４条の11中「提示」を「提示又は第４条の19に定める駐車場等たる要

件を具備していることおよび駐車場等の料金を証明する書類の提出」に改

める。

第４条の14第１項中「第４条の19第４項」を「第４条の22第４項」に改

め、同項第１号ア中「第11条第６項」を「第11条第７項」に改める。

第４条の34を第４条の37とする。

第４条の33第１項ただし書中「第４条の31第１項」を「第４条の34第１

項」に改め、同条を第４条の36とし、第４条の30から第４条の32までを３

条ずつ繰り下げる。

第４条の29第２項第１号から第３号までの規定中「第４条の26」を「第
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４条の29」に、「第４条の27」を「第４条の30」に改め、同項第４号中

「第４条の27」を「第４条の30」に改め、同項第５号中「第４条の26」を

「第４条の29」に、「第４条の27」を「第４条の30」に改め、同項第６号

中「第４条の27」を「第４条の30」に改め、同条を第４条の32とし、第４

条の24から第４条の28までを３条ずつ繰り下げる。

第４条の23第１項中「第４条の20第１項」を「第４条の23第１項」に改

め、同条を第４条の26とする。

第４条の22第１項中「第11条第６項」を「第11条第７項」に改め、同条

を第４条の25とする。

第４条の21第１項中「第11条第５項」を「第11条第６項」に改め、同項

第２号中「もしくは通勤方法を変更し」を「、通勤方法もしくは駐車場等

を変更し、駐車場等の利用を開始し、もしくは終了し」に、「額に」を

「額もしくは駐車場等の料金に」に改め、同項第３号中「第４条の23第２

項」を「第４条の26第２項」に改め、同条第２項および第３項中「第11条

第５項」を「第11条第６項」に改め、同条を第４条の24とし、第４条の20

を第４条の23とする。

第４条の19第１項中「第４条の21第２項第２号」を「第４条の24第２項

第２号」に、「第４条の24」を「第４条の27」に改め、同条第４項中「第

11条第４項」を「第11条第５項」に、「（第４条の15各号に掲げる職員に

係るものを除く。）および条例第11条第２項第１号」を「、条例第11条第

２項第２号」に、「第４条の17第１号」を「第４条の17第２号」に、「）

をその支給単位期間の月数で除して得た」を「）および条例第11条第３項

第１号に定める」に、「第４条の21第２項」を「第４条の24第２項」に改

め、同条を第４条の22とする。

第４条の18の次に次の３条を加える。

第４条の19 条例第11条第３項の規則で定める要件は、次の各号のいずれ

にも該当することとする。

(1) 勤務公署の周辺又は第４条の11の規定に基づき決定し、もしくは改

定する手当額の基礎となる経路もしくはこれに準ずるものとして別に

定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設である
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こと。

(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設（自転車以外の自動車

等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設に

ある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。）でないこと。

(3) その利用について職員の配偶者もしくは条例第８条第２項に規定す

る扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとし

て別に定める施設でないこと。

(4) 前３号に掲げるもののほか、駐車場等に係る通勤手当を支給するこ

とが適当でないものとして市長が定める施設でないこと。

２ 前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動車等の駐車のた

めの施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給

しないことが著しく不適当であると市長が認めるときは、同項の規定に

かかわらず、別に定める要件とする。

第４条の20 条例第11条第３項の規則で定める職員は、第４条の17第２号

に掲げる職員とする。

第４条の21 条例第11条第３項第１号の規則で定める額は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額（その額が5,000円を超え

る場合にあっては、5,000円）とする。

(1) １の駐車場等を利用する場合 次のアからウまでに掲げる場合の区

分に応じ、それぞれアからウまでに定める額

ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金

の額

イ 駐車場等の料金を定める期間（月又は年によって定めた期間に限

る。）が２以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の

数で除して得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた額）

ウ アおよびイに掲げる場合以外の場合 別に定める額

(2) ２以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前

号アからウまでに定める額を合計した額
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。

（施行日前から駐車場等を利用している職員の届出）

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前から駐車場等（秋

田市職員給与条例等の一部を改正する条例（令和７年秋田市条例第61

号）第２条の規定による改正後の秋田市職員給与条例（昭和28年秋田市

条例第４号）第11条第３項に規定する駐車場等をいう。）を利用してい

る職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日に

おいて同項の職員たる要件を具備するに至ったものは、改正後の秋田市

職員給与条例施行規則第４条の10の規定の例により、その実情を届け出

なければならない。
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初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第34号

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和32年秋田市規則第４

号）の一部を次のように改正する。

第15条第１項中「（職務の級を第11条第１項第１号に掲げる職務の級に

決定された者を除く。）」を削る。

第19条の見出し中「号俸」の次に「に関する規定の適用除外」を加え、

同条第１項を削り、同条第２項を同条とする。

別表第11を次のように改める。

別表第11 経験年数換算表（第７条関係）

経歴 換算率

地方公務員、国家公務 職員としての職務にその

員、旧公共企業体、政府 経験が直接役立つと認め

関係機関、外国政府又は られる職務に従事した期
100

民間における企業体、団 間（常時勤務に服する者
100

体等の職員等としての在 として職務に従事した期

職期間 間又はこれに準ずる期間

に限る。）

その他の期間 100
以下

100

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 100
以下

（正規の修学年数内の期間に限る。） 100
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その他の期間 職員としての職務にその

経験が直接役立つと認め 100
以下

られる職務に従事した期 100

間

その他の期間 25
以下（部内の

100

他の職員との均衡

を著しく失する場

50
合は、 以下）

100

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第35号

秋田市財務規則の一部を改正する規則

秋田市財務規則（平成９年秋田市規則第37号）の一部を次のように改正

する。

第108条第２項中「第６条第１項」を「第５条の９第１項第３号」に改

める。

第137条第３項第１号中「および前項」を削り、「限る」の次に「。第

３号において同じ」を加え、「、労働者災害補償保険料および保証料」を

「および現場管理費ならびに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する

費用」に改め、同項に次の１号を加える。

(3) 前項の工事 工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入

費、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料およ

び保証料に相当する額として必要な経費

第137条中第９項を第10項とし、第４項から第８項までを１項ずつ繰り

下げ、第３項の次に次の１項を加える。

４ 第１項第１号の工事の現場管理費および一般管理費等のうち当該工事

の施工に要する費用に相当する額として必要な経費に充てることができ

る前払金の額は、同号の規定による前払金の100分の25に相当する額を

上限とする。

別表第２の４旅費の項中「在勤地内旅費および」を削る。

附 則

（施行期日）
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１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の秋田市財務規則（以下「改正後の規則」という。）第137条

第３項第１号および第４項の規定は、この規則の施行の日以後に新たに

請負契約を締結する工事又は同日前に請負契約を締結した工事であって

同日以後に当該工事に係る前払金の使途の範囲について改正後の規則第

131条の規定により当該請負契約を変更したものについて適用する。
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秋田市職員の駐車場使用料の徴収に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第36号

秋田市職員の駐車場使用料の徴収に関する規則の一部を改正する規

則

秋田市職員の駐車場使用料の徴収に関する規則（平成24年秋田市規則第

22号）の一部を次のように改正する。

別表中土崎児童館の項および土崎南小学校の項を削り、広面小学校の項

の次に次のように加える。

日新小学校 600円

別表戸島小学校の項を削る。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市学校給食費に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第37号

秋田市学校給食費に関する条例施行規則の一部を改正する規則

秋田市学校給食費に関する条例施行規則（平成28年秋田市規則第64号）

の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「第４条第１項」を「第４条第１項本文」に改め、同条

中第５項を第６項とし、第２項から第４項までを１項ずつ繰り下げ、第１

項の次に次の１項を加える。

２ 条例第４条第１項ただし書の規則で定める保護者は、学校給食を受け

る児童の保護者のうち、次に掲げる保護者以外の保護者とする。

(1) 当該児童について生活保護法（昭和25年法律第144号）第13条の規

定による教育扶助で学校給食費に関するものが行われている場合の保

護者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める保護者

附則に次の１項を加える。

（令和８年度における中学校の学校給食費の額の特例）

３ 令和８年４月１日から令和９年３月31日までの間に中学校において実

施する学校給食に係る学校給食費の額に関する第３条の規定の適用につ

いては、同条第３項第２号中「470円」とあるのは「340円」と、同条第

４項中「前項」とあるのは「附則第３項の規定により読み替えられた前

項」と、同条第５項中「前２項」とあるのは「附則第３項の規定により

読み替えられた前２項」とする。
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の秋田市学校給食費に関する条例施行規則の規定は、この規則

の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、

同日前に実施する学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例

による。
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保健所長に対する事務委任に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第38号

保健所長に対する事務委任に関する規則の一部を改正する規則

保健所長に対する事務委任に関する規則（平成９年秋田市規則第64号）

の一部を次のように改正する。

別表第２項第３号中「次号」を「以下この項」に、「第４条」を「第４

条第１項および第３項」に改め、同項中第15号を第18号とし、同項第14号

中「その」を「診療所、助産所もしくはオンライン診療受診施設の」に改

め、同号を同項第17号とし、同項中第13号を第16号とし、第12号を第15号

とし、同項第11号中「又は助産所」を「もしくは助産所」に改め、「管理

者」の次に「又はオンライン診療受診施設の設置者」を加え、同号を同項

第14号とし、同項中第10号を第13号とし、第９号を第12号とし、第８号を

第11号とし、同項第７号中「第９条」を「第９条第１項」に、「又は助産

所の廃止又は開設者の死亡もしくは失そう」を「、助産所又はオンライン

診療受診施設の廃止」に改め、同号を同項第９号とし、同号の次に次の１

号を加える。

(10) 法第９条第２項に定める診療所もしくは助産所の開設者又はオ

ンライン診療受診施設の設置者の死亡又は失踪の届出に関する事項

別表第２項第６号中「又は助産所」を「、助産所又はオンライン診療受

診施設」に改め、同号を同項第８号とし、同項第５号中「第８条」を「第

８条第１項」に改め、同号を同項第６号とし、同号の次に次の１号を加え

る。

(7) 法第８条第２項に定めるオンライン診療受診施設の設置の届出に
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関する事項

別表第２項中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。

(4) 政令第４条第４項に定めるオンライン診療受診施設の届出事項変

更の届出に関する事項

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市医療法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第39号

秋田市医療法施行細則の一部を改正する規則

秋田市医療法施行細則（平成９年秋田市規則第23号）の一部を次のよう

に改正する。

「 「
(4) (4) 法第８条第

第２条の表中 法第８条 を
(5) (5)

」

１項
に改め、同表中第25号を第27号とし、第11号から第24号まで

」

を２号ずつ繰り下げ、同表第10号中「又は助産所の開設者」を「もしくは

助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者」に、「失そう届」

を「失踪届」に改め、同号を同表第12号とし、同表第９号中「又は助産

所」を「、助産所又はオンライン診療受診施設」に改め、同号を同表第11

号とし、同表第８号中「又は助産所」を「、助産所又はオンライン診療受

診施設」に改め、同号を同表第10号とし、同表中第７号を第９号とし、第

６号を第７号とし、同号の次に次のように加える。

(8) 政令第４条第４項 オンライン診療受診施設届出事項の変更

届

第２条の表第５号の次に次のように加える。

(6) 法第８条第２項 オンライン診療受診施設設置届
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第４条第１号および第２号中「第８条」を「第８条第１項」に改める。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市都市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をこ

こに公布する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第40号

秋田市都市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

秋田市都市公園条例の一部を改正する条例（令和８年秋田市条例第25

号）の施行期日は、令和８年４月１日とする。
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秋田市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第41号

秋田市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則

秋田市都市公園条例施行規則（昭和40年秋田市規則第５号）の一部を次

のように改正する。

第６条第３項第１号中「千秋公園有料駐車場」を「千秋公園大坂有料駐

車場および千秋公園大手門通り有料駐車場」に改める。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第42号

秋田市市税条例施行規則の一部を改正する規則

秋田市市税条例施行規則（平成10年秋田市規則第９号）の一部を次のよ

うに改正する。

第17条中「、第70条の６」を削る。

別表17の項中「軽自動車税（種別割）納税通知書」を「軽自動車税納税

通知書」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の秋田市市税条例施行規則別表17の項の規定は、令和８年度以

後の年度分の軽自動車税について適用し、令和７年度分までの軽自動車

税の種別割については、なお従前の例による。
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秋田市庁達第１号

庁 中 一 般

関 係 各 所

秋田市法令審査委員会規程の一部を次のように改正する。

令和８年３月19日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市法令審査委員会規程の一部を改正する庁達

秋田市法令審査委員会規程（昭和26年秋田市庁達第13号）の一部を次の

ように改正する。

第３条第１項中「企画財政部長」を「企画政策部長、財政部長」に改め

る。

附 則

この庁達は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市指定排水設備工事業者に関する規程の一部を改正する規程をここ

に公布する。

令和８年３月31日

秋田市上下水道事業管理者 佐々木 保

秋田市上下水道局管理規程第１号

秋田市指定排水設備工事業者に関する規程の一部を改正する規程

秋田市指定排水設備工事業者に関する規程（平成19年秋田市上下水道局

管理規程第７号）の一部を次のように改正する。

第２条第２号を次のように改める。

(2) 登録を受けた排水設備工事責任技術者の名簿

第２条第４号中「工事責任技術者の専属」を「第２号の名簿に記載した

工事責任技術者の」に改める。

第５条第２項中「専属する」を「選任した」に改める。

様式第１号中「従業員名簿」を「登録を受けた排水設備工事責任技術者

の名簿」に、「工事責任技術者の専属」を「第２号の名簿に記載した工事

責任技術者の」に改める。

様式第５号を別紙のように改める。
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様式第５号（第５条関係） （別紙）

排水設備工事責任技術者変更届

令和 年 月 日

（宛先）秋田市上下水道事業管理者

指 令 番 号

所 在 地

商号又は名称

代 表 者 氏 名

電 話 番 号

下記のとおり、選任した排水設備工事責任技術者を変更しましたので届

出します。

記

１ 変更前

氏名

県協会登録証番号

秋田市登録証番号

兼任する営業所名 （営業所名）

および住所（該当の

場合） （営業所住所）

２ 変更後

氏名

県協会登録証番号

秋田市登録証番号
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兼任する営業所名 （営業所名）

および住所（該当の

場合） （営業所住所）

３ 変更事由

４ 変更日

附 則

この規程は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市上下水道局文書取扱規程の一部を改正する規程をここに公布する。

令和８年３月31日

秋田市上下水道事業管理者 佐々木 保

秋田市上下水道局管理規程第２号

秋田市上下水道局文書取扱規程の一部を改正する規程

秋田市上下水道局文書取扱規程（平成26年秋田市上下水道局管理規程第

１号）の一部を次のように改正する。

第23条中「行う文書」の次に「のうち、次に掲げるもの」を加え、同条

ただし書を削り、同条各号を次のように改める。

(1) 法令等の規定により公印を押印することとされているもの

(2) 局又は相手方の権利義務又は法的地位に影響を及ぼすもの（相手方

が電子情報処理組織を使用して申請を行うための情報処理システムに

より申請をした場合における当該申請に対する通知（相手方が当該情

報処理システムにより当該通知を受けることを申し出ている場合に限

る。）を除く。）

(3) 事実証明に関するものその他特に信用力を付与する必要があるもの

(4) 前３号に掲げるもののほか、公印の押印が特に必要と課長等が認め

るもの

第24条第３項中「は、ファクシミリ」を「以外の文書は」に改める。

附 則

この規程は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市上下水道局公文書管理規程の一部を改正する規程をここに公布す

る。

令和８年３月31日

秋田市上下水道事業管理者 佐々木 保

秋田市上下水道局管理規程第３号

秋田市上下水道局公文書管理規程の一部を改正する規程

秋田市上下水道局公文書管理規程（平成26年秋田市上下水道局管理規程

第７号）の一部を次のように改正する。

第６条中「置き、」の次に「理事又は」を加える。

附 則

この規程は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市訓令第１号

庁 中 一 般

関 係 各 所

秋田市公印規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和８年３月19日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市公印規程の一部を改正する訓令

秋田市公印規程（昭和32年秋田市訓令第９号）の一部を次のように改正

する。

第６条第２項を削る。

別表の表第24号および第28号中

「
市民課長 １

各市民サー 各１

ビスセンタ
「

ー所長 を 市民課長 １ に改め、同表第30号中
」

駅東サービ １

スセンター

所長
」

「 「
各部連絡調 各１ 文書法制課 １

を に改め、同表中第33号
整課長 長

」 」

から第35号までを削り、第46号を第49号とし、第36号から第45号までを３

号ずつ繰り下げ、第32号の次に次のように加える。

(33) 課長印 てん書 方 16 木印 課長名をも 文書法制課 １
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ミリメ って発する 長

ートル 文書

(34) 課長印 てん書 方 16 木印 人 事 課 長 人事課長 １

ミリメ 名、資産税 資産税課長 １

ートル 課長名、特 特別滞納整 １

別滞納整理 理課長

課長名、農 農業農村振 １

業農村振興 興課長

課長名およ 住宅政策課 １

び住宅政策 長

課長名をも

って発する

文書

(35) 所長印 てん書 方 16 木印 所長名をも 文書法制課 １

ミリメ って発する 長

ートル 文書

(36) 所長印 てん書 方 16 木印 東京事務所 東京事務所 １

ミリメ 長名、移住 長

ートル 相談センタ 移住相談セ １

ー所長名、 ンター所長

各市民サー 各市民サー 各１

ビスセンタ ビスセンタ

ー所長名、 ー所長

駅東サービ 駅東サービ １

スセンター スセンター

所長名、福 所長

祉事務所長 福祉総務課 １

名、保健所 長

長名および 保健総務課 １

食肉衛生検 長
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査所長名を 食肉衛生検 １

もって発す 査所長

る文書

(37) 室長印 てん書 方 16 木印 室長名をも 文書法制課 １

ミリメ って発する 長

ートル 文書

(38) 場長印 てん書 方 16 木印 場長名をも 各場長 各１

ミリメ って発する

ートル 文書

別表の公印のひな形中

「 「
(30) (30)

秋 田 市 秋 田 市

を に、
○ ○ 部 部 長

長 之 印 之 印

」 」

「 「
(33) (33)

秋 田 市 〇 秋 田 市

を に改め、(46)を(49)とし、(36)か
〇 推 進 本 課 長

部 長 之 印 之 印

」 」

ら(45)までを(39)から(48)までとし、

「
(35)

秋 田 市

を
〇○所 (室 )

(場 )長 之 印

」
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「
(35) (36) (37) (38)

秋 田 市 秋 田 市 秋 田 市 秋 田 市

に改
所 長 ○ ○ 所 室 長 ○ ○ 場

之 印 長 之 印 之 印 長 之 印

」

める。

附 則

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市訓令第２号

庁 中 一 般

関 係 各 所

秋田市事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和８年３月19日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市事務決裁規程の一部を改正する訓令

秋田市事務決裁規程（昭和35年秋田市訓令第10号）の一部を次のように

改正する。

第10条総務部長専決事項の項第10号中「工事」の次に「および工事に関

連する委託業務」を加え、同条企画財政部長専決事項の項を次のように改

める。

企画政策部長専決事項

(1) 市広報等の編集発行に関すること。

第10条企画政策部長専決事項の項の次に次のように加える。

財政部長専決事項

(1) 起債および一時借入金に関すること。

(2) １件の金額が20万円未満の予備費の充当に関すること。

(3) １件の金額が20万円以上100万円未満の予算費用の流用のうち、各

項および各目の金額の相互流用に関すること。

(4) １件の金額が20万円以上100万円未満の同一の目内における人件費

に係る節（報酬（会計年度任用職員の報酬に限る。）、給料、職員手

当等、共済費および旅費（会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償に

限る。）をいう。以下同じ。）以外の節に係る予算費用の流用のうち、

各細目、各細々目又は各節の金額の相互流用に関すること。
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(5) １件30万円相当額以上の寄附金品（秋田市ふるさと応援寄附金を除

く。）の採納に関すること。

(6) 税の賦課および減免に関すること。

(7) 差押財産の売却に関すること。

(8) 徴税吏員および市税犯則事件調査吏員の委任ならびに固定資産評価

補助員の選任に関すること。

(9) 債権の放棄に係る議会への報告に関すること。

第10条の５中第12号から第14号までを削り、第15号を第12号とし、第16

号を削り、第17号を第13号とする。

第11条財産管理活用課長専決事項の項中「財産管理活用課長専決事項」

を「財産管理課長専決事項」に改め、同条佐竹史料館事務長専決事項の項

中第２号を第３号とし、同項第１号中「佐竹史料館、」を削り、同号を同

項第２号とし、同号の前に次の１号を加える。

(1) 佐竹史料館の管理および使用許可に関すること。

第11条長寿福祉課長専決事項の項中第３号を削り、第４号を第３号とし、

同条子ども育成課長専決事項の項第２号中「および施設等利用給付認定」

を「、施設等利用給付認定および乳児等支援給付認定」に改め、同項第３

号中「および施設等利用費」を「、施設等利用費および乳児等支援給付費

等」に改め、同項第５号を削る。

別表第２の５の表第１号、第２号および第４号中「企画財政部長」を

「財政部長」に改め、別表第２の６の表第１号および第３号中「財産管理

活用課長」を「財産管理課長」に改め、同表第７号を次のように改める。

(7) 行政財産の用途又は目的 使用料年額 使用料年額

外 の 使 用 許 可 に 関 す る こ 換 算 1 0 0 万 換 算 1 0 0 万

と。 円以上 円未満

別表第２の７の表第７号中「工事」の次に「および工事に関連する委託

業務」を加える。

附 則
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この訓令は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市訓令第３号

庁 中 一 般

関 係 各 所

秋田市職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和８年３月19日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市職員服務規程の一部を改正する訓令

秋田市職員服務規程（平成７年秋田市訓令第２号）の一部を次のように

改正する。

第４条第２項中「職員は」の次に「、勤務時間中において」を加え、

「勤務時間中左胸部の見やすい位置に」を削る。

附 則

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市訓令第４号

庁 中 一 般

関 係 各 所

秋田市庁議規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和８年３月19日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市庁議規程の一部を改正する訓令

秋田市庁議規程（平成23年秋田市訓令第９号）の一部を次のように改正

する。

第３条第１項中「企画財政部長」を「企画政策部長、財政部長」に改め、

「、デジタル化推進本部長」を削る。

第６条中「企画財政部企画調整課」を「企画政策部企画政策課」に改め

る。

附 則

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市訓令第５号

庁 中 一 般

関 係 各 所

秋田市不動産評価審査委員会規程および秋田市自動車管理規程の一部を

改正する訓令を次のように定める。

令和８年３月19日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市不動産評価審査委員会規程および秋田市自動車管理規程の一

部を改正する訓令

（秋田市不動産評価審査委員会規程の一部改正）

第１条 秋田市不動産評価審査委員会規程（昭和48年秋田市訓令第13号）

の一部を次のように改正する。

第３条第２項中「企画財政部長」を「財政部長」に、「財産管理活用

課長」を「財産管理課長」に改める。

第８条中「総務部財産管理活用課」を「総務部財産管理課」に改める。

（秋田市自動車管理規程の一部改正）

第２条 秋田市自動車管理規程（昭和55年秋田市訓令第９号）の一部を次

のように改正する。

第６条中「総務部財産管理活用課長」を「総務部財産管理課長」に改

める。

附 則

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市訓令第６号

庁 中 一 般

関 係 各 所

秋田市副市長事務分掌規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和８年３月23日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市副市長事務分掌規程の一部を改正する訓令

秋田市副市長事務分掌規程（平成14年秋田市訓令第１号）の一部を次の

ように改正する。

第２条第１号中「柿﨑副市長」を「多可副市長」に、「企画財政部」を

「企画政策部」に改め、「、デジタル化推進本部」を削り、同条第２号中

「観光文化スポーツ部」を「財政部、観光文化スポーツ部」に改める。

第３条中「柿﨑副市長」を「多可副市長」に改める。

附 則

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市訓令第７号

庁 中 一 般

関 係 各 所

秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令を

次のように定める。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓

令

秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程（平成12年秋田市訓令第

１号）の一部を次のように改正する。

第６条後段を削る。

附 則

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市議会訓令第１号

秋田市議会事務局

秋田市議会事務局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和８年３月27日

秋田市議会議長 川 口 雅 丈

秋田市議会事務局処務規程の一部を改正する訓令

秋田市議会事務局処務規程（昭和53年秋田市議会訓令第１号）の一部を

次のように改正する。

第16条第１項中「には、別表に定める公印を押印しなければならない。

ただし、軽易な文書および電磁的記録は公印を省略することができる。」

を「のうち、次に掲げるものには、別表に定める公印を押印しなければな

らない。」に改め、同項に次の第１号から第４号を加える。

(1) 法令等の規定により公印を押印することとされているもの

(2) 市又は相手方の権利義務又は法的地位に影響を及ぼすもの（相手方

が電子情報処理組織を使用して申請を行うための情報処理システムに

より申請をした場合における当該申請に対する通知（相手方が当該情

報処理システムにより当該通知を受けることを申し出ている場合に限

る。）を除く。）

(3) 事実証明に関するものその他特に信用力を付与する必要があるもの

(4) 前３号に掲げるもののほか、公印の押印が特に必要と課長等が認め

るもの

附 則

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市議会訓令第２号

秋田市議会事務局

秋田市議会事務局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和８年３月31日

秋田市議会議長 川 口 雅 丈

秋田市議会事務局処務規程の一部を改正する訓令

秋田市議会事務局処務規程（昭和53年秋田市議会訓令１号）の一部を次

のように改正する。

第４条第２項中「および主任」を「、主任および技能主任」に改める。

第５条中第13項を第14項とし、第12項の次に次の１項を加える。

13 技能主任は、上司の命を受けて、作業的業務の一部を分担処理する。

附 則

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市教委訓令第１号

教 育 委 員 会

関 係 各 所

秋田市教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定め

る。

令和８年３月31日

秋田市教育委員会

教育長 佐 藤 孝 哉

秋田市教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令

秋田市教育委員会職員服務規程（平成７年秋田市教委訓令第２号）の一

部を次のように改正する。

第４条第２項中「職員は」の次に「、勤務時間中において」を加え、

「勤務時間中左胸部の見やすい位置に」を削る。

附 則

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市上下水道局訓令第１号

上 下 水 道 局

関 係 各 所

秋田市上下水道局職員就業規程の一部を改正する訓令を次のように定め

る。

令和８年３月31日

秋田市上下水道事業管理者 佐々木 保

秋田市上下水道局職員就業規程の一部を改正する訓令

秋田市上下水道局職員就業規程（昭和31年秋田市水道ガス局訓令第10

号）の一部を次のように改正する。

第６条第２項中「左胸部の見やすい位置に」を削る。

附 則

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市上下水道局訓令第２号

上 下 水 道 局

関 係 各 所

秋田市上下水道局事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定め

る。

令和８年３月31日

秋田市上下水道事業管理者 佐々木 保

秋田市上下水道局事務決裁規程の一部を改正する訓令

秋田市上下水道局事務決裁規程（昭和37年秋田市水道ガス局訓令第２

号）の一部を次のように改正する。

別表第２の1の表第９号中「300万円未満」を「100万円以上」に改める。

附 則

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市消防本部訓令第１号

消 防 本 部

消 防 署

消 防 職 員 一 般

秋田市消防本部等処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和８年３月19日

秋田市消防長 堀 井 正 人

秋田市消防本部等処務規程の一部を改正する訓令

秋田市消防本部等処務規程（昭和39年秋田市消防本部訓令第１号）の一

部を次のように改正する。

「消防司令
第９条第１項の表出張所の項中「消防司令補」を に改め

消防司令補」

る。

附 則

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。

-193-



秋田市告示第64号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第３項の規定に基づき、

指定公金事務取扱者の変更に関する届出があったため、同条第４項の規定

により告示する。

令和８年３月２日

秋田市長 沼 谷 純

１ 受託者の名称および住所

小 林 三 男

秋田市外旭川字大畑63番地１

２ 歳入の名称

秋田市家庭ごみに係る一般廃棄物処理手数料

３ 変更事項

(1) 概要

次の店舗が取扱いを終了

(2) 対象となる店舗

ローソン秋田泉南一丁目店

４ 指定ごみ袋取扱店を終了した日

令和８年２月27日
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秋田市告示第65号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第３項の規定に基づき、

指定公金事務取扱者の変更に関する届出があったため、同条第４項の規定

により告示する。

令和８年３月２日

秋田市長 沼 谷 純

１ 受託者の名称および住所

秋田市土崎港北一丁目６番25号

２ 歳入の名称

秋田市家庭ごみに係る一般廃棄物処理手数料

３ 変更事項

(1) 概要

次の店舗が取扱いを終了

(2) 対象となる店舗

イオン土崎港店

４ 指定ごみ袋取扱店を終了した日

令和８年２月28日
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秋田市告示第66号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

農産物売払代金の徴収事務を次の者に委託したので、同条第２項の規定に

より告示する。

令和８年３月２日

秋田市長 沼 谷 純

１ 受託者の名称および事務所の所在地

名称 事務所の所在地

秋田なまはげ農業協同組合 秋田市千秋矢留町２番40号

彩菜館運営協議会 秋田市泉馬場13番10号

秋田市職員互助会 秋田市山王一丁目１番１号

２ 委託した公金事務の種類

農産物売払代金の徴収事務

３ 指定公金事務取扱者の指定日

令和８年２月24日

４ 指定公金事務取扱者の委託期間

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
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秋田市告示第67号

次の書類は、その送達を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないた

め送達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

第１項の規定により公示送達する。

なお、当該書類は、企画財政部納税課に保管し、送達を受けるべき者が

請求したときは、いつでも交付する。

令和８年３月２日

秋田市長 沼 谷 純

１ 送達を受けるべき者の住所および氏名

住所 秋田市八橋三和町１番19号 ロイヤル進拓201

氏名 佐 藤 昭 仁

２ 送達する書類

差押調書（謄本） １通

配当計算書 １通

-197-



秋田市告示第68号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の２の３第１項に規定する指

定納付受託者の指定について、秋田市財務規則（平成９年秋田市規則第37

号）第43条の２第１項の規定に基づき、次の者を指定納付受託者に指定し

たので、同条第２項の規定により告示する。

令和８年３月３日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定納付受託者の名称および所在地

ＳＢペイメントサービス株式会社

東京都港区海岸一丁目７番１号

２ 指定納付受託者に納付させる歳入

３ 指定納付受託者を指定した年月日

令和８年２月27日

４ 指定納付受託者を指定する期間

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

08 大森山動物園会計 01 使用料及び手数料 01 使用料 01 動物園使用料 01 動物園入園料 01 動物園入園料

細節会計 款 項 目 節
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秋田市告示第69号

次の書類は、その送達を受けるべき者の住所又は居所等が明らかでない

ため送達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の

２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該書類は、企画財政部納税課に保管し、送達を受けるべき者が

請求したときは、いつでも交付する。

令和８年３月３日

秋田市長 沼 谷 純

１ 送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

令和６年度分市税督促状（４件）

令和７年度分市税督促状（556件）
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秋田市告示第70号 

 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78条の２第１項および第115条の

12第１項の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者および指定地域

密着型介護予防サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第78条の

11および第115条の20の規定により告示する。 

 

  令和８年３月３日 

 

秋田市長 沼 谷   純           

 

事業者の 

名  称 

事業所の 

名  称 
事業所の所在地 指定の年月日 

サービスの 

種 類 

株 式 会 社

ビ ジ ュ ア

ル ビ ジ ョ

ン 

け あ ビ ジ ョ

ン ホ ー ム 秋

田金足 

秋田市金足追分

字 海 老 穴 210 番

地１ 

令和８年３月１日 

認 知 症 対 応

型 共 同 生 活

介 護 、 介 護

予 防 認 知 症

対 応 型 共 同

生活介護 
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秋田市告示第71号

秋田市自転車等の放置防止に関する条例（平成元年秋田市条例第28号）

第10条第１項および第３項の規定に基づき、自転車等放置禁止区域内およ

び自転車等放置規制区域内に放置されていた自転車等を次のとおり撤去し、

保管したので、同条例第11条第１項の規定により告示する。

令和８年３月３日

秋田市長 沼 谷 純

１ 撤去し、保管した自転車等

(1) 放置されていた場所および台数

秋田駅西地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車等放置規

制区域 １台

(2) 撤去し、保管した年月日

令和８年２月１日から同月28日まで

(3) 返還を行う時間および場所

ア 時間 午前10時から午後７時まで

イ 場所 秋田市東通仲町４番３号（秋田駅東自転車等駐車場内）

秋田市自転車等保管所

(4) 返還を開始する年月日および返還を行う期間

令和８年３月３日から同年９月３日まで

２ 返還を受けるために必要な事項

自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請書を

提出するとともに、自転車等の鍵等、当該自転車等の利用者又は所有者

であることを証明するものを提示すること。

３ 所有権の帰属

この告示に係る自転車等で、告示後６か月を経過しても利用者等の引

取りがないものについての所有権は、自転車の安全利用の促進及び自転
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車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭和55年法律第87号）第６

条第４項の規定に基づき本市に帰属する。

４ 問合せ先

秋田市山王一丁目１番１号

秋田市都市整備部交通政策課 電話 888－5766

秋田市東通仲町４番３号

秋田市自転車等保管所 電話 834－6497
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秋田市告示第72号

次の納税通知書は、その送達を受けるべき者の住所又は居所が明らかで

ないため送達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20

条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該納税通知書は、市民生活部国保年金課に保管し、送達を受け

るべき者が請求したときは、いつでも交付する。

令和８年３月５日

秋田市長 沼 谷 純

１ 送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

国民健康保険税納税通知書（課税年度令和７年 賦課年度令和７年）

国民健康保険税納税通知書（課税年度令和７年 賦課年度令和６年）
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秋田市告示第73号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

次のとおり指定公金事務取扱者を指定したので、同条第２項の規定により

告示する。

令和８年３月５日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定公金事務取扱者の名称および所在地

名 称 所 在 地

企業組合秋田中高年雇用福祉事業団 秋田市寺内蛭根三丁目24番31号

２ 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等

放置自転車等撤去保管手数料

３ 指定年月日

令和８年３月２日

４ 委託年月日

令和８年４月１日
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秋田市告示第74号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

次のとおり指定公金事務取扱者を指定したので、同条第２項の規定により

告示する。

令和８年３月５日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定公金事務取扱者の名称および所在地

名 称 所 在 地

株式会社友愛ビルサービス 秋田市山王三丁目１番７号

２ 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等

秋田駅西地下自転車駐車場における自転車等駐車場使用料

３ 指定年月日

令和８年３月２日

４ 委託年月日

令和８年４月１日
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秋田市告示第75号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

次のとおり指定公金事務取扱者を指定したので、同条第２項の規定により

告示する。

令和８年３月５日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定公金事務取扱者の名称および所在地

名 称 所 在 地

企業組合秋田中高年雇用福祉事業団 秋田市寺内蛭根三丁目24番31号

２ 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等

秋田駅東自転車等駐車場における自転車等駐車場使用料

３ 指定年月日

令和８年３月２日

４ 委託年月日

令和８年４月１日
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秋田市告示第76号

次の後期高齢者医療保険料督促状は、その送達を受けるべき者の住所又

は居所が明らかでないため送達できなかったので、高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和57年法律第80号）第112条の規定により準用する地方税

法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該督促状は、市民生活部後期高齢医療課に保管し、送達を受け

るべき者が請求したときは、いつでも交付する。

令和８年３月６日

秋田市長 沼 谷 純

１ 送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

令和７年度第７期後期高齢者医療保険料督促状
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秋田市告示第77号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第10項の規定により、

告示した事項に変更があったので、次のとおり告示する。

令和８年３月６日

秋田市長 沼 谷 純

１ 変更があった認可地縁団体の名称

福島町内会

２ 認可年月日

平成９年５月27日

３ 変更があった事項およびその内容

代表者の氏名および住所

変更前 寺 門 文 夫

秋田市仁井田福島二丁目５番10号

変更後 堀 井 伸

秋田市仁井田福島二丁目３番13号

４ 変更年月日

令和８年２月15日

５ 変更の理由

役員改選による。
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秋田市告示第78号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定に基

づき、次のとおり指定納付受託者を指定するので、同条第２項の規定によ

り告示する。

令和８年３月９日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定納付受託者の名称および所在地

(1) 株式会社秋田ジェーシービーカード

秋田市大町二丁目４番44号

(2) 株式会社ジェーシービー

東京都港区南青山五丁目１番22号 青山ライズスクエア

(3) 株式会社秋田国際カード

秋田市大町一丁目３番８号

２ 指定納付受託者に納付させる歳入

(1) ガラス作品等売払収入

(2) 作品売払分配金

３ 指定納付受託者を指定する年月日

令和８年４月１日
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秋田市告示第79号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

次のとおり指定公金事務取扱者を指定するので、同条第２項の規定により

告示する。

令和８年３月９日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定公金事務取扱者の名称および所在地

(1) 秋田空港ターミナルビル株式会社

秋田市雄和椿川字山籠49番地

(2) 株式会社秋田県物産振興会

秋田市中通二丁目３番８号

２ 指定公金事務取扱者に委託する公金事務に係る歳入等

ガラス作品等売払収入

３ 指定公金事務取扱者を指定する年月日

令和８年４月１日
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秋田市告示第80号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項に規定する

指定納付受託者の指定について、秋田市財務規則（平成９年秋田市規則第

37号）第43条の２第１項の規定に基づき、次の者を指定納付受託者に指定

したので、同条第２項の規定により告示する。

令和８年３月９日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定納付受託者の名称および所在地

アソビュー株式会社

東京都品川区大崎一丁目11－２ ゲートシティ大崎イーストタワー８

Ｆ

２ 指定納付受託者に納付させる歳入

３ 指定納付受託者を指定した年月日

令和８年２月27日

４ 指定納付受託者を指定する期間

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

08 大森山動物園会計 01 使用料及び手数料 01 使用料 01 動物園使用料 01 動物園入園料 01 動物園入園料

細節会計 款 項 目 節
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秋田市告示第81号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第173条の２第１項の規定に

基づき、公設地方卸売市場の使用料等の徴収事務を次の者に委託したので、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第２項の規定により告示

する。

令和８年３月９日

秋田市長 沼 谷 純

１ 受託人の住所および氏名

秋田市外旭川字待合28番地

あきた市場マネジメント株式会社

代表取締役 鈴 木 信 夫

２ 委託期間

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
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秋田市告示第82号

次の国民健康保険税督促状は、本人の住所又は居所が明らかでないため

送達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第

１項の規定により公示送達する。

なお、当該国民健康保険税督促状は、市民生活部国保年金課収納推進室

に保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、いつでも交付する。

令和８年３月10日

秋田市長 沼 谷 純

１ 送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

国民健康保険税督促状

３ 通知年度、賦課年度および期別

別紙（省略）のとおり
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秋田市告示第83号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

秋田市史の販売および販売に係る収入金の徴収事務を次の者へ委託したの

で、同条第２項の規定により告示する。

令和８年３月10日

秋田市長 沼 谷 純

１ 受託者の住所および氏名

住 所 氏 名

秋田県秋田市千秋城下町６番１号 株式会社加賀谷書店

代表取締役 加賀谷 龍 二

秋田県能代市畠町７番31号 合資会社一長堂

代表社員 嶋 田 マ サ

東京都千代田区神田神保町二丁目２番 株式会社六一書房

地22 代表取締役 八 木 唯 史

２ 取り扱う歳入

歴史書売払収入（秋田市史販売代金）

３ 指定公金事務取扱者に指定した日

令和８年２月24日

４ 委託期間

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
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秋田市告示第84号

計量法（平成４年法律第51号）第20条第１項の規定に基づき、指定定期

検査機関を次のとおり定めたので、同法第159条の規定により告示する。

令和８年３月10日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定定期検査機関の名称

一般社団法人秋田県計量協会

２ 指定定期検査機関の住所

秋田市川尻若葉町１番５号

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和11年３月31日まで
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秋田市告示第85号

令和８年３月４日の「令和８年２月秋田市議会定例会」において議決を

経た予算およびその要領は、別紙のとおりである。

令和８年３月11日

秋田市長 沼 谷 純
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秋田市告示第86号 

 

 次の書類は、その送達を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないた

め送達できなかったので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法

律第80号）第112条の規定により準用する地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２第１項の規定により公示送達する。 

 なお、当該書類は、市民生活部後期高齢医療課に保管し、送達を受ける

べき者が請求したときは、いつでも交付する。 

 

  令和８年３月12日 

 

                秋田市長 沼 谷   純      

 

１ 送達を受けるべき者の氏名および住所 

  別紙（省略）のとおり 

２ 送達する書類 

  令和７年度後期高齢者医療保険料納入通知書 
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秋田市告示第87号 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条第２項の規定に基づき、本 

市収納代理金融機関を次のとおり指定したので、同法施行令（昭和22年政

令第16号）第168条第８項の規定により告示する。 

 

  令和８年３月12日 

 

秋田市長 沼 谷   純      

 

１ 指定する金融機関 

  東北労働金庫の秋田県内全店舗 

２  指定年月日 

  令和８年４月１日 

３ 取扱事務 

  本市の公金収納事務 
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秋田市告示第88号 

 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項および同条第５

項において準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による場合を含

む。）の規定に基づき、介護扶助および介護支援給付のための介護を担当

させる機関を次のとおり指定し、および廃止したので、生活保護法第55条

の３の規定により告示する。 

  

  令和８年３月12日 

 

秋田市長 沼 谷   純      

 

１ 指定 

事業所名称 所 在 地 指定年月日 

 
特別養護老人ホー 
 
ム八橋 

   
 
秋田市八橋イサノ一丁目２番４号
  

 
 
令和７年12月１日 

 

 
ケアプランセンタ 
 
ーふく灯り 
 

   
 
秋田市東通館ノ越13番36号  

 

 
 
令和８年１月１日 

 

２ 廃止 

事業所名称 所 在 地 廃止年月日 

 
ほの花調剤薬局い 
 
ずみ店 

   
 
秋田市泉北三丁目17番17号  

 
 
令和７年12月31日 
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秋田市告示第89号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づ

き、証明書等自動交付事務の証明書交付手数料の収納事務を次の者に委託

したので、同条第２項の規定により告示する。

令和８年３月12日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定公金事務取扱者の名称および住所又は事務所の所在地

地方公共団体情報システム機構

東京都千代田区一番町25番地

２ 収納を委託する歳入

戸籍手数料

印鑑証明手数料

住民基本台帳手数料

所得証明書等交付手数料

３ 指定公金事務取扱者の指定をした日

令和８年３月12日

４ 指定公金事務取扱者に委託をした日

令和８年４月１日

５ 委託期間

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
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秋田市告示90号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

御所野近隣公園野球場等の使用料収納事務を次の者に委託したので、同条

第２項の規定により告示する。

令和８年３月13日

秋田市長 沼 谷 純

１ 受託者の住所および氏名

秋田市河辺豊成字虚空蔵大台滝１番地１

公益財団法人秋田市総合振興公社

理事長 鈴 木 勉

２ 委託事務

御所野近隣公園野球場等使用料収納事務

３ 指定日

令和８年３月12日

４ 委託期間

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
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秋田市告示第91号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定に基

づき、次のとおり指定納付受託者を指定したので、同条第２項の規定によ

り告示する。

令和８年３月16日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定納付受託者の名称および所在地

ＳＢペイメントサービス株式会社

東京都港区海岸一丁目７番１号

２ 指定納付受託者に納付させる歳入

(1) 納税証明書交付手数料

(2) 公園地使用料

３ 指定納付受託者を指定した年月日

令和８年３月16日

４ 指定納付受託者を指定する期間

令和８年４月１日から令和11年３月31日まで
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秋田市告示第92号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第10項の規定により、

告示した事項に変更があったので、次のとおり告示する。

令和８年３月16日

秋田市長 沼 谷 純

１ 変更があった認可地縁団体の名称

神田町内会

２ 認可年月日

平成12年11月30日

３ 変更があった事項およびその内容

代表者の氏名および住所

変更前 三 浦 正 儀

秋田市外旭川字神田897番地

変更後 佐 藤 恵 次

秋田市外旭川字梶ノ目169番地３

４ 変更年月日

令和８年３月９日

５ 変更の理由

役員改選による。
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秋田市告示第93号

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年

政令第34号）第５条第３項および第７条第５項の規定に基づき、令和８年

度の公共工事の発注見通し、入札および契約の過程ならびに契約内容につ

いて、閲覧に供する方法を次のとおり定めたので告示する。

令和８年３月16日

秋田市長 沼 谷 純

１ 閲覧方法

インターネット（秋田市電子入札システム「入札情報サービス」）

２ 閲覧期間

(1) 発注見通し

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

(2) 入札および契約の過程ならびに契約内容

入札案件の公表日から令和10年３月31日まで

なお、契約を締結した公共工事については、当該工事の完成日又は

契約解除日の属する年度の翌年度まで

-284-



秋田市告示第94号 

 

地方自治法（昭和22年政令第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

公金の収納事務を指定公金事務取扱者に委託したので、同条第２項の規定

により告示する。 

 

  令和８年３月17日 

 

秋田市長 沼 谷   純      

 

１ 受託者の所在地および氏名 

  秋田市上北手荒巻字堺切24番地２ 

  特定非営利活動法人 子育て応援Ｓｅｅｄ 

  理事長 山 﨑   純 

２ 歳入の名称 

  子ども広場運営業務における使用料の徴収事務 

３ 指定日 

  令和８年３月 13 日 

４ 委託日 

  令和８年３月 13 日 
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秋田市告示第95号 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17

年法律第123号）第59条第１項の規定に基づき、指定自立支援医療機関（育

成医療・更正医療）を次のとおり指定したので、同法第69条の規定により

告示する。 

 

  令和８年３月17日 

 

秋田市長 沼 谷   純      

 

  担当する医療の種類：訪問看護 

 

指定 

番号 

 

 

医療機関 

の 名 称 

 

所 在 地
 

 

 

事業者名および 

代 表 者 氏 名 

 

指 定 

年月日 

 

 

29 

 

 

 

訪問看護ステ 

ーションＳＯ 

ＲＡ 

 

 

秋 田 市 山 王 三 丁 目 １ 番

１号 

秋田県庁第二庁舎３階 

創業支援室Ｂ－６ 

 

 

株式会社クラフ 

トケア 

代表取締役 

佐 藤 泰 天 

 

 

令和８年 

４月１日 
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秋田市告示第96号 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17

年法律第123号）第59条第１項の規定に基づき、指定自立支援医療機関（育

成医療・更正医療）を次のとおり指定したので、同法第69条の規定により

告示する。 

 

  令和８年３月17日 

 

秋田市長 沼 谷   純      

 

  担当する医療の種類：薬局 

指定 

番号 

医療機関 

の 名 称 

 

所 在 地
 

 

 

開 設 者 名
 

 

廃 止 

年月日
 

 

 

249 

 

 

 

 

 

イオン薬局 

土崎港店 

 

 

 

 

秋田市土崎港南二丁目３

番 41 号 

 

 

 

イオン東北株式

会社 

代表取締役社長 

   雅 信 

 

 

 

令和８年 

３月 10日 
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秋田市告示第97号

秋田市中央市民サービスセンターの指定管理者を次のとおり指定したの

で、秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成

17年秋田市条例第45号）第10条の規定により告示する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

１ 施 設 名 秋田市中央市民サービスセンター

２ 指定管理者 秋田市山王一丁目１番１号

中央地域づくり協議会

会長 佐々木 政 昭

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和13年３月31日まで
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秋田市告示第98号

秋田市旭北地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定し

たので、秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成17年秋田市条例第45号）第10条の規定により告示する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

１ 施 設 名 秋田市旭北地区コミュニティセンター

２ 指定管理者 秋田市大町四丁目４番15号

旭北地区コミュニティセンター管理運営委員会

会長 長谷川 淳 司

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和13年３月31日まで
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秋田市告示第99号

秋田市桜地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定した

ので、秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平

成17年秋田市条例第45号）第10条の規定により告示する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

１ 施 設 名 秋田市桜地区コミュニティセンター

２ 指定管理者 秋田市桜台一丁目１番４号

桜地区コミュニティセンター管理運営委員会

会長 武 内 仁

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和13年３月31日まで
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秋田市告示第100号

秋田市上北手地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定

したので、秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成17年秋田市条例第45号）第10条の規定により告示する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

１ 施 設 名 秋田市上北手地区コミュニティセンター

２ 指定管理者 秋田市上北手猿田字苗代沢37番地１

上北手地区コミュニティセンター管理運営委員会

会長 鈴 木 一 弘

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和13年３月31日まで
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秋田市告示第101号 

 

 秋田市北部市民サービスセンターの指定管理者を次のとおり指定したの

で、秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成

17年秋田市条例第45号）第10条の規定により告示する。 

 

  令和８年３月17日 

 

                 秋田市長 沼 谷   純      

 

１ 施 設 名 秋田市北部市民サービスセンター 

２ 指定管理者 秋田市土崎港西五丁目３番１号 

        北部地域住民自治協議会 

        会長 渡 邊 清 明 

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和13年３月31日まで 
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秋田市告示第102号

秋田市寺内地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定し

たので、秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成17年秋田市条例第45号）第10条の規定により告示する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

１ 施 設 名 秋田市寺内地区コミュニティセンター

２ 指定管理者 秋田市寺内神屋敷13番23号

寺内地区コミュニティセンター管理運営委員会

会長 川 口 洋 一

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和13年３月31日まで
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秋田市告示第103号

秋田市金足地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定し

たので、秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成17年秋田市条例第45号）第10条の規定により告示する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

１ 施 設 名 秋田市金足地区コミュニティセンター

２ 指定管理者 秋田市金足小泉字上前55番地

金足地区コミュニティセンター管理運営委員会

会長 水 澤 慶 一

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和13年３月31日まで
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秋田市告示第104号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

西部市民サービスセンターの施設使用料の徴収事務を次の者に委託したの

で、同条第２項の規定により告示する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

１ 受託人の住所および氏名

秋田市新屋扇町13番34号

西部地域住民自治協議会

会長 赤 沼 侃

２ 委託事務

秋田市西部市民サービスセンター使用料徴収事務

３ 指定日

令和８年３月17日

４ 委託期間

令和８年４月１日から令和11年３月31日まで
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秋田市告示第105号 

 

 国土調査法（昭和26年法律第180号）第６条第３項の規定に基づき、秋田

県知事から令和８年度における国土調査として指定を受けた地区の地籍調

査を実施するので、同法第７条の規定により告示する。 

 

  令和８年３月18日 

 

秋田市長 沼 谷   純      

 

１ 国土調査として告示された年月日 

  令和８年３月６日 秋田県告示第116号 

２ 調査を実施する者の名称 

  秋田市 

３ 調査地区 

 (1) 地積測定・地籍簿および原図作成地区 

   秋田市河辺神内字四国の一部 

 (2) 地籍測量・一筆地調査地区 

   秋田市河辺神内字四国の一部 

４ 調査期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 
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秋田市告示第106号

秋田市河辺市民サービスセンターの指定管理者を次のとおり指定したの

で、秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成

17年秋田市条例第45号）第10条の規定により告示する。

令和８年３月18日

秋田市長 沼 谷 純

１ 施 設 名 秋田市河辺市民サービスセンター（秋田市市民サービス

センター条例（平成20年秋田市条例第38号）第４条の表

秋田市河辺市民サービスセンターの項第１号から第３号

までに規定する地域文化ホールおよび和室ならびに洋室

に限る。）

２ 指定管理者 秋田市河辺和田字北条ケ崎38番地２

河辺の郷自治協議会

会長 高 橋 孝 一

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和13年３月31日まで
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秋田市告示第107号

秋田市河辺岩見温泉交流センターの指定管理者を次のとおり指定したの

で、秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成

17年秋田市条例第45号）第10条の規定により告示する。

令和８年３月18日

秋田市長 沼 谷 純

１ 施 設 名 秋田市河辺岩見温泉交流センター

２ 指定管理者 秋田市河辺三内字外川原101番地１

河辺岩見温泉交流センター管理運営協議会

会長 備 後 正 義

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和13年３月31日まで
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秋田市告示第108号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第10項の規定により、

告示した事項に変更があったので、次のとおり告示する。

令和８年３月18日

秋田市長 沼 谷 純

１ 変更があった認可地縁団体の名称

留見瀬町内会

２ 認可年月日

平成16年７月９日

３ 変更があった事項およびその内容

(1) 主たる事務所

変更前 秋田市河辺三内字留見瀬野113番地１

変更後 秋田市河辺岩見字萱森留見瀬48番地１

(2) 代表者の氏名および住所

変更前 戸井田 正 彦

秋田市河辺三内字留見瀬野113番地１

変更後 戸井田 喜美雄

秋田市河辺岩見字萱森留見瀬48番地１

４ 変更年月日

令和８年２月11日

５ 変更の理由

役員改選による。
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秋田市告示第109号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第10項の規定により、

告示した事項に変更があったので、次のとおり告示する。

令和８年３月18日

秋田市長 沼 谷 純

１ 変更があった認可地縁団体の名称

本町町内会

２ 認可年月日

平成10年12月25日

３ 変更があった事項およびその内容

代表者の氏名および住所

変更前 永 井 一 芳

秋田市太平目長崎字本町78番地

変更後 嵯 峨 勝

秋田市太平目長崎字本町42番地

４ 変更年月日

令和８年２月１日

５ 変更の理由

役員改選による。
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秋田市告示第110号

次の差押調書（謄本）、配当計算書は、その送達を受けるべき者の住所

又は居所が明らかでないため送達できなかったので、地方税法（昭和25年

法律第226号）第20条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該書類は、企画財政部納税課に保管し、送達を受けるべき者が

請求したときは、いつでも交付する。

令和８年３月19日

秋田市長 沼 谷 純

１ 送達を受けるべき者の氏名および住所

住 所 秋田市太平八田字和岱13番地１

対象者 亡 浅野恵子相続財産

２ 送達する書類

差押調書（謄本） １通

配当計算書 １通

-301-



秋田市告示111号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

雄物川河川緑地等維持管理業務におけるテニスコート等の使用料の徴収事

務を次の者に委託したので、同条第２項の規定により告示する。

令和８年３月19日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定公金事務取扱者の名称および所在地

公益財団法人秋田市総合振興公社

理事長 鈴 木 勉

秋田市河辺豊成字虚空蔵大台滝１番地１

２ 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等

雄物川河川緑地等維持管理業務におけるテニスコート等の使用料の徴

収事務

３ 指定日

令和８年３月19日

４ 委託期間

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
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秋田市告示112号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

一つ森公園管理運営等業務における体育館等の使用料の徴収事務を次の者

に委託したので、同条第２項の規定により告示する。

令和８年３月19日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定公金事務取扱者の名称および所在地

公益財団法人秋田市総合振興公社

理事長 鈴 木 勉

秋田市河辺豊成字虚空蔵大台滝１番地１

２ 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等

一つ森公園管理運営等業務における体育館等の使用料の徴収事務

３ 指定日

令和８年３月19日

４ 委託期間

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
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秋田市告示第113号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の２の３第１項に規定する指

定納付受託者の指定について、秋田市財務規則(平成９年秋田市財務規則

第37号)第43条の２第１項の規定に基づき、次の者を指定納付受託者に指

定したので、同条第２項の規定により告示する。

令和８年３月19日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定納付受託者の名称および所在地

(1) ルミーズ株式会社

代表取締役社長 佐 藤 有 道

長野県小諸市本町三丁目２番25号 菱屋本町ビル

(2) ブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社

代表取締役 島 本 茂 弘

東京都品川区西五反田七丁目７番７号 ＳＧスクエア７階

２ 指定納付受託者に納付させる歳入

（仮称）千秋公園大手門通り有料駐車場利用料

３ 指定日

令和８年３月19日
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秋田市告示第114号

秋田市雄和市民サービスセンターの指定管理者を次のとおり指定したの

で、秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成

17年秋田市条例第45号）第10条の規定により告示する。

令和８年３月23日

秋田市長 沼 谷 純

１ 施 設 名 秋田市雄和市民サービスセンター

２ 指定管理者 秋田市雄和妙法字上大部48番地１

雄和市民協議会

会長 長 沼 隆

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和13年３月31日まで
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秋田市告示第115号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

中央市民サービスセンターの施設使用料の徴収事務を次の者に委託したの

で、同条第２項の規定により告示する。

令和８年３月23日

秋田市長 沼 谷 純

１ 受託人の住所および氏名

秋田市山王一丁目１番１号

中央地域づくり協議会

会長 佐々木 政 昭

２ 委託事務

秋田市中央市民サービスセンター使用料徴収事務

３ 指定日

令和８年３月18日

４ 委託期間

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで
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秋田市告示第116号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

秋田市保健所取扱手数料に係る公金事務を次の者に委託したので、同条第

２項の規定により告示する。

令和８年３月23日

秋田市長 沼 谷 純

１ 受託者の住所および氏名

秋田市八橋南一丁目８番３号

秋田食品衛生協会

会長 鈴 木 清

２ 委託の期間

令和８年４月１日から令和９年３月31日までの１年間

３ 指定公金事務取扱者の指定日および委託日

令和８年３月16日
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秋田市告示第117号

秋田市河辺高齢者健康づくりセンターの指定管理者を次のとおり指定し

たので、秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成17年秋田市条例第45号）第10条の規定により告示する。

令和８年３月23日

秋田市長 沼 谷 純

１ 施 設 名 秋田市河辺高齢者健康づくりセンター

２ 指定管理者 秋田市河辺三内字丸舞１番地１

河辺地域振興株式会社

代表取締役 尾 形 和 雄

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
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秋田市告示第118号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の２第１項に規定に基づき、

次のとおり指定公金事務取扱者に指定したので、同条第２項の規定により

告示する。

令和８年３月23日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定公金事務取扱者の名称および所在地

別紙「指定公金事務取扱者一覧」のとおり

２ 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等

(1) 個人市民税・県民税（普通徴収）

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 後期高齢者医療保険料（普通徴収）

(6) 介護保険料（普通徴収）

(7) 私立保育所保護者負担金

(8) 公立保育所保護者負担金

(9) 延長保育利用収入

(10)市営住宅使用料

(11)市営住宅駐車場使用料

(12)特定公共賃貸住宅使用料

３ 指定公金事務取扱者に指定する期間

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで
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別紙

名称 所在地 チェーン名称またはアプリ名称

株式会社秋田銀行 秋田県秋田市山王三丁目２番１号

地銀ネットワークサービス
株式会社

東京都中央区日本橋本石町四丁目
６番７号
日本橋日銀通りビル５階

ＫＤＤＩ株式会社
東京都港区高輪二丁目21番１号
THE LINKPILLAR 1 NORTH

au PAY（請求書支払い）

株式会社しんきん情報サー
ビス

東京都港区港南一丁目８番27号 ＭＭＫ設置店

株式会社セイコーマート
北海道札幌市中央区南９条西五丁
目421番地

セイコーマート、ハマナスクラブ、
ハセガワストア、タイエー

株式会社セブン-イレブン・
ジャパン

東京都千代田区二番町８番地８ セブン-イレブン

株式会社ＮＴＴドコモ
東京都千代田区永田町二丁目11番
１号

d払い 請求書払い

株式会社ファミリーマート 東京都港区芝浦三丁目１番21号
ファミリーマート
FamiPay請求書支払い

株式会社ポプラ
広島県広島市安佐北区安佐町大字
久地665番地の１

ポプラ、くらしハウス、スリーエイ
ト、生活彩家

ミニストップ株式会社
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５
番地１

ミニストップ

山崎製パン株式会社
東京都千代田区岩本町三丁目10番
１号

デイリーヤマザキ、ニューヤマザキ
デイリーストア、ヤマザキデイリー
ストアー、ヤマザキスペシャルパー
トナーショップ

楽天ペイメント株式会社
東京都港区港南二丁目16番５号
NBF品川タワー

楽天ペイ（請求書払い）

株式会社ローソン 東京都品川区大崎一丁目11番２号 ローソン、ローソンストア100

（50音順）

指定公金事務取扱者一覧
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秋田市告示第119号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項に規定に基

づき、次のとおり指定納付受託者に指定したので、同条第２項の規定によ

り告示する。

令和８年３月23日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定納付受託者の名称および所在地ならびにアプリ名称

名称 所在地 アプリ名称

PayPay株式会社 東京都千代田区紀尾井町１番３号 PayPay請求書払い

イオンフィナンシャル 東京都千代田区神田錦町一丁目１ AEON Pay請求書払い

サービス株式会社 番地

２ 対象とする歳入

(1) 個人市民税・県民税（普通徴収）

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 後期高齢者医療保険料（普通徴収）

(6) 介護保険料（普通徴収）

(7) 私立保育所保護者負担金

(8) 公立保育所保護者負担金

(9) 延長保育利用収入

(10)市営住宅使用料

(11)市営住宅駐車場使用料

(12)特定公共賃貸住宅使用料

３ 委託期間

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで
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秋田市告示第120号

秋田市河辺ユフォーレ公園施設の指定管理者を次のとおり指定したので、

秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年

秋田市条例第45号）第10条の規定により告示する。

令和８年３月24日

秋田市長 沼 谷 純

１ 施 設 名 秋田市河辺ユフォーレ公園施設

２ 指定管理者 秋田市河辺三内字丸舞１番地１

河辺地域振興株式会社

代表取締役 尾 形 和 雄

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
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秋田市告示第121号

令和８年３月17日の「令和８年２月秋田市議会定例会」において議決を

経た予算およびその要領は、別紙のとおりである。

令和８年３月24日

秋田市長 沼 谷 純
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議案第82号

令和７年度秋田市一般会計補正予算（第13号）

令和７年度秋田市の一般会計補正予算（第13号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 67,5 75千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ157,474,069千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。
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16 30,102,523 18,229 30,120,752

2 国庫補助金 7,927,742 18,229 7,945,971

20 3,617,328 18,233 3,635,561

2 基金繰入金 3,415,261 18,233 3,433,494

22 8,894,250 31,113 8,925,363

5 雑入 2,014,928 31,113 2,046,041

157,406,494 67,575 157,474,069

国庫支出金

繰入金

諸収入

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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7 10,301,625 19,721 10,321,346

1 商工費 10,301,625 19,721 10,321,346

8 18,246,100 47,854 18,293,954

4 港湾費 213,513 47,854 261,367

157,406,494 67,575 157,474,069

歳　　出

商工費

土木費

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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  第２表　　繰越明許費補正

千円

7 1 商工費 秋田市観光振興協働交付金 19,721

8 4 港湾費 秋田港大型クルーズ船誘致等事業 47,854

商工費

(追　加)

款 項 事 業 名 金 額

土木費
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１　総　　括

　歳　　入

16 国庫支出金 30,102,523 18,229 30,120,752

20 繰入金 3,617,328 18,233 3,635,561

22 諸収入 8,894,250 31,113 8,925,363

157,406,494 67,575 157,474,069歳　　入　　合　　計

 千円

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円
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　歳　　出

7 商工費 10,301,625 19,721 10,321,346

8 土木費 18,246,100 47,854 18,293,954

157,406,494 67,575 157,474,069歳　　出　　合　　計

 千円 千円

款 計

 千円

補正前の額 補　正　額
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国県支出金 市　　　　　債 そ　の　他

9,860 9,861

8,369 31,113 8,372

18,229 0 31,113 18,233

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円  千円  千円  千円
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計 2,014,928 31,113 2,046,041

ーツ雑入

31,113

２２款　諸収入

　５項　雑入

4 2,014,925 31,113 2,046,038雑入 4 観光文化スポ

計 3,415,261 18,233 3,433,494

繰入金

18,233

２０款　繰入金

　２項　基金繰入金

1 1,400,000 18,233 1,418,233財政調整基金繰入金 1 財政調整基金

計 7,927,742 18,229 7,945,971

3 港湾費補助金 8,3696 2,228,273 8,369 2,236,642土木費国庫補助金

1 商工費補助金 9,860

２　　歳    入

5 42,732 9,860 52,592商工費国庫補助金

補　正　額 計

 千円

１６款　国庫支出金

　２項　国庫補助金

節

区　　分 金　　額

 千円 千円  千円

目 補正前の額
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　１６款　国庫支出金　２０款　繰入金　２２款　諸収入

79 秋田港クルーズ客船受入負担金 （観光振） 31,113

01 財政調整基金繰入金 （財　政） 18,233

8,36903 新しい地方経済・生活環境創生交付金 （観光振）

9,86015 新しい地方経済・生活環境創生交付金 （観光振）

説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円
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31,1130 8,372261,367213,513 47,854計 8,369

8,372

　４項　港湾費

　８款　土木費

47,8541 港湾振興費 213,513 261,367 8,369 31,113

47,854千円

47,854千円

00 9,86110,321,34610,301,625 19,721計 9,860

9,86119,7215 観光費 1,320,714 1,340,435 9,860

　７款　商工費

　１項　商工費 19,721千円

19,721千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源補正額

市　　債

計

 千円 千円  千円  千円

目 補正前の額

３　　歳    出

 千円  千円  千円

-324-



　　７款　商工費　　８款　土木費

47,854　　秋田港大型クルーズ船誘致等事業

47,854委託料12 【観光文化スポーツ部関係】 47,854

及び交付金 19,721　　秋田市観光振興協働交付金

【観光文化スポーツ部関係】 19,72119,721負担金、補助18

節

 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円
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      67,575　千円

      49,342

      18,233○

（単位：千円）

款 金      額 項 金      額

20 繰 入 金 18,233 2 基 金 繰 入 金 18,233

計  18,233

こ  の  補  て  ん

歳　　入　　に　　関　　す　　る　　調

歳 出 総 額

上記のうち特定財源

差 引 一 般 財 源
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秋田市告示第122号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

雄和市民サービスセンターの施設使用料の徴収事務を次の者に委託したの

で、同条第２項の規定により告示する。

令和８年３月24日

秋田市長 沼 谷 純

１ 受託人の住所および氏名

秋田市雄和妙法字上大部48番地１

雄和市民協議会

会長 長 沼 隆

２ 委託事務

秋田市雄和市民サービスセンター使用料徴収事務

３ 指定日

令和８年４月１日

４ 委託期間

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで
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秋田市告示第123号 

 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条および第50条の２（中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項に

おいてその例による場合を含む。）の規定に基づき、医療扶助および医療

支援給付のための医療を担当させる機関を次のとおり指定し、変更し、お

よび廃止したので、生活保護法第55条の３の規定により告示する。 

 

  令和８年３月26日 

 

秋田市長 沼 谷   純      

 

１ 指定 

事業所名称 所 在 地 指定年月日 

 
こどもとおとなのなか 
 
じまクリニック 

 
秋田市土崎港北二丁目17番17 
 
号 

 
 
令和８年１月１日 

 

 
 
向島医院 

 

 
秋田市土崎港中央三丁目５番 
 
10号 

 
 
令和８年２月１日 

 

 
ほの花調剤薬局いずみ 
 
店 
 

   
 
秋田市泉北三丁目17番17号  

 

 
 
令和８年１月１日 

 

２ 変更 

事業所名称 変更年月日 
  

旧 

   

訪問看護事業所エール秋田 
  令和８年２月１日 

新 

   

ネコロボ訪問看護秋田店 
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３ 廃止 

事業所名称 廃止年月日 

 
 
七海医院 

 

 
 
令和８年１月22日 

 

 
こどもとおとなのなか 
 
じまクリニック 

 
 
令和７年12月31日 

 

 
ほの花調剤薬局いずみ 
 
店 
 

 
 
令和７年12月31日 
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秋田市告示第124号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

次のとおり指定公金事務取扱者を指定したので、同条第２項の規定により

告示する。

令和８年３月26日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定公金事務取扱者の名称および所在地

名 称 所 在 地

一般財団法人地域総合整備財団 東京都千代田区麹町４－８－１

２ 指定公金事務取扱者に委託した公金事務

地域総合整備資金の貸付けに係る支出および徴収事務

３ 指定年月日

令和８年４月１日
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秋田市告示第125号 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

北部市民サービスセンターの施設使用料の徴収事務を次の者に委託したの

で、同条第２項の規定により告示する。 

 

令和８年３月26日  

 

秋田市長 沼 谷   純      

 

１ 受託人の住所および氏名  

秋田市土崎港西五丁目３番１号 

  北部地域住民自治協議会 

  会長 渡 邊 清 明 

２ 委託事務                

秋田市北部市民サービスセンター使用料徴収事務 

３ 指定日                

令和８年３月25日 

４ 委託期間                

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで 
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秋田市告示第126号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の規定において準用す

る同法第19条第１項の規定により都市計画を変更したので、同法第21条第

２項の規定において準用する同法第20条第１項の規定により次のとおり告

示し、同条第２項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

令和８年３月27日

秋田市長 沼 谷 純

１ 都市計画の種類および名称

秋田都市計画道路 ３・４・33号 将軍野相染線

秋田都市計画道路 ３・４・34号 土崎環状線

秋田都市計画道路 ３・５・37号 秋田港四ツ屋線

秋田都市計画道路 ３・４・76号 前田和田２号線

２ 都市計画を変更した区域

秋田市土崎港東三丁目、土崎港東四丁目、土崎港北一丁目、土崎港北

三丁目、土崎港北四丁目、土崎港北五丁目、土崎港北六丁目、土崎港北

七丁目、港北新町、港北松野町、土崎港相染町字土浜、土崎港相染町字

沼端、土崎港相染町字浜ナシ山、河辺北野田高屋字上前田表、河辺北野

田高屋字前田表、河辺和田字上中野および河辺和田字北条ケ崎地内

３ 縦覧場所

秋田市山王一丁目１番１号 秋田市都市整備部都市計画課
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秋田市告示第127号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の２第１項の規定に基づき、

次のとおり指定公金事務取扱者を指定したので、同条第２項の規定により

告示する。

令和８年３月27日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定公金事務取扱者の名称および所在地

名 称 所 在 地

公益財団法人 秋田市大町一丁目２番37号

秋田観光コンベンション協会

２ 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等

佐竹史料館グッズ販売収入

３ 指定年月日

令和８年３月27日
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秋田市告示第128号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第10項の規定により、

告示した事項に変更があったので、次のとおり告示する。

令和８年３月27日

秋田市長 沼 谷 純

１ 変更があった認可地縁団体の名称

浦山町内会

２ 認可年月日

平成28年１月19日

３ 変更があった事項およびその内容

代表者の氏名および住所

変更前 伊 藤 吉 治

秋田市金足浦山字浦山１番地

変更後 伊 藤 重 義

秋田市金足浦山字岩崎118番地１

４ 変更年月日

令和８年３月１日

５ 変更の理由

役員改選による。
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秋田市告示第129号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項および第２項の規定に基

づき、次のとおり道路の区域を変更し供用を開始する。

その関係図面は、秋田市建設部建設総務課において一般の縦覧に供する。

令和８年３月27日

秋田市長 沼 谷 純

１ 道路の区域変更および供用開始の区間

別紙（省略）のとおり

２ 区域変更および供用開始の期日

令和８年３月27日

３ 縦覧期間

令和８年３月27日から同年４月15日まで。ただし、土曜日および日曜

日を除く、午前８時30分から午後５時15分まで
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秋田市告示第130号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

秋田市河辺市民サービスセンターの施設使用料の徴収事務を次の者に委託

したので、同条第２項の規定により告示する。

令和８年３月30日

秋田市長 沼 谷 純

１ 受託人の住所および氏名

秋田市河辺和田字北条ケ崎38番地２

河辺の郷自治協議会

会長 高 橋 孝 一

２ 委託事務

秋田市河辺市民サービスセンター使用料徴収事務

３ 指定日

令和８年４月１日

４ 委託期間

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで
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秋田市告示第131号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

秋田市河辺岩見温泉交流センターの施設使用料の徴収事務を次の者に委託

したので、同条第２項の規定により告示する。

令和８年３月30日

秋田市長 沼 谷 純

１ 受託人の住所および氏名

秋田市河辺三内字外川原101番地１

河辺岩見温泉交流センター管理運営協議会

会長 備 後 正 義

２ 委託事務

秋田市河辺岩見温泉交流センター使用料徴収事務

３ 指定日

令和８年３月27日

４ 委託期間

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで
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秋田市告示第132号

秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例（平成４年秋田市条例第

37号）第21条第１項の規定に基づき、秋田市一般廃棄物処理実施計画を定

めたので告示する。

令和８年３月30日

秋田市長 沼 谷 純
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秋田市告示第133号

秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例（平成４年秋田市条例第

37号）第21条第１項の規定に基づき、令和８年度秋田市一般廃棄物処理実

施計画を定めたので告示する。

令和８年３月30日

秋田市長 沼 谷 純
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秋田市告示第134号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

次のとおり指定公金事務取扱者を指定したので、同条第２項の規定により

告示する。

令和８年３月30日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定公金事務取扱者の名称および所在地

名称 所在地

北部地域住民自治協議会 秋田市土崎港西五丁目３番１号

２ 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等

秋田市古川町街区公園（土崎市民グラウンド）の施設使用料

３ 指定公金事務取扱者に指定をした日

令和８年３月24日
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秋田市告示第135号

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第58条の６の規定に基づ

き、特定子ども・子育て支援施設等が次のとおり確認の辞退をしたので、

同法第58条の11の規定により告示する。

令和８年３月30日

秋田市長 沼 谷 純

１ 特定子ども・子育て支援提供者の名称、特定子ども・子育て支援を提

供する施設又は事業所（以下「施設等」という。）の名称および所在地

ならびに子ども・子育て支援施設等の種類

(1) 特定子ども・子育て支援提供者の名称

秋田市

(2) 施設等の名称

秋田市金足西幼児園

(3) 施設等の所在地

秋田市金足大清水字大清水台１番地４

(4) 子ども・子育て支援施設等の種類

一時預かり事業

２ １に掲げる特定子ども・子育て支援施設等が確認の辞退をした年月日

令和８年３月31日
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秋田市告示第136号

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第58条の２の規定に基づ

き、特定子ども・子育て支援施設等を次のとおり確認したので、同法第58

条の11の規定により告示する。

令和８年３月30日

秋田市長 沼 谷 純

１ 特定子ども・子育て支援提供者の名称

学校法人秋田カトリック学園

２ 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所（以下「施設等」

という。）の名称

土崎カトリックこども園

３ 施設等の所在地

秋田市土崎港南三丁目13番35号

４ 子ども・子育て支援施設等の種類

一時預かり事業

５ 確認した年月日

令和８年４月１日
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秋田市告示第137号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の27第２項に規定する包括外

部監査契約を締結したので、同法第252条の36第６項の規定により、次のと

おり告示する。

令和８年３月30日

秋田市長 沼 谷 純

１ 契約の始期

令和８年４月１日

２ 費用額の算定方法

別表（省略）のとおり

３ 契約の相手方

氏 名 越 山 薫

住 所 秋田県南秋田郡井川町坂本字大野地237番地１

４ 費用の支払方法

監査の結果に関する報告の提出後に支払う。ただし、執務費用は、概

算払をすることができるものとする。
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秋田市告示第138号

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第30条の20第１項の規定

に基づき、特定乳児等通園支援事業者を次のとおり確認したので、同法第

54条の３において準用する第53条の規定により告示する。

令和８年３月30日

秋田市長 沼 谷 純

１ 特定乳児等通園支援事業所の名称および所在地ならびに当該特定乳児

等通園支援事業者の名称

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称

寺内保育所 秋田市寺内油田二丁目５－１ 秋田市

岩見三内保育所 秋田市河辺三内字外川原115 秋田市

川添保育所 秋田市雄和椿川字長者屋敷33 秋田市

河辺保育所 秋田市河辺北野田高屋字上前 秋田市

田表68－１

かんば認定こども園 秋田市牛島西一丁目７－42 社会福祉法人澪標

会

こども園あきた風の遊 秋田市土崎港西三丁目８－28 社会福祉法人風の

育舎 遊育舎

こども園いずみ風の遊 秋田市寺内字三千刈223－１ 社会福祉法人風の

育舎 遊育舎

こども園こうほく風の 秋田市土崎港北六丁目１－33 社会福祉法人風の

遊育舎 遊育舎
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ゆめの樹保育園 秋田市山王四丁目４－14 清三屋商事株式会

教育会館１階 社

ビーンズ保育園 秋田市保戸野八丁２－９ 株式会社いわま薬

局

白百合こども園 秋田市八橋鯲沼町５－６ 社会福祉法人白百

合保育園

オランジェリー秋田第 秋田市新屋鳥木町１－173 株式会社プレステージ

１保育園 ・インターナショナル

し～な保育園 秋田市八橋南一丁目１－３ 株式会社ＴＥＡＭ

ＣＮＡ ＬＩＦＥ

わかこま第一保育園 秋田市山王二丁目１－21 社会福祉法人若駒

会

わかこま第二保育園 秋田市山王六丁目７－26 社会福祉法人若駒

会

認定こども園山王幼稚 秋田市山王中園町４－15 学校法人山王学園

園・保育園

大野保育園 秋田市仁井田字西潟敷11 社会福祉法人大野

保育園

ならやま認定こども園 秋田市南通宮田16－30 社会福祉法人楢山

保育園

聖使幼稚園 秋田市保戸野中町６－36 学校法人聖公会聖

ミカエル学園

城南園 秋田市楢山古川新町41－２ 社会福祉法人秋田

婦人ホーム

やまばと保育園 秋田市新屋寿町８－69 社会福祉法人友睦

会

めぐみ保育園 秋田市東通七丁目４－11 株式会社ＬＢＫ
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こばと保育園 秋田市広面字釣瓶町71－４ 社会福祉法人こば

と保育園

みつば保育園 秋田市保戸野八丁２－20 社会福祉法人こば

と保育園

ニチイキッズ秋田ひろ 秋田市広面字堤敷73－１ 株式会社ニチイ学

おもて保育園 館

あおぞら幼保連携型認 秋田市仁井田字仲谷地284 社会福祉法人雄仁

定こども園 会

幼保連携型認定こども 秋田市四ツ小屋字中野258 社会福祉法人雄仁

園あおぞらなないろ園 会
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秋田市告示第139号 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定に基

づき、次のとおり指定納付受託者に指定したので、同条第２項の規定によ

り告示する。 

 

  令和８年３月30日 

 

秋田市長 沼 谷   純      

 

１ 指定納付受託者の名称および所在地 

(1) 株式会社秋田ジェーシービーカード 

  秋田県秋田市大町二丁目４番44号 

(2) 株式会社秋田国際カード 

  秋田県秋田市大町一丁目３番８号 

２ 指定納付受託者に納付させる歳入 

 (1) 個人市民税・県民税（普通徴収） 

(2) 固定資産税 

(3) 軽自動車税 

(4) 国民健康保険税 

(5) 後期高齢者医療保険料（普通徴収） 

(6) 介護保険料（普通徴収） 

(7) 私立保育所保護者負担金 

(8) 公立保育所保護者負担金 

(9) 延長保育利用収入 

(10) 市営住宅使用料 

(11) 市営住宅駐車場使用料 

(12) 特定公共賃貸住宅使用料 

 ただし、クレジットカード納付専用インターネットウェブサイトを利

用して納付されたものに限る。 
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３ 指定納付受託者に指定する期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 
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秋田市告示第140号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定に基

づき、次のとおり指定納付受託者を指定したので、同条第２項の規定によ

り告示する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定納付受託者に納付させる歳入

秋田市ふるさと応援寄附金（インターネットによる公金支払の方法に

より代理納付されるものに限る。）

２ 指定納付受託者の名称、所在地および指定した年月日

名 称 所 在 地 指定した年月日

株式会社秋田ジェ 秋田市大町二丁目４番44号 令和８年４月１日

ーシービーカード

株式会社秋田国際 秋田市大町一丁目３番８号 令和８年４月１日

カード 秋田ディライトビル３階

株式会社トラスト 東京都品川区上大崎三丁目１ 令和８年４月１日

バンク 番１号

株式会社さとふる 東京都中央区京橋２－２－１ 令和８年４月１日

京橋エドグラン13Ｆ

ＰａｙＰａｙ株式 東京都千代田区紀尾井町１－ 令和８年４月１日

会社 ３

楽天グループ株式 東京都世田谷区玉川一丁目14 令和８年４月１日

会社 番１号 楽天クリムゾンハウ

ス

株式会社ＤＧフィ 東京都渋谷区恵比寿南三丁目 令和８年４月１日
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ナンシャルテクノ ５番７号

ロジー

株式会社アイモバ 東京都渋谷区渋谷三丁目26番 令和８年４月１日

イル 20号 関電不動産渋谷ビル８

階

株式会社ＪＲ東日 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目 令和８年４月１日

本ネットステーシ 33番８号 ＳＯＵＴＨ ＧＡ

ョン ＴＥ新宿９階

イオンフィナンシ 東京都千代田区神田錦町一丁 令和８年４月１日

ャルサービス株式 目一番地

会社

株式会社ＪＡＬＵ 東京都港区港南１－２－70 令和８年４月１日

Ｘ 品川シーズンテラス12階

株式会社オールア 東京都渋谷区恵比寿南一丁目 令和８年４月１日

バウトライフマー 15番１号

ケティング

ＧＭＯペイメント 東京都渋谷区道玄坂１－２－ 令和８年４月１日

ゲートウェイ株式 ３

会社

アマゾンジャパン 東京都目黒区下目黒１－８－ 令和８年４月１日

合同会社 １

株式会社ＤＭＣ a 福島県耶麻郡猪苗代町字葉山 令和８年４月１日

izu 7105番地

株式会社Ｗｏｒｋ 福岡県福岡市中央区赤坂１－ 令和８年４月１日

ｔｈｙ 16－5 読売九州ビル５F
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秋田市告示第141号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定に基

づき、次のとおり指定納付受託者を指定したので、同条の２の３第２項の

規定により告示する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定納付受託者に納付させる歳入

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）による寄附金（インターネ

ットによる公金支払の方法により代理納付されるものに限る。）

２ 指定納付受託者の名称、所在地および指定した年月日

名 称 所 在 地 指定した年月日

株式会社カルティ 神奈川県横浜市西区高島２－ 令和８年４月１日

ブ 19－12 スカイビル
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秋田市告示第142号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第10項の規定により、

告示した事項に変更があったので、次のとおり告示する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

１ 変更があった認可地縁団体の名称

小鴨町町内会

２ 認可年月日

平成23年12月２日

３ 変更があった事項およびその内容

代表者の氏名および住所

変更前 高 橋 金 市

秋田市土崎港西三丁目10番34号

変更後 播磨谷 誠

秋田市土崎港中央三丁目５番６号

４ 変更年月日

令和５年４月16日

５ 変更の理由

役員改選による。
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秋田市告示第 143号

地方税法（昭和25年法律第226号）第416条第１項の規定に基づき、令和

８年度固定資産税に係る土地又は家屋について、土地課税台帳、家屋課税

台帳等に登録された価格を他の価格と比較することのできる土地価格等縦

覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿を、次により関係者の縦覧に供するので、

同条第３項の規定により告示する。

令和８年３月 31日

秋田市長 沼 谷 純

１ 縦覧期間

令和８年４月１日から同年６月１日まで（ただし、土曜日、日曜日

および国民の祝日を除く。）

２ 縦覧時間

午前８時30分から午後５時15分まで

３ 縦覧の場所および内容

場 所 内 容

資産税課 土地価格等縦覧帳簿および家屋価格

等縦覧帳簿
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秋田市告示第144号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

千秋公園駐車場保守管理業務委託における駐車場の使用料の徴収事務を次

の者に委託したので、同条第２項の規定により告示する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定公金事務取扱者の名称および所在地

株式会社パーキングソリューションズ仙台営業所

所長 本 田 貴 昭

宮城県仙台市若林区新寺三丁目１番28号

２ 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等

千秋公園駐車場保守管理業務委託における駐車場の使用料の徴収事務

３ 指定日

令和８年３月31日

４ 委託期間

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
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秋田市教委告示第４号

令和８年３月19日午後３時30分秋田市役所５階５－Ａ会議室に教育委員

会定例会を招集する。

令和８年３月13日

秋田市教育委員会

教育長 佐 藤 孝 哉

付議案件

１ 秋田市教育委員会人事異動に関する件

２ 秋田市文化財保護審議会委員の解職および委嘱に関する件

３ 秋田市指定文化財の指定に関する件
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秋田市教委告示第５号

秋田市文化財保護条例（昭和36年秋田市条例第23号）第４条第１項の規

定に基づき、下記の物件について秋田市指定文化財に指定したので、同条

例第６条の規定により告示する。

令和８年３月30日

秋田市教育委員会

教育長 佐 藤 孝 哉

記

秋田市指定文化財に指定する物件

所有者等又は保持者等

種 別 名 称

住 所 氏名又は団体名

無形民俗文 勝平神社 秋田市保戸野鉄砲町 宗教法人勝平神社

化財 地口絵灯ろう祭り ４番28号 代表役員 金山智紀

-433-



秋田市教委告示第６号

令和８年４月６日午後３時30分秋田市役所５階５－Ａ会議室に教育委員

会定例会を招集する。

令和８年３月30日

秋田市教育委員会

教育長 佐 藤 孝 哉

付議案件

１ 令和８年度秋田市の教育について

２ 職員の人事について承認を求める件
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秋市選管告示第20号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項、第75条第１項、市町

村の合併の特例に関する法律（平成16年法律第59号。以下「合併特例法」

という。）第４条第１項および第５条第１項に規定する選挙権を有する者

の総数の50分の１の数、合併特例法第４条第11項および第５条第15項に規

定する選挙権を有する者の総数の６分の１の数、地方自治法第76条第１項、

第80条第１項、第81条第１項、第86条第１項および地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第８条第１項に規定する選

挙権を有する者の総数の３分の１の数は次のとおりであるので、地方自治

法第74条第５項、第75条第６項、第76条第４項、第80条第４項、第81条第

２項、第86条第４項、合併特例法第５条第30項および地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第８条第２項の規定により告示する。

令和８年３月２日

秋田市選挙管理委員会

委員長 古 谷 薫

１ 50分の１の数 5,041人

２ ６分の１の数 42,007人

３ ３分の１の数 84,013人
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秋田市農委告示第３号

令和８年３月19日午後２時秋田市役所６－Ａ会議室に秋田市農業委員会

総会を招集する。

令和８年３月11日

秋田市農業委員会会長 佐々木 吉 秋

案件

１ 農地法第３条の規定による許可申請に関する件

２ 農地法第５条の規定による許可申請に関する件

３ 非農地証明申請に関する件

４ 行政不服審査法に基づく審査請求に対する裁決に関する件
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秋田市上下水道局告示第２号

秋田市特定環境保全公共下水道事業計画（太平山処理区）の変更をする

ため、下水道法施行令（昭和34年政令第147号）第３条の規定に基づき、

次のとおり告示し、その関係図書を公衆の縦覧に供する。

なお、利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、当該事業計画の変更に

ついて、意見を申し出ることができる。

令和８年３月６日

公共下水道管理者

秋田市上下水道事業管理者 佐々木 保

１ 事業計画の名称

秋田市特定環境保全公共下水道事業計画（太平山処理区）

２ 工事の着手および完成の予定年月日

(1) 工事着手の年月日

平成元年９月19日

(2) 工事完成の予定年月日

令和14年３月31日

３ 事業計画案の縦覧の場所

秋田市川尻みよし町14番８号

秋田市上下水道局下水道整備課

４ 事業計画案の縦覧の期間

令和８年３月９日から同月23日まで。ただし、土曜日および日曜日を

除く。

５ 事業計画案の縦覧の時間

午前９時から午後５時まで
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秋田市上下水道局告示第３号

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第33条の２において準用する

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

秋田市上下水道事業に係る公金の収納に関する事務（以下「公金事務」と

いう。）を委託したので、同条第２項の規定により告示する。

令和８年３月17日

秋田市上下水道事業管理者 佐々木 保

１ 指定公金事務取扱者の名称および住所又は事務所の所在地

(1) 名称 株式会社電算システム

(2) 住所又は事務所の所在地 岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地

２ 委託した公金事務に係る歳入等

水道料金、小規模水道施設水道料金、下水道使用料、農業集落排水施

設使用料、地域下水道使用料および個別排水処理施設使用料（コンビニ

エンスストアおよび電子決済による公金支払の方法により代理納付され

たものに限る。）

３ 指定公金事務取扱者として指定した日

令和８年２月４日

４ 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した日

令和８年２月24日

５ 指定公金事務取扱者に委託する期間

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
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秋田市上下水道局告示第４号

水道法（昭和32年法律第177号）第25条の３第１項の規定に基づき秋田

市指定給水装置工事事業者の指定を行ったので、秋田市水道事業給水条例

施行規程（昭和35年秋田市水道ガス局管理規程第２号）第８条の３第１号

の規定により告示する。

令和８年３月31日

秋田市上下水道事業管理者 佐々木 保

事業者名 代表者 所在地 指定年月日

有限会社あべ水 阿 部 政 悦 秋田市旭南一丁目 令和８年３月30日

道施設秋田営業 14番30号

所
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秋田市消防本部告示第１号

秋田市火災予防条例（昭和48年秋田市条例第27号）第３条第２項第３号、

第11条第１項第９号および第18条第１項第13号の規定に基づき、必要な知

識および技能を有する者を次のように指定する。

令和８年３月24日

秋田市消防長 堀 井 正 人

１ 秋田市火災予防条例（以下「条例」という。）第３条第２項第３号

（条例第３条の２第２項、第３条の３第２項、第３条の４第２項、第４

条第２項、第５条第２項、第６条第２項、第７条第２項、第７条の２第

２項、第７条の３第２項、第８条、第８条の２および第９条の２第２項

において準用する場合を含む。）に規定する必要な知識および技能を有

する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検および整備に関しこれらと

同等以上の知識および技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士

資格者証の交付を受けた者

イ ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和47年労働省令第33号）に基

づく特級ボイラー技士免許、１級ボイラー技士免許、２級ボイラー

技士免許又はボイラー整備士免許を有する者（条例第４条第２項、

第８条および第８条の２において条例第３条第２項第３号を準用す

る場合に限る。）

(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

ア 電気事業法（昭和39年法律第170号）に基づく電気主任技術者の

資格を有する者

イ 電気工事士法（昭和35年法律第139号）に基づく電気工事士の資

格を有する者
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２ 条例第11条第１項第９号（条例第８条の３第１項および第３項、第11

条第３項、第11条の２第２項、第12条第２項および第３項、第13条第２

項および第４項、第14条第２項、第15条第２項ならびに第16項第２項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する必要な知識および技能を有す

る者は、次に掲げる者又は当該設備の点検および整備に関しこれらと同

等以上の知識および技能を有する者とする。

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技

術者試験に合格した者（自家用発電設備専門技術者。条例第12条第２

項および第３項において条例第11条第１項第９号を準用する場合に限

る。）

(4) 一般社団法人日本電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修

了した者（蓄電池設備整備資格者。条例第13条第２項および第４項に

おいて条例第11条第１項第９号を準用する場合に限る。）

(5) 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格し

た者（ネオン工事技術者。条例第14条第２項において条例第11条第１

項第９号を準用する場合に限る。）

３ 条例第18条第１項第13号に規定する必要な知識および技能を有する者

は、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資

格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検および整備に関しこれと同

等以上の知識および技能を有する者とする。

附 則

１ この告示は、令和８年３月31日から施行する。

２ 「必要な知識および技能を有する者」の指定（令和３年秋田市消防本

部告示第３号）は、廃止する。
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秋田市公告 

 

 国土調査法（昭和26年法律第180号）による地籍調査を行い地図および 

簿冊を作成したので、同法第17条第１項の規定により公告する。 

 なお、当該地図および簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。 

 

  令和８年３月10日 

 

秋田市長 沼 谷   純      

 

１ 調査を行った地区 秋田市雄和平尾鳥字広面および善知鳥の各一部 

２ 地図および簿冊の名称 地籍図原図および地籍簿案 

３ 閲覧期間 令和８年３月11日から同月30日まで20日間。ただし、土曜     

日および日曜日を除く。 

４ 閲覧時間 午前９時から午後４時30分まで 

５ 閲覧会場 河辺市民サービスセンター１階 地籍調査室 

６ 誤り等申出 閲覧の結果、誤り等があると認める場合は、閲覧期間内 

       に秋田市長に対し、訂正の申出をすることができる。 

        なお、誤り等申出書は、請求があれば閲覧場所で交付す 

       る。 

７ その他 地図は、令和６年11月測量、簿冊は令和７年11月18日現在の 

     状況により調査して作成されたものである。 

-442-



秋田市公告 

 

 国土調査法（昭和26年法律第180号）による地籍調査を行い地図および 

簿冊を作成したので、同法第17条第１項の規定により公告する。 

 なお、当該地図および簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。 

 

  令和８年３月10日 

 

秋田市長 沼 谷   純      

 

１ 調査を行った地区 秋田市河辺神内字四国の一部 

２ 地図および簿冊の名称 地籍図原図および地籍簿案 

３ 閲覧期間 令和８年３月11日から同月30日まで20日間。ただし、土曜

日および日曜日を除く。 

４ 閲覧時間 午前９時から午後４時30分まで 

５ 閲覧会場 河辺市民サービスセンター１階 地籍調査室 

６ 誤り等申出 閲覧の結果、誤り等があると認める場合は、閲覧期間内 

       に秋田市長に対し、訂正の申出をすることができる。 

        なお、誤り等申出書は、請求があれば閲覧場所で交付す 

       る。 

７ その他 地図は、令和６年11月測量、簿冊は令和７年11月13日現在の 

     状況により調査して作成されたものである。 
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秋田市公告

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条

第５項の規定により、農用地利用集積等促進計画を令和８年３月13日に認

可したので、同条第７項の規定に基づき公告し、次のとおり縦覧に供する。

令和８年３月13日

秋田市長 沼 谷 純

１ 縦覧に供する書類

農用地利用集積等促進計画

２ 縦覧場所

秋田市山王一丁目１番１号 本庁舎３階

秋田市産業振興部農業農村振興課

３ 縦覧時間

午前８時30分から午後５時15分まで。ただし、土曜日、日曜日および

国民の祝日（以下「休日」という。）ならびに12月29日から１月３日ま

で（休日を除く。）を除く。
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秋田市公告

秋田農業振興地域整備計画（昭和48年秋田市告示第25号）を変更するの

で、農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第13条第４

項において準用する同法第11条第１項の規定により公告し、当該農業振興

地域整備計画の案を次により縦覧に供する。

秋田市の住民は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、縦覧に供さ

れた農業振興地域整備計画の案について、秋田市に意見書を提出すること

ができる。

また、当該農用地利用計画の案に係る農用地区域内にある土地の所有者

その他その土地に関し権利を有するものは、当該農用地利用計画の案に対

して異議があるときは、令和８年４月17日の翌日から起算して15日以内に

秋田市にこれを申し出ることができる。

令和８年３月23日

秋田市長 沼 谷 純

１ 縦覧期間

令和８年３月23日から同年４月17日まで。ただし、土曜日、日曜日お

よび国民の祝日を除く。

２ 縦覧時間

午前８時30分から午後５時15分まで

３ 縦覧場所

秋田市山王一丁目１番１号 本庁舎３階

秋田市産業振興部農業農村振興課
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秋田市公告

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条

第５項の規定により、農用地利用集積等促進計画を令和８年３月25日に認

可したので、同条第７項の規定に基づき公告し、次のとおり縦覧に供する。

令和８年３月25日

秋田市長 沼 谷 純

１ 縦覧に供する書類

農用地利用集積等促進計画

２ 縦覧場所

秋田市山王一丁目１番１号 本庁舎３階

秋田市産業振興部農業農村振興課

３ 縦覧時間

午前８時30分から午後５時15分まで。ただし、土曜日、日曜日および

国民の祝日（以下「休日」という。）ならびに12月29日から１月３日ま

で（休日を除く。）を除く。
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秋田市公告

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条

第５項の規定により、農用地利用集積等促進計画を令和８年３月25日に認

可したので、同条第７項の規定に基づき公告し、次のとおり縦覧に供する。

令和８年３月25日

秋田市長 沼 谷 純

１ 縦覧に供する書類

農用地利用集積等促進計画

２ 縦覧場所

秋田市山王一丁目１番１号 本庁舎３階

秋田市産業振興部農業農村振興課

３ 縦覧時間

午前８時30分から午後５時15分まで。ただし、土曜日、日曜日および

国民の祝日（以下「休日」という。）ならびに12月29日から１月３日ま

で（休日を除く。）を除く。
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秋田市公告

秋田県知事から都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の規

定において準用する同法第20条第１項の規定による都市計画道路の変更に

関する図書の写しの送付を受けたので、同条第２項の規定により次のとお

り公衆の縦覧に供する。

令和８年３月27日

秋田市長 沼 谷 純

１ 都市計画の種類および名称

秋田都市計画道路 ３・４・16号 秋田港北線

秋田都市計画道路 ３・５・38号 浜ナシ山長野線

秋田都市計画道路 ３・４・77号 和田駅前線

秋田都市計画道路 ３・４・78号 石川和田駅線

２ 都市計画を変更した区域

秋田市下新城中野字街道端西、飯島字堀川、飯島字古道下川端、土崎

港相染町字大浜、土崎港相染町字浜ナシ山、土崎港相染町字土浜、土崎

港相染町字中谷地、土崎港相染町字堂ノ後、港北松野町、飯島長野上町、

飯島長野本町、土崎港古川町字相染境、土崎港西四丁目、土崎港西五丁

目、土崎港中央五丁目、土崎港中央六丁目、土崎港中央七丁目、土崎港

北三丁目、土崎港北四丁目、土崎港北五丁目、土崎港北六丁目、港北新

町、河辺和田字北条ケ崎、河辺和田字上中野、河辺和田字和田および河

辺北野田高屋字黒沼下堤下地内

３ 縦覧場所

秋田市山王一丁目１番１号 秋田市都市整備部都市計画課
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秋田市公告

建築基準法（昭和25年法律第201号）第48条第15項の規定により、次の

とおり公開による意見の聴取を行うので、同条第17項の規定に基づき、公

告する。

令和８年３月30日

特定行政庁

秋田市長 沼 谷 純

１ 意見聴取の日時 令和８年４月16日（木）午後６時30分

２ 意見聴取の場所 秋田市八橋運動公園１番５号

秋田県スポーツ科学センター ２階 研修室

３ 意見の聴取をしようとする事項

建築基準法第48条第３項ただし書の規定により、第一種中高層住居専

用地域内において、原則、建築してはならない建築物への新築を許可す

ることについて

４ 建築計画の概要

(1) 建築物の主要用途 観覧場、体育館および集会場

(2) 建 築 物 の 位 置 秋田市八橋運動公園623他

(3) 構 造 お よ び 規 模 鉄骨造 ４階建て

(4) 敷 地 面 積 36,831.48㎡

(5) 延 べ 面 積 18,292.95㎡

５ 申請者の住所および氏名

秋田市旭北錦町39番１号

秋田アリーナＰＦＩパートナーズ株式会社

代表取締役 髙 橋 康
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秋田市公告

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定によ

り、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、同条第３項におい

て準用する同法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり公告し、関係書

類を縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のため配慮すべ

き事項について意見を有する場合は、同法第８条第２項の規定により、縦

覧期間満了の日までに市に対し意見書を提出し、これを述べることができ

る。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

１ 届出事項の概要

(1) 大規模小売店舗を設置する者の名称および代表者の氏名ならびに住

所

名 称 有限会社すぐる不動産

代表取締役 木 村 正 之

住 所 秋田県秋田市泉南一丁目15番25号

名 称 東日本旅客鉄道株式会社

代表取締役社長 喜 㔟 陽 一

住 所 東京都渋谷区代々木二丁目２番２号

(2) 大規模小売店舗の名称および所在地

名 称 秋田オーパビル・秋田ステーションビル

所在地 秋田県秋田市千秋久保田町４番２号

秋田県秋田市中通七丁目２番１号

(3) 変更した事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称および住所
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ならびに法人にあっては代表者の氏名変更の内容については縦覧に供

する関係書類のとおり

(4) 変更年月日

令和８年12月31日

(5) 変更理由

テナント入替えのため

２ 届出年月日

令和８年３月５日

３ 関係書類の縦覧場所および期間

(1) 縦覧場所

秋田市産業振興部商工貿易振興課

(2) 縦覧期間

令和８年３月31日から同年７月31日まで。ただし、土曜日、日曜日

および国民の祝日を除く、午前８時30分から午後５時15分まで。

４ 意見書の提出先

秋田市産業振興部商工貿易振興課

５ 意見書に添付する書面に記載すべき事項

(1) 意見を述べる者の氏名および住所

(2) 意見の対象となる大規模小売店舗の名称

(3) 意見を述べる理由
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秋田市公告

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定によ

り、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、同条第３項におい

て準用する同法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり公告し、関係書

類を縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のため配慮すべ

き事項について意見を有する場合は、同法第８条第２項の規定により、縦

覧期間満了の日までに市に対し意見書を提出し、これを述べることができ

る。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

１ 届出事項の概要

(1) 大規模小売店舗を設置する者の名称および代表者の氏名ならびに住

所

名 称 東日本旅客鉄道株式会社

代表取締役社長 喜 㔟 陽 一

住 所 東京都渋谷区代々木二丁目２番２号

名 称 秋田ステーションビル株式会社

代表取締役社長 鈴 木 万寿夫

住 所 秋田県秋田市中通七丁目２番１号

(2) 大規模小売店舗の名称および所在地

名 称 秋田駅ビル

所在地 秋田県秋田市中通七丁目１番２号

(3) 変更した事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称および住所

ならびに法人にあっては代表者の氏名変更の内容については縦覧に供
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する関係書類のとおり

(4) 変更年月日

令和８年12月31日

(5) 変更理由

テナント入替えのため

２ 届出年月日

令和８年３月５日

３ 関係書類の縦覧場所および期間

(1) 縦覧場所

秋田市産業振興部商工貿易振興課

(2) 縦覧期間

令和８年３月31日から同年７月31日まで。ただし、土曜日、日曜日

および国民の祝日を除く、午前８時30分から午後５時15分まで。

４ 意見書の提出先

秋田市産業振興部商工貿易振興課

５ 意見書に添付する書面に記載すべき事項

(1) 意見を述べる者の氏名および住所

(2) 意見の対象となる大規模小売店舗の名称

(3) 意見を述べる理由
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